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県単独補助金に係る監査の結果 

平成 23 年 3 月 16 日 

広島県監査委員 冨 永 健 三 

同       川 上 征 矢 

同       髙 橋 義 則 

同       加賀美 和 正 

 

第１ 監査の概要 

 １ 監査のテーマ 

   県単独補助金について 

 

 ２ 監査の趣旨 

   補助金は，地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 232 条の 2 の「普通地方公共団体

は，その公益上必要がある場合においては，寄附又は補助をすることができる」という

規定に基づき，県が公益上必要があると認めた場合に対価なくして交付される給付金で

ある。したがって，どのような公益に対し必要性を認め，当該給付により，どのような

成果を求めるのかについて明確にし，適正かつ公正に執行する必要がある。 

   しかしながら，これまでの監査において，過大な補助金を交付する，あるいは補助対

象外経費が補助対象経費として計上されるなどの誤った事務処理が散見され，また，有

効性等の観点から，検討を求めたものもあった。 

   このため，県単独補助金について，交付事務の適正な執行を図り，補助事業がより効

果的かつ効率的に実施されることを目的として，地方自治法第 199 条の規定に基づき監

査を実施した。 

 

３ 監査の対象補助金 

   県が単独で交付する補助金のうち，平成 21 年度当初予算において 100 万円以上 5,000

万円未満のもの（県が資本金等の 1/4 以上を出資する法人（以下「県出資法人」とい

う。）に対するものを除く。） 

  （対象範囲の設定理由） 

   各部局に共通する課題等を把握するため，補助金全体の件数の過半数をカバーするこ

とを目安に，次の理由により，対象補助金の範囲を設定した。 

  ・ 5,000 万円以上の補助金及び県出資法人に対する補助金については，定期的に監査を

実施していること。 

  ・ 100 万円未満の補助金については，１補助事業者当たりの交付額が少額であると見込

まれることから，補助効果の検証に係る対象として必ずしも妥当でないこと。 
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 ４ 監査の対象機関 

  ⑴ 対象補助金を所管する県の機関 

    危機管理監，企画振興局，環境県民局，健康福祉局，商工労働局，農林水産局，土

木局，都市局，教育委員会，警察本部 

 

  ⑵ 補助事業者 

    ⑴の機関が所管する補助金の交付先である補助事業者延べ 548 団体等の中から抽出

した 11 団体※（補助金数としては，12 補助金） 

※「第５ 参考 ２ 監査対象補助金の概要」（P56 以下）参照 

 

 ５ 監査の実施時期 

   平成 22 年 5 月 ～ 平成 23 年 3 月 

 

 

 

【用語の解説】 

「補 助 事 業 」～補助金の交付の対象となる事務又は事業 

「補助事業者」～補助事業を行う者 
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第２ 対象とした補助金の概要 

 １ 平成 21 年度当初予算における割合について 

   平成 21 年度当初予算において，補助金を金額別に分類したところ，図１のとおり，全

体で 229 補助金となっており，今回監査対象とした「100 万円以上 5,000 万円未満」の補

助金が全体に占める割合は，55.9％（128 補助金）となっている。 

   なお，本委員が定期的に監査を実施している，県出資法人に対するものについては今

回の監査対象外としているため，監査対象補助金数は，115 補助金となる（229 補助金の

50.2％）。 

 

［図１：補助金の金額別分類］ 

 

10億円以上

5億円～10億円

1億円～5億円

5千万円～1億円

50万円～100万円

10万円～50万円

100万円～500万円

1千万円～5千万円

500万円～1千万円

 

 

 

 

※ 2 月議会に提出された「補助金に関する調」を参考に集計 

4 4

20

11

44

32
52

11 

51

計 229 補助金
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 ２ 所管部局別の状況について 

   部局別に分類すると，図２－１のとおり，健康福祉局の 31 補助金（27.0％）が も多

く，次いで農林水産局の 24 補助金（20.9％），商工労働局の 16 補助金（13.9％），教

育委員会の 15 補助金，環境県民局の 12 補助金，企画振興局の 9 補助金，土木局の 4 補

助金，都市局の 2補助金，危機管理監・警察本部の各 1補助金の順となっている。 

   また，その交付額は全体で約９億２千８百万円となっており，部局別では，図２－２

のとおり，農林水産局の約２億８千４百万円（30.6％）が も多く，次いで健康福祉局

の約１億６千万円（17.3％），商工労働局の約１億２千８百万円（13.8％），教育委員

会の約１億２千５百万円，環境県民局の約１億１百万円，企画振興局の約９千２百万円，

土木局の約２千５百万円，都市局の約９百万円，危機管理監の約３百万円，警察本部の

約１百万円の順となっている。 

 

［図２－１：部局別の対象数］ 

商工労働局, 16

土木局, 4

企画振興局, 9

危機管理監, 1

環境県民局, 12

健康福祉局, 31

都市局, 2

教育委員会, 15

警察本部, 1

農林水産局, 24

 

 

［図２－２：部局別の交付額］ 

 

商工労働局
128,161千円

土木局
24,761千円

企画振興局
91,509千円

危機管理監
3,275千円

環境県民局
100,951千円

健康福祉局
160,442千円

都市局
9,344千円

教育委員会
124,774千円

警察本部
1,160千円

農林水産局
283,786千円

 

計 115 補助金

計 928,163 千円
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 ３ 経過年数について 

   補助金の創設時からの経過年数を見ると，図３のとおり，３年以内のものが 35 補助金

（30.4％），10 年未満のものが 56 補助金（48.7％）となっている。 

   また，20 年以上経過したものが 35 補助金（30.4％）となっており， も古いもので昭

和 25 年度から継続している補助金がある（農林水産局の県単独林道整備事業）。 

 

［図３：経過年数別］ 

１年
11

2～3年
24

10～19年
24

20～29年
8

30～49年
24

50年～
3

4～5年
13

6～9年
8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  

 ４ 補助対象の範囲について 

   補助対象の範囲（補助対象経費）について，大きく分けると，いわゆるハード系（施

設整備，機械・器具購入費）と，ソフト系（事業費，運営費，人件費，利子補給等）と

に区分されるが，図４のとおり，ハード系が 8 補助金（7.0％），ソフト系が 104 補助金

（90.4％），ハード系とソフト系両方を対象としているものが 3 補助金（2.7％）となっ

ている。 

   なお，ソフト系の詳細を見ると，事業費を対象とするものが 67 補助金と も多い。 

    

［図４：補助対象範囲］ 

 

ハード系, 8

ハード系＋ソ
フト系, 3

ソフト系, 104

 

 

 

計 115 補助金

人件費, 26

利子補給, 8

償還金等, 6

事務費, 26

事業費, 67

ソフト系の内訳 

（複数回答） 

計 115 補助金
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 ５ 交付方法等について 

   補助金の交付方法については，図５のとおり，補助事業者に県が直接交付しているも

のが 99 補助金（86.1％），市町を通じて間接交付しているものが 16 補助金（13.9％）

となっている。 

   また，直接交付の 99 補助金について，県のみが補助しているものは 74 補助金

（74.7％），県のほかに市町等他の団体が補助しているものは 25 補助金（25.3％）とな

っている。 

［図５：交付の方法別］ 

県＋市町, 12

県のみ, 74

直接交付,99

県＋民間団体等, 9

県＋国, 4

市町補助あり, 12

市町補助なし, 4

 ６ 交付先について 

   交付先の団体種別については，図６－１のとおり，市町が対象となっているものが 39

補助金（31.5％）と も多い（うち間接交付によるものは，16 補助金）。 

   また，１補助金当たりの交付先の数については，図６－２のとおり，１団体となって

いるものが 64 補助金（55.7％）と も多く，また，交付の実績がなかったものが 4 補助

金（3.5％）あった。 

  ［図６－１：団体種別（複数回答）］      ［図６－２：交付先の数］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出資法人

（1/4未満）

市町

その他公益法人

民間企業・個人

特別法人・

任意団体等

実績なし

1団体

6～10団体

11～20団体

21団体～

2～5団体

64 

22 

11 

8 

6 
4 

39 

28 

31 

4 

22 

間接交付,16 

補助者別

計 115 補助金

計 115 
計 124 
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 ７ 補助金の継続性について 

   今回対象とした補助金は，平成 21 年度分であるが，図 10 のとおり，当該年度で終了

したものが 20 補助金（18.7％）ある。 

   また，26 補助金（24.3％）については，終期が設定されており，２～３年のうちに終

了予定となっているものが多い（平成 21 年度当初予算時）。 

 

［図 10：設定終期別補助金数］ 

H23

H22

Ｈ22以後も継続（終期
設定あり）,26

H36

H24

H21で終了

H22以後も継続（終期
設定なし）

 

※ 平成 36 年度に終期設定がされているものは，地方債の償還に係る補助金である。 

終期年度 

15

8 

1 
2 

20

61 

利子補給を

除く計 107
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第３ 監査の視点 

   補助金は，本来，施設整備や事業実施に当たり，事業実施者が自らの資力に応じて賄

うべきものを，地方公共団体が，政策的判断により，その費用の全部又は一部を助成し

て，補助事業者による事業実施を促し，目指すべき公益目的を達成しようとするもので

ある。 

   広島県では，広島県補助金等交付規則（昭和 48 年広島県規則第 91 号。以下「規則」

という。P102 以下を参照）により，補助金の交付に関する基本的な規定事項や手続事項

を定めている。具体的な事項については，各所管課において，それぞれの補助金交付要

綱，交付要領又は伺い定め（以下「要綱等」という。）により，交付手続や交付の条件

等を定め，事務処理が行われている。 

   一定の予算額の範囲内ではあるが，過半数程度の補助金について監査した結果，第２

及び第５における監査対象補助金の概要のとおり，目指すべき公益目的，交付先，補助

対象とするものなど，補助金の内容は多岐にわたるものとなった。また，共通の視点で

部局横断的に監査したところ，実際の交付事務については，個別の状況だけでなく，部

局特有ともいえる特色（優れた特色，改善が必要な特色）も見受けられた。 

   近年，会計検査院により，国庫補助事業に関する事務費等の執行について，補助事業

者（都道府県等）に対する検査が実施され，不適切な事例が多数報告されたところであ

る。今回，本県の監査においては，県単独補助金を交付する側である県の事務に焦点を

当てることにより，不適切な事務等が事後的に判明することがないよう，県において

「発生させない，できない」仕組みづくりを構築するための一助となることを目指した。 

   このため，補助金の交付事務を５つの段階に分け，それぞれが次の３つの視点からど

のように行われているかを監査した。 

   ① 定めている要綱等が明らかに（分かりやすく）なっているか【明確化】 

   ② 定めていることが適正に行われているか【適正化】 

   ③ 運用における一定の水準が担保できる仕組みとなっているか【標準化】 

   以下，様々な事例を掲げているが，不適正な事務処理は直ちに改めるとともに，現在

行っている交付事務について改めて確認し，参考となるものについては積極的に導入し，

更なる改善を図っていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の適切な執行を目指して 

５ つ の 段 階 

交 付 決 定 に 関 す る も の

交付の条件に関するもの

補助額の算定に関するもの

効 果 測 定 に 関 す る も の

明 確 化 

標 準 化 

適 正 化 

実 績 確 認 に 関 す る も の

（ 検 査 体 制 も 含 む ）

３ つ の 視 点 
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 ［一般的な補助金交付事務手続のフロ－図］ 

段階別 補助事業者 県 

事業 
実施前 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

事業実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業 
実施後 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※ 点線のものは，必要に応じて行うものである。 

    

 

 

 

交付申請 

事業着手 

変更申請 

実績報告 

状況報告 

概算払請求

変更承認 

中間検査 

概算払 

実績確認 

補助金の交付 

（概算払の場合は，精算）

事業完了 

交付決定 

審査・採択 

額の確定 

確定額の支払請求

履行確認 

（3月末までに） 

補助金の受領 
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第４ 監査委員意見 

 １ 交付決定に関するもの 

   補助金の交付に係る事務手続については，要綱において定型化されているものや，伺

い定めにより年度単位で取扱いを決定しているものがある。 

   このうち事務手続の 初の段階である交付決定について，要綱等の規定と合致してい

ないものなどが見受けられた。 

 

  ⑴ 監査結果 

   ア 交付決定と事業着手について 

   （ア）定められた申請期限を過ぎて申請書の提出を受けていたもの  指摘事項 

      規則第３条に「補助金等の交付の申請をしようとする者は，補助金等交付申請

書に次に掲げる書類を添えて，知事が定める日までに知事に提出しなければなら

ない。」と規定されているが，定められた期日を経過し，申請書の提出を受けて

いるものがあった。 

      このうち相当期間を経過していたものは，次のとおりであった。 

所管部局名 補  助  金  名 申請期限 申請日※ 経過期間 

健康福祉局 法人等借入金利子補助金 Ｈ21.4.30 Ｈ22.2.19 約 10 か月 

農林水産局 就農研修資金償還助成事業 Ｈ21.7.30 Ｈ21.9.30 約 2 か月 

教育委員会
社会教育関係団体の事業に

対する補助金 
Ｈ21.7.14 Ｈ21.10.29 約 3 か月 

     ※ 複数の申請がある場合は， も経過していたものを記載 

   （イ）申請期限の設定を誤っていたもの  指摘事項 

      次のものは，申請期限を翌年度（平成 22 年 4 月 2 日）に設定していた。 

所管部局名 補 助 金 名 備  考 

健康福祉局 産休等代替職員費補助金
終申請日はＨ22.3.30 

終交付決定日はＨ22.3.31 

   （ウ）着手届の提出を受けず，事業着手されていたもの  指摘事項 

      次のものは，要綱等で，交付決定前に事業着手する場合，補助事業者に対し，

着手届の提出を求めているが，提出を受けていないものがあった。 

所管部局名 補  助  金  名 

企画振興局 イノシシ３万頭駆除事業 

   （エ）その他  意 見 

      次のものは，申請期限を年度当初に設定しているため，年度中途で新たに補助

事業を開始する場合には，期限を経過して申請せざるを得ない状況となっていた。 

所管部局名 補 助 金 名 申請期限 
最終申請日 

（補助事業開始日）

健康福祉局
広島県児童養護施設入所児

童学習指導促進事業 
Ｈ21.4.30

Ｈ21.8.8 

（Ｈ21.9.1） 

 



 11

   イ 申請から交付決定までに時間を要していたもの   意 見 

     申請があってから交付決定に至る審査期間について，規則第４条に「すみやかに

補助金等の交付の決定をするものとする。」と規定されているが，次のものについ

ては，特段の理由もなく，申請から交付決定までに相当期間を要していた。 

所管部局名 補 助 金 名 申請日※ 交付決定 審査期間等 

企画振興局
イノシシ 3 万頭駆

除事業 
Ｈ21.4.1 Ｈ21.6.22

約 3 か月 
※変更申請に対する 

承認も同様の状況 

環境県民局
幼児教育力向上支

援事業 
Ｈ21.7.28 Ｈ21.12.3 約 4 か月 

看護師等養成所運

営費補助金 
Ｈ21.4.21 Ｈ21.8.6 約 3 か月 

法人等借入金利子

補助金 
Ｈ21.4.1 Ｈ22.3.11 約 11 か月 

院内保育所運営費

補助金 
Ｈ21.7.14 Ｈ22.3.30 約 8 か月 

歯科衛生士養成事

業補助金 
Ｈ21.4.15 Ｈ21.7.13 約 3 か月 

精神障害者社会適

応訓練委託事業交

付金 

Ｈ21.4.6 Ｈ21.6.19 約 2 か月 

健康福祉局

歯科衛生士活用推

進事業補助金 
Ｈ21.4.15 Ｈ21.6.25 約 2 か月 

農林水産局
就農研修資金償還

金助成事業 
Ｈ21.9.30 Ｈ22.2.8 

約 4 か月 
※当該補助対象に関す

る助成計画書（前年度 7

月末までに提出）も翌

年度（7 月）に審査を実

施 

文化財保存事業費

補助金 
Ｈ21.4.1 Ｈ21.7.15 約 3 か月 

教育委員会
自主教育研究活動

支援事業（うち教

育研究会への大会

補助） 

Ｈ21.7.17 Ｈ21.9.28 約 2 か月 

     ※ 複数の申請をまとめて交付決定する場合は， 初の申請日 
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  ⑵ 監査委員意見 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

（事業着手と交付決定） 

事業着手と交付決定との関係について，次表のとおり，38 補助金について，交付決

定の前に事業に着手されていた。このほか，着手届を提出することで，交付決定前の

事業着手を承認する仕組みを設けているものもあった。 

交付決定前の事業着手分を補助事業として採択するか否かは，個々の補助制度の目

的に従って決定されるものであるが，補助金の交付については，原則，申請主義が採

られているため，交付決定前の事業着手については，緊急を要する事案など相当の事

由がある場合に限定されるべきである。 

特に，継続的な補助金で，年度当初から直ちに経費が発生するような場合には，交

付決定と事業着手の時期が乖離することがないよう，当初予算の成立以後速やかに交

付決定に向けた準備作業を開始する必要がある（Ｐ44 参照）。 

      ［交付決定の前に事業着手されていたもの］ 

区   分 補助金数 備   考（最も遅い交付決定日） 

交付決定が 5 月以降
9 

（Ｈ22.3.30） 人件費に 

関するもの 
13 

申請期限の定めなし 5 

交付決定が 5 月以降
5 

（Ｈ21.12.15） 

4 月 1 日から

経費が発生

するもの 
その他※ 6 

申請期限の定めなし 3 

4 月 2 日以降に経費が発生

するもの 
19 申請期限の定めなし

5 

（Ｈ22.3.31） 

計 38   

※ 土地使用料，パソコンリ－ス料など 

    

（申請期限の設定） 

申請期限の設定状況を見ると，口頭での連絡を含め，期限そのものを明記していな

いものが，49 補助金あった。 

年間を通じて申請があるものもあるが，単年度という限られた期間で，補助目的を

実現するためには，各補助金に応じた適切な事業期間を勘案した上で，申請期限を定

め，申請者に明示する必要がある。 

ポイント！  

① 適切な申請期限を明確に規定しているか。 

特に年度当初から経費が発生する場合，事業着手時期と交付決定時期が乖離して

いないか。 

② 一連の交付手続（申請～審査～交付決定）を，適正かつ迅速に行っているか。 

③ 期限や提出物などを要綱等に明記し，補助事業者へ周知徹底をしているか。 
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   （事務処理期間） 

    申請から交付決定までの間，補助事業者は，事業を行うための財源や執行体制につ

いて確約がない状態に置かれるため，交付決定の時期によっては，計画的な事業執行

に支障が生じる可能性がある。 

    交付決定に要する県の事務処理期間については，規則や要綱等には明記されていな

いものの，補助事業者の事業の執行や収支計画に多大な影響を及ぼすものであるため，

適正かつ迅速に，交付決定のための審査を行う必要がある。 

    このため，事務処理の遅延・遺漏がないよう，進行管理表の作成などを行い，交付

事務担当者だけでなく，組織としても進行管理に取り組んでいただきたい（Ｐ50 参

照）。 

 

   （申請者等に対する周知） 

    事務手続を適正に行うためには，補助要件や年間スケジュール，提出書類等につい

て，要綱等で明確に規定した上で，補助事業者に対して周知を図る必要がある。 

    補助事業者の募集方法については，次表のとおり，「募集しない」とするものが 59

補助金（55.1％）と も多く，次いで「関係団体に対して連絡」とするものが 30 補助

金（28.0％）となっており，公募によるものは少ない状況にあった。 

    これは，今回対象とした補助金に，補助事業者が特定された継続的なものや，補助

目的によって補助事業者の範囲が限定されるものが一定程度含まれていることなどに

よると思われる。 

    しかしながら，今年度の定例監査で，健康福祉局の地方機関が所管する補助金にお

いて，補助金交付に係る周知が一部の対象者のみに行われていた事例が見受けられた

ところである（平成 23 年 1 月 31 日決定分）。 

    募集に当たっては，補助金の制度の趣旨に照らし，補助対象となり得るすべての者

に対し，適切な募集を行うなど，周知の徹底を図る必要がある。 

［補助事業者の募集方法］ 

区  分 補助金数

募集しない 59 

関係団体に対して連絡 30 

会議での説明等 10 

公  募 

（県ホームページ，広報誌，文書送付等）
8 

           ※ 利子補給を除く 107 補助金の状況 
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    また，補助事業者に対する周知方法では，次表のとおり，交付申請や交付決定の段

階で，補助金の内容や留意事項について説明会を開催しているものが 19 補助金，補助

要件や対象経費等に関する疑義等を集約した質疑応答集などを配布しているものが 11

補助金，事業実施に関する事務処理や設計・積算，現地での施工に関する技術指導等

を実施しているものが 1 補助金となっている。 

    継続的な補助金などについては，一定の理解が得られているとしても，要綱等につ

いて，定めるべきものが定められているか，定めたものが分かりやすいものとなって

いるかといった観点からの検証を行うとともに，疑義の照会状況も踏まえ，説明会の

開催や質疑応答集の作成・配布など補助事業者の立場に立ったものとなるよう周知方

法の工夫を行っていただきたい。 

 

［補助事業者に対する周知方法］ 

 
区  分 補助金数 

うち公募 

説明会を開催 19 2 

 申請段階 11 0 

 決定段階 6 2 

 申請＋決定段階 2 0 

質疑応答集などを配布 11 2 

事務処理，技術等指導 1 0 

※ 利子補給を除く 107 補助金の状況 
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 ２ 補助額の算定に関するもの 

   補助額の算定方法及び補助対象経費については，個々の要綱等で規定されているが，

補助額の算定を誤っていたものや，補助対象経費の定義が明確になっていないものが見

受けられた。 

 

  ⑴ 補助額の算定方法に係る規定状況 

    補助額の算定方法については，次表のとおり，補助対象経費の 1/2 以内など定率で

算定されるものが 81 補助金（75.7％）と も多い。 

    また，43 補助金（40.2％）で，補助額の上限・下限が設定されている。 

    なお，要綱等で補助額の限度が特に設けられていないもの（64 補助金）であっても，

実際には，予算の範囲内で交付額が決定されるため，予算額が実質上の補助限度額と

なっている。 

算 定 方 法 補助金数 交付額の制限 補助金数 

定 率 78 上限あり 40 

定 額 21 下限あり 2 

定 率 ＋ 定 額 3 上・下限あり 1 

そ の 他 5 特になし 64 

※ 利子補給を除く 107 補助金の状況 

 

  ⑵ 補助対象経費の規定状況 

    補助対象範囲の規定方法を見ると，次表のとおり，「報償費（講師謝金），需用費

（印刷製本費），役務費（通信運搬費）」のように対象経費を具体的に示しているも

のが 66 補助金（57.4％），「人件費，運営費」のように対象経費の性質によるものが

13 補助金（11.3％），「○○事業に要する経費」のように事業費全体を対象としてい

るものが 33 補助金（28.7％）となっている。 

区  分 補助金数 

経費の詳細を規定しているもの 66 

 うち利子補給 8 

経費の性質によるもの 13 

事業費全体を対象にしているもの 33 

 うち一定の経費を除いているもの 2 

その他（被災者支援費など） 3 

         ※ 利子補給を含む 115 補助金の状況 

43 

 

81 
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  ⑶ 監査結果 

ア 補助金の確定額の算定に誤りがあったもの  指摘事項 

所管部局名 補 助 金 名 内     容 

農林水産局 
園芸産地構造改革推進事業

（集落法人人材確保システム構築）

取得価額で算出すべきところを，リース価

額で算出していた。（218 千円が過大に

支出） 

 

イ 確定額には影響がなかったが，補助額の算定において誤りがあったもの  指摘事項 

   （ア）対象外経費が含まれていたもの 

所管部局名 補 助 金 名 内     容 

特別へき地巡回診療船運

営補助金 
診療事業費が計上されていた。 

健康福祉局 
社会福祉施設経営指導員

設置事業 
租税公課費が控除されていなかった。

高年齢者就業支援事業 
運営費，事業費に補助対象外経費（委

託費，負担金など）が含まれていた。

商工労働局 

商店街振興組合指導事業 

・消費税及び地方消費税に係る控除税

額が，控除されていなかった。 

・食糧費が計上されていた。 

土 木 局 
広島県新分野進出等支援

補助金 

控除する消費税額の計上を誤ってい

た。 

   （イ）補助対象経費を補助対象外としていたもの  指摘事項 

所管部局名 補 助 金 名 内     容 

健康福祉局 
広島県臓器移植連絡調整

者設置事業補助金 

補助対象経費であるコーディネーター

の活動経費を補助対象外経費としてい

た（人件費のみを対象に交付）。 

   （ウ）事業実績額が誤っていたもの  指摘事項 

所管部局名 補 助 金 名 内     容 

農林水産局 
集落法人経営強化支援事

業 

事業費の積上げに計上漏れがあったた

め，事業実績額が誤っていた。 

（補助事業者への監査で判明） 

   （エ）補助対象経費の算定方法を誤っていたもの  指摘事項  

所管部局名 補 助 金 名 内     容 

健康福祉局 
広島県臓器移植連絡調整

者設置事業補助金 

控除する収入額に，法人内部の事業費

補てん額（一般会計からの繰入）を含

めていた。 
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   ウ 補助対象経費の定義が明確でなかったもの  意 見 

     次のものは，経費区分について，要綱等に規定されてはいるものの，具体的な範

囲が明記されていないものや，運用上の取扱いが要綱等に明記されておらず，結果

として補助対象経費が明確になっていなかった。 

補助金名［所管部局名］ 内       容 

消防協会事業費補助金 

［危機管理監］ 

・飲食代等を含む負担金を補助対象外経費としているが，

この取扱いが明記されていない。 

・同一の経費に対して他団体から助成金があった場合の取

扱いが明確にされていない。 

産業廃棄物処理業者情報

公開支援事業 

［環境県民局］ 

補助事業の実施に必要な経費が補助対象経費として明記さ

れていない。 

産休等代替職員費補助金 

［健康福祉局］ 

補助額の基礎単価が日額でしか定められておらず，時間給

の取扱いが明確にされていない。 

心身障害者等歯科診療確

保事業 

助産師外来支援モデル事

業 

介護保険サービス苦情処

理体制推進事業 

広島県臓器移植連絡調整

者設置事業補助金 

地域がん登録システム推

進事業 

老人医療公費負担事業

（県制度分） 

措置入院患者入院協力事

業補助金 

［以上健康福祉局］ 

総事業費から控除する寄附金その他収入額の定義が明確に

されていない。 

特別へき地巡回診療船運

営補助金 

［健康福祉局］ 

・総事業費から控除する寄附金その他収入額の定義が明確

にされていない。 

・補助対象経費に古い用語（暫定手当）が用いられている

とともに，明確になっていない経費区分（雑費）があ

る。 

公衆浴場施設整備資金利

子補給費補助金 

［健康福祉局］ 

借入残高が 100 万円未満となった場合には補助対象外とす

ることになっているが，複数回の借入がある場合の取扱い

が明確にされていない。 

ひろしま観光立県推進 

事業 

［商工労働局］ 

補助対象及び補助対象外の両方に共通する経費がある場合

に，どの範囲が対象となるのかについての考え方が明記さ

れていない。（広報経費，大会開催経費） 

集落法人経営強化支援 

事業 

［農林水産局］ 

会場賃借料等を補助対象外経費としているが，この取扱い

が明記されていない。 
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  ⑷ 監査委員意見 

 

    

 

 

 

 

 

 

補助事業者が対象となる事業の実施を検討する上で，「どのようなものに対して，い

くらの額」が交付されるのかは非常に重要な要件であるため，補助対象経費及び補助額

の算定方法について，要綱等で，明確，かつ，分かりやすく定め，補助事業者に対して

明示する必要がある。 

しかしながら，要綱等における規定方法は様々であり，必ずしも明確になっていると

は言えない状況であり，また，運用面においても，補助対象外経費がある場合に，補助

事業者に対し明示していないものや，同じ経費が年度によって補助の対象や対象外とな

る変則的な取扱いがなされているものも見受けられた。 

補助対象経費や補助額の算定方法を明確にし，県と補助事業者とで共通認識すること

は，県にとっては適正な補助額の算定に，補助事業者にとっては適切な事業の執行に資

することとなる。 

補助金によっては，具体的かつ詳細に規定することが困難な場合もあるかもしれない

が，例えば，事業費全体を対象とする場合にあっては，質疑応答集等で具体的な経費活

用事例を明示するなど，その使途がイメ－ジしやすいよう工夫を行うことや，経費の性

質による場合にあっては，対象外となる経費について特記することなどの取組が必要で

ある。 

また，補助対象経費とするか否かについて個別に判断せざるを得ない場合においては，

その判断した結果を明らかにして，以後一律の取扱いとなるように明記したものを補助

事業者に周知する必要がある。 

ポイント！  

① 補助対象経費及び補助額の算定方法について，明確に規定しているか。 

② 補助対象経費について個別判断となる場合は，その結果を明記したものを，補助

事業者に周知しているか。 
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 ３ 交付の条件に関するもの 

   規則第５条に，交付決定に当たり，補助事業を実施する中で生じる経費の配分の変更

（事業費から人件費へなど費目間の経費の流用をいう。）及び内容の変更（箇所，規模，構造等

の変更をいう。）について，必要がある場合，知事の承認を受けるべき交付条件を付する

ものと定められている（ただし，知事が定める軽微な変更は除く。）。 

   この知事の承認を受ける必要がある状況となっていても，変更申請・承認の手続を行

っていないものや，承認を受けるべき交付条件（変更基準）について，要綱等において

明確にされていないものが見受けられた。 

   また，規則第 22 条に，補助事業等により取得した財産を処分する場合などには，知事

が定める期間を経過した場合を除き，知事の承認を受ける必要があると定められている

が，補助事業により高額の財産を取得することが想定されるにもかかわらず，取得財産

の処分の制限に係る規定が設けられていないものが見受けられた。 

 

  ⑴ 変更申請に係る規定状況 

    変更申請が必要な場合に知事の承認を受ける基準を定めている要綱等の規定状況を

見ると，次表のとおり，経費の配分に関して一定の額の基準を設けているものが 45 補

助金（当該条件を附しているものの 80.4％），内容に関して数量等による一定の基準

を設けているものが 36 補助金（同 40.0％）となっており，残りの補助金については基

準等が明確に規定されていない。 

区   分 規 定 例 補助金数

経費配分関係 
補助事業に要する経費の配分の変更をする場合

には･･･ 
56 

一定の基準あり 

・事業費の 20％以下の増減を除く 

・それぞれの種目の配分額のいずれか低い額の

10％以内の変更を除く 

・経費の配分につき 20％を超える変更をする場

合には･･･ 

45 

基準が曖昧 軽微な変更を除く 5 

（
軽
微
な
範
囲
） 

特になし ― 6 

事業内容関係 事業の内容の変更をする場合には･･･ 90 

一定の基準あり 

・事業量の 30％以内の増減を除く 

・総事業費の 20％以内の額の変更を伴う計画内

容の変更を除く 

・年度内における実施期間の変更を除く 

36 

・軽微な変更を除く 

・事業の内容を著しく変更する場合には･･･ 

・事業目的に変更を生じない軽微な変更を除く 

5 

基準が曖昧 

・補助目的に変更をもたらすものではなく，か

つ，補助事業者の自由な創意により，より効

率的な補助目的達成に資するものと考えられ

る場合を除く 

・補助目的及び事業能率に影響が少ない事業計

画の細部の変更である場合を除く 

20 

（
軽
微
な
範
囲
） 

特になし ― 29 

該当条件なし （事後申請，利子補給など） 19 
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   ※ 農林水産局では，局全体の補助金について広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱を

定めているが，当該要綱には変更に関する規定がなく，交付決定通知において，通常，次のよ

うに定められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑵ 監査結果 

   ア 変更手続関係 

   （ア）変更手続が行われていなかったもの  指摘事項 

      次のものは，要綱で定められた変更基準に該当する変更が行われていたが，変

更手続（申請・承認）が行われていなかった。 

所管部局名 補 助 金 名 内        容 

健康福祉局
産科医緊急確保

促進事業 

要綱第8条で定める「総支出計画費の20％を超え

る変更を要する場合」に該当（ 大81.8％減） 

教育委員会
魅力ある運動部

活動づくり事業 

要綱第 4 条で定める「経費の 20％を超える変更

を要する場合」に該当（21.8％増） 

 

   （イ）変更手続を行う基準が明確でなかったもの  意 見 

      次のものは，交付決定の内容からみて，経費の配分や事業内容の変更が生じて

いると認められるが，要綱等で変更手続が必要な基準が定められておらず，変更

手続が行われていなかった。 

所管部局名 補 助 金 名 内        容 

集落法人経営強

化支援事業 

事業内容に変更を生じたため，「集落法人経営強

化支援計画」の変更承認は行われていたが，補助

事業そのものの変更手続は行われていなかった。

数量調整円滑化

推進事業 

事業内容（事業区分・経費の使途など）が変更さ

れているものや，事業費総額が大幅に変更（約

70％の減額）しているものがあった。 

農林水産局

広島かき販売対

策事業 

事業区分間で経費が大幅に変更（変更割合：減は

約 70％，増は 348％）していた。 

 

２ 交付の対象事業，内容など 

 ⑴ この補助金の交付の対象となる事業は，○○事業で，その内容は，平成○年○月○

日付けの申請書に記載のとおりとする。 

 ⑵ 事業に必要な経費の額及び補助金の額は，次のとおりである。ただし，事業の内容

が変更された場合で，事業に必要な経費の額又は補助金の額を変更するときは，別に

指令する。 

    事業費必要な経費の額   金 ○○○○○円 

    補助金の額        金 ○○○○○円 
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   （ウ）弾力的な執行を認めているもの  付 記 

      次のものは，補助事業者における弾力的な執行を可能としているため，交付決

定額の範囲内で事業内容（実施箇所，延長距離数など）に変更が生じる場合にお

いても，変更手続を行うこととされていない。 

所管部局名 補 助 金 名 状        況 

県単独林道整備

事業 

整備箇所の状況に応じた対応が必要なため，整備

区間の延長や整備方法が，交付決定したものと実

績とで異なる場合が多い。 

農林水産局 

森林病害虫駆除

事業 

事業実施箇所の状況に応じた対応が必要なため，

実施箇所が，交付決定したものと実績とで異なる

ことが多い（要綱上の変更基準は，経費配分及び

事業量に係るもの。申請書に予定箇所を記載）。

※ 入札で生じた交付額に対する残額は，県に報告した上で，追加の整備等を行うことに

より，交付決定額の範囲内で全額執行する仕組みとなっている。 

 

  イ 取得財産の処分制限に関するもの  意 見 

    次のものは，高額な機器等を購入する可能性があるにもかかわらず，補助金による

取得財産の処分制限に係る規定等が設けられていない。 

所管部局名 補 助 金 名 内       容 

歯科衛生士養成

事業補助金 

教育機器等が購入されているが，取得財産の処分

制限に係る規定が設けられていない。 

健康福祉局
公衆浴場設備改

善補助金 

間接補助者である市町に対し要綱の準則を示して

いるが，取得財産の処分制限に係る規定が設けら

れていない。 
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  ⑶ 監査委員意見 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ① 変更手続関係  

    事業の実施において，当初計画していた経費の配分や事業内容に現実に即した修正

を加えながら推進されることが往々にしてあるため，多くの補助金において，交付決

定した経費の配分や事業の内容に一定の変更が生じる場合，知事の承認を義務付け，

変更を許容する取扱いとしている。 

    しかしながら，その変更に関してあらかじめ承認を要する条件（基準）が明確にな

っていないものが見受けられた。 

    一定の条件を設定する場合には，その定義を要綱等に明記する必要がある（Ｐ45 参

照）。 

   （事業の内容の変更関係） 

特に，事業の内容の変更に関する条件については，数量的な基準を示すことになじま

ないものもあるため，各補助金に応じて変更手続の対象となる内容を定義する必要が

ある。 

   （経費の配分の変更関係） 

経費の配分の変更に関する条件についても，「経費の配分の変更」を，経費区分間の

構成割合の変動と捉えるものや，経費の区分ごとの額の増減割合の変動と捉えるもの

など，運用上の差異が見受けられた。 

各補助金における「経費の配分の変更」の定義について，明確に定める必要がある。 

   （変更に係る規定がないもの） 

    変更に関する条件が設けられていないため，交付決定に係る基本的事項に変更が生

じていても対応が行われていないものがある。 

    しかしながら，こうした取扱いは，交付決定時に意図したものと異なる結果が生じ

る可能性もあるため，交付決定に係る基本的事項の変更について，一定の条件を設け

る必要がある。 

 

 

 

 

ポイント！ 

① 変更に係る条件（基準）を設定する場合，その定義を明確にしているか。 

・事業の内容の変更の場合～数量的な基準になじまないものについては，内容を

定義しているか 

・経費の配分の変更の場合～配分の定義が明確になっているか 

・弾力的な執行を認める場合～一定の基準を設けて執行を承認する仕組みづくり

について検討できないか 

② 財産取得を想定している場合は，取得財産の処分制限に係る規定や具体的な管

理方法を定め，補助事業者へ周知徹底をしているか。 
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   （弾力的な執行を認めるもの） 

    弾力的な執行を認める補助金の場合，国における類似の補助金でも同様の取扱いが

行われており，また，現場の状況に応じた臨機応変な執行を認めざるを得ないことに

ついては一定程度理解できるものの，交付決定に係る基本的事項に大幅な変更が生じ

ているものがある。 

    事業の執行状況を把握するためにも，この基本的事項に一定の変更が生じる場合に

は，何らかの基準を設けて執行を承認する仕組みづくりについて検討していただきた

い。 

 

 

   ② 取得財産の処分制限関係  

    補助対象範囲に高額の財産取得を認めるものがある場合には，要綱等に取得財産の

処分制限に係る規定を設ける必要がある。 

    また，当該財産は公金を投入して取得されたものであることから，事業終了後に補

助事業者の判断で処分されることがないよう，管理台帳の整備，購入物品へのシ－ル

貼付など財産管理の具体的な方法を要綱等に明記し，補助事業者に対し周知を図る必

要がある（Ｐ46 参照）。 
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４－１ 実績確認に関するもの（確認方法） 

   事業完了後，提出された実績報告書を基に，交付決定した内容で適正に事業執行され

ているかなど，その実績を書類審査や現地調査などにより確認し，交付額を確定するこ

ととなるが，実績確認に当たり改善を要するものが見受けられた。 

 

  ⑴ 検査方法等の状況 

   ア 検査方法について 

書類審査を実施しているものは 78 補助金（75.7％），現地調査を実施しているも

のは 25 補助金（24.3％），年度をまたがるスキームのため審査等を行っていないも

のが 1補助金となっている。 

また，現地調査を実施しない理由については，確認に必要な関係書類をすべて提

出させているためとしているものが 33 補助金（書類審査実施 78 補助金の 42.3％）

で， も多い。 

［監査上の定義］ 

書類審査：実績報告書等提出された書類によって確認を行うこと。なお，必要に応じ

て，電話等によりヒアリング等を行う。 

現地調査：県が直接，補助事業者の事務所や整備施設等の現場を訪問し，関係書類や施

設などの確認を行うこと 

   イ 検査内容について 

     書類審査の場合，補助事業者から提出された実績報告書によっているものが 50 補

助金（書類審査実施 78 補助金の 64.1％）となっている。 

また，現地調査の場合は，事業内容や事業成果の確認のみならず，領収書等の支出

証拠書類等の照合など経理面の審査・調査（以下「経理審査」という。）も行われ

ており，併せて補助金で整備した施設や購入物品などの現物確認を実施しているも

のも 4補助金となっている。 

区  分 検 査 方 法 補助金数 

実績報告書による 50 

実績報告書＋経理審査 28 

対象団体数が多い 2 

日程確保が困難 9 

県が事務局を担当 7 

市町等が検査を実施 7 

関係書類をすべて受領 33 

他の場面等で確認 14 

市町・公的団体が対象 5 

書類審査 （現地調査

を実施しな

い理由） 

遠隔地（海外） 1 

実績報告書＋ヒアリング＋経理審査 19 

実績報告書＋現物確認 2 現地調査 
実績報告書＋ヒアリング＋経理審査

＋現物確認 
4 

未実施（複数年のスキームのため） 1 

※ 交付実績がないもの及び利子補給を除く計 103 補助金の状況（書類審査及び

現地調査の両方を行うものがあるため，計 104） 

78 

25 
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   ウ 経理審査における確認書類について 

     実績報告書には，おおむね，実施した事業の概要（事業実績報告）及び収支決算

を添付し提出することとなっているが，イのとおり，これらに加え，額の確定検査

において支出証拠書類を確認しているものがある。 

     経理審査で確認を行っている支出証拠書類等の種類については，次のとおりであ

る。 

 

［経理審査における確認書類別補助金数（複数回答）］ 

15

42

15

13

13

33

35

25

15

32

6

20

8

7

4

18

2

2

18

9

17

12

8

35

1

3

0 10 20 30 40 50

その他

市町等の検査調書

決算書

完成写真

領収書

請求書

納品書

発注書

契約書

伝票

預金通帳

出納簿

元帳

確認するもの

うち写し等を提出させるもの

 

 

   エ 実績確認において明確な検査基準を定めていたもの 

     次のものは，チェックシ－トや点検表などで明確な基準を作成し，これに基づく

検査が実施されていた。 

所管部局名 補  助  金  名 主 な 確 認 項 目 

地域中小企業支援センタ

ー事業 

支出関係書類の保管状況，経理状況，備

品の管理状況，変更申請手続・報告書等

の整理状況等 
商工労働局 

ひろしま産業創生補助金

（ベンチャー枠） 

支払関係書類の保管状況，関係帳簿等の

記帳状況，補助対象物件の取得状況（現

物確認含む），経費別の使途等 

 

※ その他～支出伺い，入札書，旅行命令簿・復命書，搭乗券の半券，支払証明書，出勤簿など 
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  ⑵ 監査結果 

   ア 実績確認が十分でなかったもの  意 見 

     次のものは，提出された実績報告書に基づいて実績を確認し補助額を確定してい

るが，実績額として報告された額を裏付ける支出証拠書類が提出されていない，あ

るいは，支出証拠書類の一部は提出されているが，それだけでは確認ができないな

ど，実績確認が十分に行われているとは言えない状況となっていた。 

所管部局名 補 助 金 名 確認された提出物 

危機管理監 消防協会事業費補助金 
事業実績報告書，収支決算書，中科目元帳 
※中科目元帳では購入数量等の確認ができない。 

平和貢献連携促進事業 事業実績書，収支精算書 

ふるさと交流推進事業 実績調書，収支精算書，精算書内訳 

企画振興局 

過疎地域交通システ

ム構築支援事業 

事業実施場所及び運行路線を示す地図，経費

内訳書，事業実施結果，運行委託契約書の写

し，市町の負担額を証する書類 
※収支欠損額に対する補助であるが，収入が確認

できる資料が提出されていない。 

幼児教育力向上支援

事業 

事業実績書 
※研究業務の委託契約書が添付されているが，そ

の他の証拠書類は確認・提出されていない。 
環境県民局 

産業廃棄物処理業者

情報公開支援事業 

事業実績書，事業計画精算調書，補助金収支

精算調書，財源精算調書，歳入歳出決算書抄

本，その他参考資料（内訳書等） 

民生委員児童委員研

修等事業費補助金 

事業実績書，精算書，支出済額内訳書，収支

決算書（抄本） 

看護師等養成所運営

費補助金 

精算書，支出額算出内訳，給与費・講師謝金

支給明細書（一覧），実績報告書，収入支出

決算書 ※確認に必要な内訳が記載されていない

ものもある。 

助産師緊急確保対策

事業 

精算書，実績報告書，歳入歳出決算書（抄

本）※本務者に係る辞令等はあるが，代替職員の

ものはない。 

院内保育所運営費補

助金 

精算書，事業実績報告書，給与費明細書（一

覧），歳入歳出決算書（抄本） 

心身障害者等歯科診

療確保事業 

精算書，事業実績報告書，実績額明細書，従

事者実績表（年間分のみ），歳入歳出決算書

（抄本） 

助産師外来支援モデ

ル事業 

精算額調書，事業実績書，支出済額内訳書，

歳入歳出決算書（抄本）※研修会概要，パンフ

配布先一覧等は添付されているが，支出証拠書類

がない。 

歯科衛生士養成事業

補助金 
実績額調書，実績報告書，収支決算書 

介護保険サービス苦

情処理体制推進事業 

精算書，実施状況報告書，事業実績報告書，

歳入歳出決算書 

特別へき地巡回診療

船運営補助金 

精算調書，収入額実績調書，歳入歳出未清算

内訳書，事業実績調書 

健康福祉局 

圏域地域保健対策事

業 

事業実績書，精算書，歳入歳出決算書（抄

本）※決算書の記載レベルにも差がある。 
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所管部局名 補 助 金 名 確認された提出物 

広島県臓器移植連絡調

整者設置事業補助金 

精算書，実績報告書，実績額明細書，歳入歳

出決算書（抄本） 

地域がん登録システ

ム推進事業 

事業報告書，歳入歳出決算書（抄本），対象

経費等内訳 

社会福祉施設経営指

導員設置事業 

精算書，事業実績報告書，支出済額内訳書，

収支決算書 

広島県児童養護施設入所

児童学習指導促進事業 

精算内訳書，事業報告書，収支決算書（抄

本） 

広島県医療費適正化

対策推進事業補助金 
経費内訳書，歳入歳出決算書 
※人件費や機械費の単価の設定方法も不明確。 

精神障害者社会適応

訓練委託事業交付金 

実績報告書，帰結状況調，歳入歳出決算書

（抄本），協力事業所との契約書の写し 

地域保健活動育成費 事業実績者，決算書，演題集等 

生活衛生営業振興支

援事業 

精算書，事業所要額清算書内訳，事業実績

書，事業費内訳書 ※元帳が提出されている

が，数量等の確認ができない。 

歯科衛生士活用推進

事業補助金 
事業実績書，歳入歳出決算書 

健康福祉局 

ふれあい基金造成事

業補助金 

歳入歳出決算書，収支計算書，収支決算内訳

表 ※内訳表では補助金以外によるものが含まれ

るため，補助金分の確認ができない。 

高年齢者就業支援事業 収支計算書，事業報告書 

中小企業連携組織対

策事業 

決算書（案），研修参加者の修了証書 
※会議については，回数のみ記載されている。 

貿易振興事業 収支決算書（負担内訳含む） 

国際ビジネス推進事

業 

実績報告書，事務所賃借料の支払を証する書

類，常用労働者の居住地が分かる書類 
※居住地を運転免許証で確認しているが，常用労

働者であることは確認できない。 

商工労働局 

ひろしま観光立県推

進事業 
事業実施状況，収支決算書 

広島かき販売対策事

業 

事業実績書，収支決算書，活動報告書 
※活動報告書の一部が欠落しており，実績確認で

きないところがあった。 農林水産局 
土地改良負担金総合

償還対策事業 
平準化事業：事業実績書，償還計画書 

土 木 局 
広島西飛行場維持修

繕費 

実績報告書，収支決算書，月別の勤務日程表 
※契約書は申請書に添付されているが，支払額の

証拠書類がない。 

芸術文化活動振興事

業 
事業報告書，収支決算書，決算書内訳 
※各部門によって記載方法に違いもある。 

競技スポーツ振興対

策事業（全国大会等） 

事業報告書，収支決算書，実績額学校別内

訳，成績記録 
教育委員会 

スポーツイベント助

成事業 
事業報告書，決算書 

警察本部 
広島県防犯連合会補

助金 
事業実績報告書，収支決算書 
※実績報告には内訳の記載もない。 

※ 概算払精算書は除く。 
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   イ 提出すべき書類の提出を受けていないもの  指摘事項 

     次のものは，要綱等により，実績報告書に併せて提出を義務付けている書類の提

出を受けていなかった。 

所管部局名 補 助 金 名 内    容 

農林水産局 

園芸産地構造改革推

進事業（集落法人畜

産導入） 

50 万円以上の機械・器具が購入されていた

が，取得財産調書が提出されていなかった。

＜北部畜産事務所＞ 

土 木 局 
広島県新分野進出等

支援補助金 

仕入控除税額確定時の報告を受けていなかっ

た。 

教育委員会 
競技スポーツ振興対

策事業（全国大会等） 
派遣者名簿の提出を受けていなかった。 

 

   ウ その他  意 見 

     次のものは，要綱等で規定されていることとは異なった運用が行われていた。 

所管部局名 補 助 金 名 内    容 

企画振興局 
イノシシ３万頭駆除

事業 

要綱では，年度中途で事業遂行状況を報告す

ることとなっているが，補助制度創設当初か

ら報告させていない（変更協議で事業遂行状

況が把握できるため）。 

教育委員会 
不登校対策重点校支

援事業 

要綱では，年度中途（提出期限なし）で状況

報告を提出することとなっているが，事業期

間が下半期のみであったため提出させていな

かった。 
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  ⑶ 補助事業者の事務処理の状況 

    補助事業者に対して，⑵アに掲げる実績確認が十分でなかったと思われる補助金の

うち，12 補助金について，交付確定額が適正かどうかを監査した結果，10 補助金につ

いて，次のような不適切な状況が見受けられた。 

    補助額に影響はないと思われるが，これらの状況については，書類審査だけでは把

握できない内容であったため，提出物の補充や必要に応じた現地調査の実施など，実

績確認の方法について改善する必要があると思われる。 

所管部局名 補 助 金 名 内          容 

危機管理監 
消防協会事業費補助

金 

報償費として計上すべきものが旅費として計上

されていた。 

企画振興局 
ふるさと交流推進事

業 

・補助事業者自身が支出した額でなく，補助事

業者が委託した先の受託者が支出していた額

を事業実績額として計上されていた。 

・人件費の算出において，実績報告書に記載さ

れていた人数と，補助金により人件費を支給

したとされる人数とが異なっていたが，どの

範囲までを補助対象の範囲として捉えるかの

取扱いが明確でなかった。 

・明確な計上ル－ルがないまま，情報誌の発行

経費の実績額と異なった額（減額）が計上さ

れていた。 

環境県民局 
産業廃棄物処理業者

情報公開支援事業 

・旅費額の算出を誤っているものがあった。 

・補助事業者が行う助成事業について， 

①助成額の算定において，端数処理を誤って

いるものがあった。 

②組合加盟企業を取りまとめて申し込んだ場

合の取扱いが明確でなかった。 

③申請期限を2月末としているが，周知が徹底

されていなかった（3月に1件申請があった

が，助成していない。）。 

・報償費として計上すべきものが使用料及び賃

借料に，需用費として計上すべきものが報償

費として計上されていた。 

・団体の決算において，補助対象事業に係る収

入の計上に誤りがあり，また，計上科目に誤

りがあった。 

介護保険サービス苦

情処理体制推進事業

決算（見込）額と異なる額を実績額（予算に合

わせて減額した額）として報告していた。 

広島県医療費適正化

対策推進事業補助金

明確なルールがないまま，システム管理経費と

して人件費の一定割合が実績額として計上され

ていた。 

健康福祉局 

生活衛生営業振興支

援事業 

・補助事業者が行う助成事業について，助成対

象経費（助成を受ける側の経費）を総事業費と

して計上するとともに，助成対象経費と助成

額との差額を寄附金その他収入としていた。 

・明確な計上ルールがないまま，消耗品費（コ

ピー料）の実績額と異なった額（減額）が計

上されていた。 
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所管部局名 補 助 金 名 内          容 

高年齢者就業支援事

業 

・事業費の中に人件費が混在して計上されてい

た。 

・明確な計上ル－ルがないまま，光熱水費，賃

料の実績額と異なった額（減額）が計上され

ていた。 

商工労働局 

中小企業連携組織対

策事業 

・明確な計上ル－ルがないまま，賃借料の実績

額と異なった額（減額）が計上されていた。 

また，通信運搬費，消耗品費については予算

額の一定割合が実績額として計上されてい

た。 

・交通通信費として計上すべきものが，会議・

資料代として計上されていた。 

・事業区分によっては補助対象経費として定め

られていない消耗品費が計上されていた。 

集落法人経営強化支

援事業 

事業費の積上げに計上漏れがあったため，事業

実績額が誤っていた。（Ｐ16 の再掲） 
農林水産局 

土地改良負担金総合

償還対策事業 
（問題なし） 

教育委員会 
競技スポーツ振興対策

事業（全国・ブロック

大会派遣費補助金） 
（問題なし） 

警 察 本 部 
広島県防犯連合会補

助金 

特定の事業を補助対象事業として計上している

が，その他の事業においても補助対象事業に該

当するものがあった。 

※ 上記のうち，農林水産局の「集落法人経営強化支援事業」以外は，実績確認に当たって，

現地調査は行われていない。 
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  ⑷ 監査委員意見 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    補助金の額の確定検査について，規則第 13 条に「当該事業報告書等の書類の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により，その報告に係る補助事業等の成果が補助金等

の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し」

と定められているが，その具体的な方法については定められておらず，補助金ごとに，

あるいは各検査職員（担当者）に任されているのが実態である。 

    補助事業の内容や事業量，また，執行体制も異なるため，一律にその方法を示すこ

とは困難であるが，次のような観点で，現在行われている検査方法を見直し，客観性

が担保されるよう充実を図っていただきたい。 

    そのような取組が，不適切な支出を「発生させない，できない」仕組みづくりに繋

がると思われる。 

 

   （経理審査の実施） 

    補助事業者が，市町や継続的に補助金を交付されている団体の場合，事業の実績確

認が簡素化される傾向が見受けられ，また，提出された実績報告書に記載された収支

などの数値を正しいものとして計数確認のみを行っているものが見受けられた。 

    一方で，実績報告書に記載されたすべての内容について，書類審査に加え，現地で

詳細に証拠書類等と照合し，十分な確認を行っているものもあった。 

    特に，経費の確認において，実績報告書に記載された収支などの数値そのものの正

確性については，実績報告書だけでは客観的な確証が得られないことから，事業量や

事業費の多寡に応じて，確認する項目や期間を絞り込むなどの工夫を行い，出納簿，

領収書等との照合など一定の経理審査を実施する必要がある。 

   （現地調査の必要性） 

    ⑶のとおり，12 補助金について，補助事業者に対する実地監査を行った結果，基本

的な誤りや基準が明確でないまま補助額が算出されている事例が散見されたところで

ある（うち 11 補助金については，書類審査のみで実績確認が行われていた。）。 

    書類審査に併せて現地調査を実施することにより，実績確認の精度が高まるととも

に，補助の目的がどのように実現されたかについて実感できるという効果もある。 

    これらのことから，提出物の確認のみの書類審査に頼らず，可能な限り現地調査を

実施していただきたい。 

 

ポイント！ 

① 経理審査の実施や現地調査の実施等，必要に応じて，十分な検査を行ってい

るか。 

② 検査に当たっての一定の基準があるか。 

③ 最終的な決算額と県への報告額とを確認しているか。 
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   （検査基準の制定等） 

    ⑴エのとおり，検査に当たっての基準を明確に定めているものは，2 補助金に留まっ

ており，ほとんどの補助金においては，何を，どのように，どの程度まで確認するの

かという基準を設けることなく検査を実施している。 

    今回の監査で，書面審査又は現地調査という検査方法の違いにかかわらず，補助額

や実績額の算定において少なからず誤りが判明したことは，補助対象経費の規定等に

明確でない部分があったことに加え，実績確認において明確な検査基準が設けられて

いなかったことにも起因すると思われる。 

    このため，事前に検査ポイントの打合せを行うことや，チェックシ－トを作成する

ことなど，組織内の誰が検査を実施しても一定の検査水準が確保できる仕組みづくり

を行う必要がある（Ｐ51 参照）。 

    また，その検査結果の具体的な内容について，書面として残しておく必要がある。 

    なお，市町等が作成する検査調書により県が実績確認を行っているものがある（15

補助金）が，提出された検査調書において，検査内容が具体的に明記されているもの

もあれば，単に「適」とのみ記載され，検査内容が明確にされていないものも見受け

られた。県以外の者の検査をもって確認を行うこととする場合には，県が直接検査す

る場合と同等の検査水準が担保される必要がある。 

    補助事業を実施した当該年度に補助金を交付するためには，事業の履行状況につい

て，実績報告書が提出されているか否かにかかわらず，地方自治法施行令の規定に基

づく確認を当該年度の 3 月 31 日までに行うこととされている。 

    しかしながら，作成された履行確認書の大半が，補助事業者の名称や事業総額，交

付額の見込額程度の記載となっており，交付決定した内容がどのように履行されたか

について具体的な記載がないため，十分な履行確認が行われているかについて確認す

ることが困難であった。 

    実務上，履行確認期限と実績報告書の提出期限とが日程的に近接していることから，

実績報告書に基づく確認に重点が置かれ，履行確認行為が支出年度を担保する形式的

なものとなっている可能性もあるが， 低限確認すべき事項は何か，それをどのよう

に確認するのかなど，履行確認のための基準づくりについて検討していただきたい

（Ｐ50 参照）。 

   （その他） 

    補助事業者によっては，県の出納閉鎖日以降に開催される団体の総会等で決算の承

認が行われるため，県への実績報告書は承認前の決算案の段階で提出されることとな

る。その場合は，正式に承認された決算額と県への報告額とに違いがないかを総会資

料などで確認し，一連の事務を完結するようにしていただきたい。 
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 ４－２ 実績確認に関するもの（検査体制） 

   履行確認や額の確定検査に当たって，あらかじめ検査職員を定めて実施する必要があ

るが，その定め方に誤ったものや改善が必要なものが見受けられた。 

 

  ⑴ 検査体制の状況 

    額の確定検査に要する人役については，次表のとおり，事業の内容や交付先の数に

よる違いがある。 

    検査職員の人数については，１人で行っているものが 75 補助金（73.5％）と も多

く，また，検査期間については，１日で終了するものが 75 補助金と も多い。 

検査職員 検査期間 

人数 補助金数 日数 補助金数 

１人 75 １日 75 

２人 23 ２～５日 15 

３人 3 ６～10 日 3 

４人 1 11 日～１か月 9 

        ※ 交付実績がないもの，未実施のもの及び利子補給を除く計 102 補助金の状況 

 

  ⑵ 監査結果 

   ア 検査職員に関するもの 

   （ア）検査職員の指定に問題があったもの  指摘事項 

所管部局名 補 助 金 名 状    況 ［事業所名］ 

環境県民局 
浄化槽市町村整備推進事

業債償還補助金 
検査職員が指定されていなかった。 

園芸産地構造改革推進事

業（集落法人畜産導入）

検査職員が指定されていなかった。 

［北部畜産事務所］ 

数量調整円滑化推進事業

職員の異動による検査職員の指定替が行

われていなかった。 

［西部農林水産事務所東広島農林事業所］ 

広島牛放牧推進モデル事

業 

検査職員が指定されておらず，額の確定

における検査調書が作成されていなかっ

た。［西部畜産事務所］ 

農林水産局 

漁場基盤改良事業 
検査調書作成後に，検査職員の指定が行

われていた。［東部農林水産事務所］ 

 

   （イ）検査職員の指定時期が明確でなかったもの  意 見 

      農林水産局の一部の地方機関において，検査職員の指定は，補助事業者から提

出された実績報告書の余白を利用し，簡易決裁により行われていた。 

      しかしながら，この決裁欄に指定（決裁）年月日の記載がないため，いつ指定

されたかが明確になっていないものがあった。 
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機 関 名 補 助 金 名 

東部農林水産事務所 

○園芸産地構造改革推進事業（集落法人人材確保システム構築） 

○生産・流通・加工業連携販路開拓事業 

○県単独林道整備事業 

○森林病害虫駆除事業 

北部農林水産事務所 

○ハ－トフル農園支援事業 

○県単独林道整備事業 

○森林病害虫駆除事業 

      ※ いずれも本所 

    

（ウ）事務担当者と検査職員とが同一者であったもの  意 見  

      農林水産局においては，「市町及び農林漁業団体等が行う団体営事業の検査事

務取扱要領」第５条により，補助金等確定検査の検査員区分を，額に応じて充て

職により定めている（例：○○千円の場合，主任の職にある職員）。 

      農林水産局の一部の地方機関において，当該規定には反していないものの，検

査職員が交付事務担当者と同一の職員となっていたものがあった。 

機 関 名 補 助 金 名 ［事業所名］ 

西部農林水産事務所 

○数量調整円滑化推進事業 

［呉農林事業所，東広島農林事業所］ 

○水産物流通改善事業［呉農林事業所］ 

○森林病害虫駆除事業 

東部農林水産事務所 

○園芸産地構造改革推進事業（集落法人人材確保システム構築）

［本所，尾道農林事業所］ 

○数量調整円滑化推進事業 

○生産・流通・加工業連携販路開拓事業 

○漁場基盤改良事業 

○水産物流通改善事業 

○森林病害虫駆除事業 

北部農林水産事務所 ○森林病害虫駆除事業 

西部畜産事務所 ○園芸産地構造改革推進事業（集落法人畜産導入） 

      ※ 事業所名を記載していないものは，本所 

 

   イ 実績報告書の提出から額の確定までに時間を要していたもの  意 見 

     補助金の額の確定については，規則第 13 条に定めがあるものの，調査に要する具

体的な期間については特に規定されておらず，個別の要綱等においても規定されて

いない。 

     しかしながら，⑴の検査体制の状況における検査期間を見ても１か月を超えるも

のはないにもかかわらず，次のものは，特段の理由もなく，報告書の提出から額の

確定までに相当期間を要していた。 

所管部局名 補 助 金 名 
実績報告書

提出日 
額の確定日 要した期間

危機管理監 消防協会事業費補助金 Ｈ22.4.2 Ｈ22.5.31 約 2 か月

企画振興局 離島交通対策事業 Ｈ21.5.29 Ｈ21.9.17 約 4 か月
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⑶ 監査委員意見 

 

   

 

 

 

 

 

 

   （検査職員の指定） 

    検査は，検査職員の指定を経てから行うものであることから，交付決定に併せて指

定するなど，履行確認や額の確定検査の前に，指定時期を明確にして行う必要がある。 

    また，実績報告書が提出される時期によっては，補助事業を実施した年度の翌年度

の４月から５月までの間に検査を行う場合があるが，あらかじめ指定した検査職員が

異動となる場合は，検査職員の指定替を行う必要がある。 

    これら検査職員の指定に当たっては，検査におけるけん制機能を発揮するため，交

付事務担当者と異なる者を検査職員としていただきたい。 

 

   （事務処理期間） 

    額の確定に要する県の事務処理期間については，交付決定の場合と同様に，規則や

要綱等では特に明記されていない。 

    しかしながら，特に精算払により補助金を支出する場合には，確定時期が遅延すれ

ば，補助事業者への補助金の交付が遅延することとなるため，適切な期間で検査を行

う必要がある。 

 

［補助金の支出方法］ 

 

７～11回

１回

精算払, 58

12回

精算払又は概算払, 9

２回

３～５回

６回

概算払, 34

その他, 2

 
※ 交付実績のないもの及び利子補給を除く計 103 補助金の状況 

 

  

7

12

支払回数 

ポイント！ 

① いつ，誰を検査職員としたかが明確か（指定職員の異動に注意）。 

② 組織内部でけん制機能が働く指定になっているか。 

③ 適切な期間で額の確定に係る検査を行っているか。 

利子補給等

を除く計 103

1

4 

5

5
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 ５ 効果測定に関するもの 

   補助金の交付による効果を数値化された指標で測定し，その結果を公表しているもの

がある一方で，多くは，指標の設定が困難であることなどを理由に，指標による効果測

定が行われていない状況が見受けられた。 

 

  ⑴ 効果測定指標の設定等の状況 

    数値化された指標を設定している補助金は 17 補助金（15.9％）に留まっており，他

の 90 補助金（84.1％）については，効果測定が「できない」又は「困難である」とし

て数値化指標を設定していない（利子補給を除く計 107 補助金の状況）。 

    また，効果測定を実施していない理由として，普及啓発を目的とするものなど補助

効果の数値化が困難であること，補助目的の達成については，補助事業だけでなく，

より幅広く総合的な観点から測定する必要があることなどが掲げられている。 

［効果測定を実施していない理由として掲げられたもの］ 

区  分 主  な  理  由 

効果測定が 

できないと 

されたもの 

・市町が施設整備を行う前提として創設した制度で，義務的なもの

であるため 

・組織運営等を円滑に実施するための人件費支援であるため 

・大会開催経費の支援であるため             など 

効果測定が 

困難と 

されたもの 

・普及啓発を補助対象としており，指標等の設定になじまないため 

・経済状況など他の要因も関係しており，補助金だけによる効果の

測定が困難であるため 

・調査研究に対する支援であるが，将来的な状況等を含めて判断す

る必要があるため                   など 

 

    また，17 補助金の具体的な指標は，次のとおりであるが，設定された指標をみると，

補助目的全体を表すものや補助事業者の事業実施レベルまで様々である。 

 ［効果測定指標設定補助金］ 

所管部局名 補  助  金  名 具体的指標 公表方法 

企画振興局 イノシシ３万頭駆除事業 
イノシシの捕獲頭数（平

成 20 及び 21 年度） 

常任委員会へ

資料提出 

環境県民局 
浄化槽市町村整備推進事業

債償還補助金 

浄化槽処理人口，汚水処

理率 
― 

健康福祉局 助産師緊急確保対策事業 
育成する助産師の人数

（３年間） 
― 

地域中小企業支援センター

事業 

地域中小企業支援センタ

ーの支援による創業実績

（年度ごと） 

施策点検の指標

など 

各種資料で活用

ひろしま産業創生補助金

（ベンチャー枠） 

補助事業で開発した商品

等の商品化実績及び市場

化状況（５年間） 

施策点検の指標

など 

各種資料で活用

商工労働局 

研究開発型ベンチャー企業

誘致事業 
入居企業数 ― 
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［効果測定指標設定補助金（前頁からの続き）］ 

所管部局名 補  助  金  名 具体的指標 公表方法 

ひろしまフードフェスティ

バル開催事業 

来場客数，出展団体数，

来場者アンケート 

実行委員会会

員に実績報告

書を送付 

農林水産物トレーサビリテ

ィシステムモデル支援事業

導入機器等利用状況（５

年間） 
― 

食育推進事業 
県産品常設売場「ひろし

ま菜`s」の設置店舗数 

常任委員会へ

資料提出 

園芸産地構造改革推進事業

（集落法人人材確保システ

ム構築） 

計画策定地域の販売額 ― 

園芸産地構造改革推進事業

（集落法人畜産導入） 
計画策定地域の販売額 ― 

生産・流通・加工業連携販

路開拓事業 

・栽培面積（県域ネット

ワーク） 

・産地の販売額（地域ネ

ットワーク） 

― 

広島牛放牧推進モデル事業

・飼料費節減効果額，労

働時間節減効果額等

（舎飼との比較） 

・放牧馴致牛の作出効果 

ホームページ

農林水産局 

水産物流通改善事業 
漁業者手取り価格の向上

率 
― 

小中学校規模適正化支援事

業 

小規模校（５学級以下の

学校）の割合 

担当者会議に

て資料配付 

自主教育研究活動支援事業

・研究大会参加人数等

（教育研究会） 

・教材の作成等（教育研

究グループ） 

成果発表会・

ホームページ教育委員会 

不登校対策重点校支援事業
不登校児童生徒数の減少

率（前年度比） 
― 
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  ⑵ 監査結果  意 見 

    次のものは，補助効果を十分に意識し，数値化された指標等を設定している補助金

であるが，設定された指標の達成状況の確認などについて改善を要する状況となって

いる。 

所管部局名 補 助 金 名 状    況 

ハ－トフル農園支援

事業 

実施要領の運用で，補助金の交付条件として

「取得した生産機械・施設等の耐用年数期間以

上の障害者就労を行うこと」とされているが，

実施要領で求める達成状況の報告は，事業実施

年度を含める 5 年間と限定されているため，取

得した生産機械・施設等の耐用年数によって

は，交付条件の遂行の確認が不十分なものとな

っている。 

園芸産地構造改革推

進事業（集落法人人材

確保システム構築） 

実施要領で，改革計画の目標年度に達するまで

提出される達成状況報告書において，事業目標

である人材に関する報告欄が設けられていない

ため，その達成状況が確認できない状況となっ

ている。 

農林水産局 

水産物流通改善事業 

補助の前提として「水産物流通改善計画」を策

定し承認を受けることとしているが，補助事業

実施後に当該計画の達成状況を確認する仕組み

がないため，承認基準である「取組によって，

漁業者の手取り価格が 10％向上することが見込

まれること」の達成状況が確認できていない。 
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  ⑶ 監査委員意見 

 

 

    

 

 

 

    補助金は，公益上必要と認めた場合に交付されるものであるため，すべての補助金

は「補助金の交付により，どのような状況を目指すのか」という目的を有している。 

    補助金の交付により，その目的がどれだけ達成されたかという効果については，事

業の実施後すぐに現れるものもあれば，一定期間を必要とするもの，あるいは一定の

状態を維持することが効果であるというものなど，補助目的によって様々である。 

    今回対象とした補助金については，その効果を数値で測定し，評価を行っているも

のが少ないという結果となったが，効果があったのか否かについて判断できなければ，

当該補助金が，果たして公益上の必要性があるものなのか，また，必要性はあっても

現在の方法で行うべきなのか，何らかの改善が必要なのかなど，いわゆる「ＰＤＣＡ

サイクル（計画（Plan）－実施（Do）－評価（Check）－改善（Action））」が機能し

ないと思われる。 

    今年度実施された事業仕分けや事業成果の検証を受け，来年度以降，補助金のより

効果的・効率的な執行等が求められるともに，客観的な数値による指標に基づく具体

的な成果目標が重視されることとなる。 

    このことは，単に補助金の継続・廃止の目安ということに留まらず，県と補助事業

者とが事業の目的や目標を共有することによる，よりよい成果の達成も期待できるも

のである。 

    指標による効果測定を「できない」「困難である」としている補助金については，

直接的な基準の設定が困難な場合には，間接的あるいは側面的に評価できるものはな

いか，幅広い視点で検討し，何らかの基準を設定していただきたい。 

ポイント！ 

目指すべき目的に対して，どのような効果があったのかなどの評価基準を設定してい

るか。 
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 ６ 参考となる取組 

   着実に補助事業を推進し，目指すべき効果の発現に向けて，積極的な取組が行われて

いる事例があり，次のとおり，参考となる取組として紹介する。 

   すべての補助金に適用できるものではないが，こうした取組も参考にして，各補助金

について，改めてその制度の検証・検討を行い，活用できる取組については，その導入

に向けて検討していただきたい。 

  ⑴ 事業の実施途中で実施状況の把握を行っているもの 

   ア 書面による中間報告を義務付けているもの 

所管部局名 補  助  金  名 主な報告事項 

知的財産創造・活用総合支援

事業 

遂行状況，経費の支出状況 
※その他，特許情報活用支援アドバイザー

活動報告（週報）及び特許情報活用支援ア

ドバイザー活動報告書（月報）を毎月報告

させている。 

地域中小企業支援センター事

業  ★ 

進捗状況，窓口相談等の対応件数の実

績，補助金の受領状況 

ひろしま産業創生補助金（ベ

ンチャー枠）★ 
遂行状況，対象経費の発注・支払状況

広島県過疎地域小規模企業活

動支援モデル事業★ 
遂行状況，経費の支出状況・支出計画

中小企業連携組織対策事業 
遂行状況，補助金の受領状況，経費の

支出状況 

商店街振興組合指導事業 遂行状況，補助金の受領状況 

商工労働局 

広島県地場産業モノづくり力

支援事業 
遂行状況，補助金の受領状況 

土 木 局 広島県新分野進出等支援補助金 進捗状況（課題と解決策），支出状況

教育委員会 
魅力ある運動部活動づくり事

業 
進捗状況，支出状況 

     ※ ★は，併せて現地調査を実施しているもの 

       なお，「ひろしま産業創生補助金」については，県の試験研究機関が検査に同行する

など，他機関との連携を図っている。 

 

   イ ア以外の方法で，事業の進捗状況の把握を行っているもの 

所管部局名 補  助  金  名 主な把握事項 

企画振興局 ふるさと交流推進事業 利用状況等（企画運営会議への参画により）

健康福祉局 
魅力ある臨床研修プロ

グラム構築支援補助金
月別の資金計画（申請段階での提出により）

商工労働局 
研究開発型ベンチャ－

企業誘致事業 
入居企業からの活動状況（毎月報告を提出）

農林水産局 
広島牛放牧推進モデル

事業 

実施状況，放牧効果（事業がモデル実施され

ている場所での研修会の開催により） 



 41

  ⑵ 商工労働局における取組（補助後の状況把握） 

補 助 金 名 内容，提出資料 対象期間 提出期限 

技術研究の成果発表の実施 

補助事業の完了した

日の属する会計年度

の終了後 1年間 

個別設定 

企業化状況報告書 

（過去 1 年間に関する） 

補助事業の完了した

日の属する会計年度

の終了後 5年間 

産業財産権届出書 

（補助事業に基づく発明，

考案等に関する特許権，実

用新案権，意匠権） 

補助事業終了後の 5

年以内に出願・取

得・譲渡・実施権を

設定した場合 

毎会計年度 

終了後 15 日

以内 

ひろしま産業創

生補助金（ベン

チャ－枠） 

収益納付制度（補助金の全

部又は一部に相当する金額

の納付） 

補助事業の完了した

日の属する会計年度

の終了後 5年間 

「企業化状況

報告書」受理

後に個別設定 

補助事業成果及び企業化状

況報告書（過去 1 年間に関

する） 

会計年度終

了後 15 日以

内 

広島県過疎地域

小規模企業活動

支援モデル事業 
産業財産権等届出書 

補助事業の完了した

日の属する会計年度

の終了後 1年間 
期限なし 

企業化状況報告書 

（過去 1 年間に関する） 

毎会計年度 

終了後 10 日

以内 

産業財産権等届出書 

補助事業の完了した

日の属する会計年度

の終了後 5年間 
期限なし 

広島県地場産業

モノづくり力支

援事業 

収益納付制度 

補助事業の完了した

日の属する会計年度

の終了後 

（期間制限なし） 

期限なし 
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  ⑶ 農林水産局における取組（補助事業の申請の前に事業計画の策定・承認を義務付け） 

補 助 金 名 計  画  名 補助後の状況把握 

ハ－トフル農園支援事業 
ハ－トフル農園支援事業

計画 
達成状況を 5 年間報告 

集落法人経営強化支援事業 
集落法人経営強化支援計

画 
実施年度の実績を報告 

農林水産物トレ－サビリティシ

ステムモデル支援事業 

ﾄﾚ-ｻﾋﾞﾘﾃｨ導入支援事業

実施計画書 
達成状況を 5 年間報告 

園芸産地構造改革推進事業 

（集落法人人材確保システム構築） 

（集落法人畜産導入） 

園芸産地等構造改革計画
達成状況を目標年度まで

報告 

生産・流通・加工業連携販路

開拓事業 
園芸産地等構造改革計画

達成状況を目標年度まで

報告 

広島牛放牧推進モデル事業 実施計画書 達成状況を 3 年間報告 

漁場基盤改良事業 

事業計画概要書 

※補助申請に添付する「事

業計画書」の下協議として

策定 

― 

拠点漁協育成強化事業 合併漁協活性化計画 ― 

水産物流通改善事業 水産物流通改善計画 ― 
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 ７ 県単独補助金の継続的な見直し（終わりに） 

   県単独補助金のあり方については，平成９年の「財政健全化計画」以降，継続的に見

直し対象とされており，直近の財政関係の計画である「第二次中期財政運用方針」では，

事業効果・目的達成，長期継続補助などの視点から，「ゼロベースから徹底的な見直し

を行い，補助の必要性が薄れている事業等は，廃止，休止する」とされている。 

   また，今年度，事業仕分け（９月）及び事業成果の検証（10 月）での議論を経て，補

助金等を中心に，より効果的・効率的執行が求められる事業について，広く横断的に検

証を行い，平成 23 年度当初予算に反映されたところである。 

   今後とも，補助金のあり方について継続的に見直しを行うとともに，これまで述べて

きたことを踏まえ，次の「８ 補助金交付事務の執行に係る対応例（案）」も参考にしな

がら，補助金の投入が真に公益に資するよう制度の充実を図り，より効果的かつ効率的

なものとなるよう期待する。 



 44

８ 補助金交付事務の執行に係る対応例（案） 

  これまでの監査結果等を踏まえて，次のような対応例を策定したので，参考にしていた

だきたい。 

  ⑴ 補助金交付要綱について 

   ア 規程例 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，○○○を○○○に資するため，○○○の事業に要する経費に対し予算

の範囲内において補助金を交付するものとし，その交付に関しては，広島県補助金等交付

規則（昭和 48 年広島県規則第 91 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要

な事項を定めるものとする。 

要綱中に専門的・技術的な用語を用いる場合は，第２条として定義規定を設ける。 

 

 （補助の対象となる事業） 

第２条 補助の対象となる事業は，次の各号に掲げる事業とする。 

 ⑴ ○○○に関する事業 

 ⑵ △△△に関する事業 

 ⑶ 前２（各）号に掲げるもののほか，□□□に関する事業であって，知事が別に必要と

認めるもの 

 

 （補助の対象となる経費） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，前条各号に掲げる事

業の区分に応じ，別表に掲げる経費とする。 

２ 前条の補助の対象となる事業における補助対象経費に対して他の団体又は（若しくは）

個人からの寄附金，負担金及び補助金がある場合（又は第 10 条第２項の規定により概算払

を受ける場合において預金利息が生じたとき）は，これらを控除した額を補助対象経費と

するものとする。 

控除する収入は，事業目的や補助事業者の財務体質等を考慮して定める必要がある。 

 

 （補助額） 

第４条 補助金の額は，予算の範囲内において，補助対象経費の○分の○以内と（し，その

上限（下限）は，○○円と）する。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に○円未満の端数があるときは，その端数金額を

切り上げ（切り捨て）るものとする。 

 

 （交付の申請） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者は，別記様式第○号による補助金交付申請書

に，次の各号に掲げる書類を添えて，○月○日（事業開始日の○日前）までに，○部を知

事に提出しなければならない。 

補助事業の着手が一定の期日にならない補助金については，①複数回の期限を設けるか，

②別に通知等により定める。また，部数は，必要最低限に留めること。 
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 ⑴ 補助事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ ○○○ ※安易に「その他知事が必要と認める書類」とすることは避けること。 

概算払・前金払を行う必要がある補助事業については，資金収支計画書を求めることなど

により，いつごろ，どの程度の額の交付が必要か把握する必要がある。 

【次年度以降継続的に交付する補助金で，４月１日から事業着手される場合】 

２ 前項の規定にかかわらず，補助の対象とする事業が翌年度以降も継続される場合におい

ては，補助金交付申請書は，各年度毎に提出するものとし，翌年度分の提出期限は当該翌

年度の４月１日とする。 

【民間企業等に対する補助金で，仕入控除税額を補助額から控除する必要がある場合】 

３ 補助金の交付を申請しようとする者は，第１項（第２項が不要の場合は，前項）の補助

金の交付を申請するに当たって，当該補助金に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれ

る消費税及び地方消費税相当額のうち，消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律

第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。）に

○分の○（補助率）を乗じて得た金額を減額して申請しなければならない。ただし，申請

時において当該仕入控除税額が明らかでないものについては，この限りでない。 

 

 （交付の条件） 

第６条 規則第５条第１項の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

 ⑴ 補助事業に要する経費の配分について，別表に掲げる経費区分につき○パーセントを

超える変更をする場合は，知事の承認を受けること。 

 ⑵ 補助事業の内容について，○○を変更する場合は，知事の承認を受けること。 

規則第５条第１項第１号及び第２号に規定する「軽微な変更」について，明確にすること。

 ⑶ 補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，知事の承認を受けること。 

 ⑷ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に

おいては，速やかに知事に報告し，その指示を受けること。 

 ⑸ ○○○ （例：行政処分を受けた場合は，交付決定を取り消すこと。） 

２ 補助事業者は，前項各号の承認及び指示を受けようとする場合は，同項第１号又は第２

号の場合においては別記様式第○号による変更承認申請書を，同項第３号の場合において

は別記様式第○号による中止（廃止）承認申請書を，同項第４号の場合においては別記様

式第○号による遅延等報告書を，速やかに知事に提出しなければならない。 

 

 （申請の取下げ） 

第７条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期間は，規則第６

条の通知を受領した日から起算して○日以内とする。 

 

 （遂行状況報告） 

第８条 規則第 10 条の規定により，補助事業者は，補助金の交付を受けた会計年度の○月末

現在における遂行状況について，別記様式第○号による補助事業遂行状況報告書により，

○月○日までに知事に提出しなければならない。 
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継続的な事業等で遂行状況報告を求めない場合（理由を伺い等で明確にしておくこと。）

（規定例） 

規則第 10 条による報告は，特に知事が報告を求めた場合を除き，要しないものとする。 

 

 （実績報告） 

第９条 補助事業者は，補助事業が完了したときは，完了した日から○日を経過した日又は

補助金の交付を受けた翌会計年度の○月○日のいずれか早い日までに，別記様式第○号に

よる補助事業等実績報告書に，次の各号に掲げる書類を添えて，○部を知事に提出しなけ

ればならない。 

 ⑴ 事業実績報告書 

 ⑵ 収支決算（見込）書 

 ⑶ ○○○ ※安易に「その他知事が必要と認める書類」とすることは避けること。 

額の確定に必要な最低限の支出証拠書類（元帳や領収書等）を提出させること。 

 

 （補助金の交付等） 

第 10 条 補助金は，精算払により支払う。 

【概算払等を認める場合】 

２ 前項の規定にかかわらず，規則第 16 条の規定により，概算払又は前金払を受けようとす

る場合は，概算払又は前金払が必要となる理由及び交付を希望する時期を記載した書類並

びに資金計画書を，第５条（第○項）の補助金交付申請書に添えて知事に提出しなければ

ならない。 

３ 前項の規定により概算払又は前金払を認められた場合は，○月○日までに，別記様式第

○号による補助金概算払（前金払）交付請求書を知事に提出しなければならない。 

※交付決定通知書にも明記すること 

４ 前２項の規定により概算払を受けた補助事業者は，規則第13条の規定による通知を受け

た日以後10日以内に，別記様式第○号による概算払精算書を知事に提出しなければならな

い。 ※広島県会計規則第35条を参照のこと。 

概算払等を県として認める理由を伺い等において明確にすること。 

交付時期・額は，必要な時期等を把握した上で，県の関係通知等を考慮して定めること 

【高額な機器の購入が想定される場合（備品購入費を補助対象経費としている場合など）】 

 （財産の管理，処分） 

第 11 条 補助金により取得し，又は効用の増加した財産のうち，規則第 22 条第２号及び第

３号の規定により知事が定める処分を制限する財産は，取得価格又は効用の増加価格が単

価○万円以上の財産とする。 

２ 規則第 22 条の財産処分の制限期間は，当該財産の耐用年数（○年）とする。 

３ 補助事業者は，処分を制限された財産について規則第 22 条の承認を受けようとする場合

は，別記様式第○号による取得等財産処分承認申請書を知事に提出し，知事の承認を受け

なければならない。 

４ 知事は，前項の承認に係る財産を補助事業者が処分したことにより当該補助事業者に収

入があったときは，その収入の全部又は一部を県に納付させるものとする。 

５ 補助事業者は，第１項に規定する財産を取得した場合は，事業完了後速やかに別記様式

第○号による取得財産管理台帳を知事に提出し，善良な管理者の注意をもって管理しなけ

ればならない。 
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６ 補助事業者は，前項の財産を取得財産管理台帳記載の保管場所から移動する場合は，別

記様式第○号による取得財産移動届出を知事に提出しなければならない。 

７ 補助事業者は，補助金により取得した備品に，所得年度及び補助金名を記載した標識を

付さなければならない。ただし，その品質，形体等により標識を付し難いと認める物品に

ついては，この限りでない。 

 

 （仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） ※第５条第３項と関係 

第 12 条 補助事業者は，補助事業完了後に申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した

場合は，別記様式第○号による仕入控除税額確定報告書を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は，前項の報告により補助金の返還が必要となった場合は，当該仕入控除税額に○

分の○（補助率）を乗じて得た金額の全部又は一部の返還を命じる。 

 

 （補助金の経理書類の保管） 

第 13 条 補助事業者は，補助金に係る経理について，その収支の事実を明確にした帳簿及び

証拠書類を整備し，かつ，これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了

後５年間（第 11 条（第 12 条が不要の場合は，前条）第１項に規定する財産がある場合に

あっては，同条第２項に定める期間）保存しなければならない。 

２ 補助事業者は，前項に規定する書類について，知事の求めがあったときは，速やかに知

事に提出しなければならない。 

 

 （事業の成果の普及等） 

第 14 条 知事は，補助金の交付を受けて行った事業の成果について必要があると認めるとき

は，補助事業者に発表させることができるものとする。 

 

 （実施規定） 

第 15 条 規則及びこの要綱に定めのない事項は，その都度知事が別に定める。 

必要に応じ，細則（実施要領等）を定める。 

 

   附 則 

 この要綱は，平成○年○月○日から施行する。 ※遡及規定は原則設けないこと 

 

別表（第３条関係） 

補助対象経費 
事業区分 事業内容 

経費区分 経費区分の内容 

謝金・旅費 
専門家謝金，専門家謝金，

職員旅費 ○○事業 
１ ・・・ 

２ ・・・ 
事務費 ○○，○○，・・・ 

 

○ 経費区分には，補助事業者の性格（市町か民間事業者かなど）により，補助事業者が

理解しやすい用語を用いること。 

○ 経費区分の内容は，可能な限り具体的に記載する（「等」の使用を避けること。）と

ともに，対象外経費についても明確にすること。（例：会議費（飲食に要する経費を除

く。）/備品購入費（医薬品以外で，単価が○万円以上のもの）） 

別記様式（略） 
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   イ 補助金交付要綱の規定のチェックポイント 

※ 担当者限りではなく，必ず複数の者で確認すること 

区   分 規  定  概  況 備    考 

誰を補助対象として想定

しているか 

□特定の１団体 

□特定の関係団体 

□民間事業者等 

□個人 

募集方法： 

 

要件： 補
助
要
件 

補助事業は明確か 

□明確 

 □事業に付随するものを含む 

□不明確 

 □別に知事が認める事業がある

知事が認める事業：

 

他団体からの収入（補助

金，負担金，助成金等）

があるか 

□なし 

□あり 

 □県補助対象と重複がある 

  □控除すべき □控除不要 

 □県補助対象との重複はない 

他団体からの助成対

象事業： 

 

寄附金その他の収入があ

るか 

□なし 

□あり 

 □控除すべき 

 □控除不要 

その他収入： 

 

概算払による利息の取扱

いを定めているか 

□あり 

□なし 

 □控除すべき 

 □控除不要 

 

収
入
等
の
取
扱
い 

消費税・特別消費税の取

扱いを定めているか 

□あり 

 □確定報告書を提出させる 

 □申請段階から控除させる 

□なし 

 □控除すべき 

 □控除不要 

 

事業内容に沿った経費区

分・内容となっているか 

□一致 

□一部不一致 

 

経費区分の内容を明確に

記載しているか 

□明確 

□不明確 

 □対象外経費がある 

 □対象外経費はない 

補助対象外経費： 

 

経費区分は補助事業者に

とって理解しやすい用語

を用いているか 

□節（市町） 

□企業会計等の勘定科目 

□その他（具体：      ）

補助事業者の種類：

 

補
助
対
象
経
費 

経費区分の内訳が明確に

なっているか 

□印刷製本費等具体的・限定的 

□具体的・例示的（一部「等」）

□不明確（例：節のみ記載） 

「等」の内容： 

 

申請期限を定めているか 

□要綱で規定 

□通知で規定 

□口頭連絡/規定なし 

 

申
請
期
限 事業着手の時期を把握し

ているか 

□決定後の着手を明記 

□決定前の着手がある 

 □4/1 開始のものがある 

□該当なし 

決定前の着手を認め

る条件： 
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区   分 規  定  概  況 備    考 

条件を附しているか 

□要綱で規定 

□通知で規定（伺い定め） 

□規則によっている 

規則第５条 

□１号□２号□３号

□４号□５号□３項

変更申請が必要となる場

合を設定しているか 

□している 

□していない 

 

交
付
条
件 経費配分・事業内容の

「軽微な変更」を設定し

ている場合，明確になっ

ているか 

□経費の配分関係 

 □経費総額の一定割合 

 □経費区分毎の額の一定割合 

 □不明確 

□事業の内容関係 

 □場所・数量等の異動 

 □経費区分の変更 

 □不明確 

 

中
間
報
告 

遂行状況報告の提出を求

めているか 

□求めている 

 □期日を設定 

  □要綱 □通知 

 □期日は未設定 

□求めていない 

求める理由： 

 

求めない理由： 

額の確定に必要な項目を

実績報告書に記載させて

いるか 

□定めている（人数，研修回数等

が補助額の算出基礎となる場

合，要注意） 

□定めているが漏れ又は不要な項

目がある 

□定めていない（伺い） 

漏れている項目： 

 

 

不要な項目： 実
績
報
告 

実績報告書の添付資料に

額の確定検査に必要な書

類を添付させているか 

□領収書等を添付させている 

□領収書等は添付させていない 

 □経費内訳の内容をすべて記載

 □経費内訳の一部を例記 

経理関係証拠書類：

 

（交付方法） 

概算払を認めているか 

□精算払のみ 

□概算払を許容している 

 □交付月・請求日を規定 

概算払が必要な時期

の理由： 

取得財産の処分制限を設

けているか 

□備品購入を想定していない 

□備品購入を想定している 

 □財産処分制限の規定がある 

  □財産の種別／額 

  □制限年数 

 □財産処分制限の規定はない 

処分制限の設定に係

る考え方 

・種別／額： 

 

・制限年数： 

取得財産調書の提出を求

めているか 

□提出を求めている 

□提出を求めていない 

求めない理由： 

取
得
財
産
の
管
理
・
処
分 取得財産の管理方法を定

めているか 

□台帳整備 

□標識の貼付 

□定めていない 

定めない理由： 

（経理書類の保管） 

経理書類の保管年数を定めてい

るか 

□設定している 

 □種類により年数を変えている

□設定していない 

取得財産調書の保管

年数： 

（事業成果の普及等） 

事後の検証等補助成果を追跡し

ているか 

□補助後の状況を報告させている

□継続して補助する中で把握 

□補助成果を活用している 

□特になし 

報告年数： 

報告年数の考え方：

測定数値の利用先：
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  ⑵ 補助金交付事務の進行管理表（例） 

 

区 分 申請 
交付 

決定 

状況 

報告 

変更 

申請 

変更 

決定 

履行 

確認 

実績 

報告 

確定 

検査 
交付 精算 

提 出 

年月日 
          

要綱上 

の期限 
          

 

  ⑶ 履行確認における検査調書の記載例 

 

 

 
 

検  査  調  書 

 

平成○年３月○日 

 

検査職員職氏名  ○○課 ○○○○ 

 

 

次の補助金について検査し，相違なく完了したことを認めます。 

 

補助金名 平成○年度           補助金 

補助事業者 ○○○○ 

補助事業の内容 ・・・研修会の開催 

補助事業実施期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日 

確認事項 
・・・研修会の開催状況 

（日時，場所，参加者数等を記載） 

確認方法 研修会の報告書，参加者一覧（別紙として添付） 

決算見込額 約       円 

検査年月日 平成○年○月○ 

 

 

   注 「いつ，何が，どのように履行され，それをどのような方法で」確認し

たのかを具体的に記載することが必要 

交付決定の起案時に交付事務担当者以外の者を指定

しておくこと 
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  ⑷ 額の確定検査（経理審査）について 

   ア チェックポイント 

検査日時 日時を明確に記録すること 

検 査 者 複数で確認すること 

 

経費区分 確   認   内   容 確認書類（例） 

謝  金 

①講演のレジュメや開催案内等により所要時間を確認 

②額の算出根拠（規程）に基づき，時間単価を確認 

③算出根拠がない場合や当該根拠によることができない場合

は交渉の経緯等の記録を確認し，支出稟議と照合 

□講演レジュメ 

□支出稟議 

□領収書 

□出納簿（以下略）

旅  費 

①研修の場合は，受講案内・案内への回答，復命により参加

状況を確認。費用弁償の場合は，領収書等を確認 

②額の算出根拠（規程）に基づき，旅費額を確認 

③算出根拠がない場合や当該根拠によることができない場合

は，理由等の記録を確認し，支出稟議と照合 

□案内 

□復命 

□支出稟議 

□領収書 

□搭乗券半券 

食 糧 費 

①会議等の案内・開催要項等により開催時間・出席者を確認 

②額の算出根拠（規程）に基づき，単価を確認 

③算出根拠がない場合や当該根拠によることができない場合

は，理由等の記録を確認し，支出稟議と照合 

□開催案内 

□出席者名簿 

□支出稟議 

□領収書 

印  刷 

製 本 費 

①納品書等により資料名・印刷部数を確認 

②当該資料の配布先を確認し，印刷部数と照合 

③資料を送付している場合は，通信運搬費とも照合 

④単価が割高な場合は，理由等を確認し，支出稟議と照合 

□配布先一覧 

□支出稟議 

□見積書 

□納品書 

光熱水費 
①口座引落の場合，請求書と通帳とを照合 

②他事業と共通経費となっている場合，割振のルールを確認 

□請求書 

□預金通帳 

消耗品費 

①領収書等により品目・数量を確認 

②他事業と共通経費となっている場合，割振のルールを確認 

③年間での購入回数や在庫状況を確認 

□支出稟議 

□領収書 

□在庫（視認） 

通  信 

運 搬 費 

①口座引落の場合，請求書と通帳とを照合 

②他事業と共通経費となっている場合，割振のルールを確認 

□領収書 

□預金通帳 

委 託 料 

①契約書等により業務内容・期間や契約額を確認 

②入札書や支出稟議により契約に至る過程を確認 

③契約先が固定化されている場合は，理由等を確認 

④写真や現物等により成果物を確認 

□契約書 

□支出稟議 

□領収書 

□成果物 

賃 借 料 

①契約書や見積書等により使用物件・期間を確認 

②会議室の場合，会議の開催要項等により所要時間を確認。

会議終了後に飲食を伴う意見交換会等を行う場合は要注意

（参加負担金についても確認すること） 

③団体によっては使用料が減免される場合もあるので要注意 

□開催レジュメ 

□出席者名簿 

□料金表 

□支出稟議 

□請求書 

庁  用 

器 具 費 

①納品書等により購入物品・単価・数量を確認 

②財産目録や固定資産台帳により整備状況を確認 

③他事業と共通経費となっている場合，割振のルールを確認 

④年間での購入回数や在庫状況を確認 

□支出稟議 

□納品書 

□財産目録 

□固定資産台帳 

機  械 

器 具 費 

①入札書，納品書等により購入物品・単価・数量を確認 

②財産目録や固定資産台帳により整備状況を確認 

③他事業と共通経費となっている場合，割振のルールを確認 

④保管場所や稼動状況を確認 

□支出稟議 

□納品書 

□財産目録 

□固定資産台帳 
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経費区分 確   認   内   容 確認書類（例） 

負 担 金 

①会費の場合，加入組織の規約等により団体の状況・会費の

額（計算式を含む。）を確認 

②参加負担金の場合，飲食を伴う意見交換会等が含まれてい

ないか確認 

□案内 

□規約 

□支出稟議 

□請求書 

助 成 金 

①助成先の規約により，助成先の状況を確認 

②助成先の収支決算書等により，助成先の財務状況や事業実

績を確認 

□規約 

□収支決算書 

□支出稟議 

□領収書 

公 課 費 
①申告書・決算書等により公租公課の状況を確認 

②納入通知書や通帳等により支出状況を確認 

□申告書 

□納入通知書 

人 件 費 

①就業規程・求人票等により勤務労働条件を確認（特に短時

間勤務者の場合，勤務時間や年次休暇に要注意） 

②辞令や出勤簿等により勤務実態を確認 

③他事業と共通経費となっている場合，割振のルールを確認 

□辞令 

□出勤簿 

□支出稟議 

□預金通帳 

そ の 他 

①事業終了時点での出納簿記載額と預金通帳，現金の残額と

を照合（未払金や未収金がある場合，内容や時期を確認） 

②実績報告額が決算見込額で提出された場合，交付先の決算

書と相違について確認（決算書作成時期に留意） 

□出納簿 

□預金通帳 

□現金 

□ 終の決算書 

（補助金の額に関するもの） 

補助金の額に関係する所見を具体的に記載すること 

所  見 （その他運営に関して改善を要するもの） 

規程の整備，競争入札の徹底等補助金に影響する事項等に関

して改善を要する事項を具体的に記載すること 

（事後の処理状況） 

 

所見に対する対応

状況を記載 

 

注：確認書類（例）欄に掲げた経費区分や書類は例示的なものであり，必要に応じ，加除

すること。 

 

出納簿は，収支状況の把握のための基礎的な資料であるため，必ず確認すること。 

ただし，補助対象事業と対象外事業との間で明確に区分することが困難な経費（例：事務

所賃料，用紙代，コピー代，光熱水費）について，一定割合で按分して計上する場合におい

ては，その計上ル－ルについてあらかじめ協議しておくことが必要である。 
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   イ チェックリスト（例） 

 

検査日時 平成 年 月 日 時～ 時 

局  部  課  Ｇ 

検 査 者 
職名：   氏名：     

職名：   氏名：     

 

経費区分 確   認   内   容 確認書類（例） 

謝  金 

招へい日時：平成 年 月 日 時～ 時 

講師の氏名及び謝金額：何 某，   円 

算出根拠（規程名）： 

額の決定方法：大学教授級（時間単価：  円）× 時間 

□講演レジュメ 

□支出稟議 

□領収書 

□出納簿（以下略）

旅  費 

旅行日：平成 年 月 日～平成 年 月 日 

用務名： 

旅行者の氏名及び旅費額：何 某，   円 

算出根拠（規程名）： 

旅費額の算出式：交通費  円＋日当  円＋宿泊料  円 

□案内 

□復命 

□支出稟議 

□領収書 

□搭乗券半券 

食 糧 費 

会議開催日時：平成 年 月 日 時～ 時 

会議の名称： 

算出根拠（規程名）： 

額の算出式：昼食  円×出席予定者数（欠席者： 人） 

□開催案内 

□出席者名簿 

□支出稟議 

□領収書□ 

印  刷 

製 本 費 

資料名及び用途：  報告書（関係機関配布用） 

ページ数：両面  ページ（うち補助対象部分  ページ） 

額の算出式：単価  円×部数  部×1.05 

配布部数：    部（在庫：  部） 

□配布先一覧 

□支出稟議 

□見積書 

□納品書 

光熱水費 
電気代：   円，水道代：   円，ガス代：   円 

補助事業以外の事業との按分ルール：        

□請求書 

□預金通帳 

消耗品費 

購入品目： 

購入先： 

購入数及び在庫数： 

補助事業以外の事業との按分ルール：        

□支出稟議 

□領収書 

□在庫（視認） 

通  信 

運 搬 費 

電話代：   円，切手：   円，メール便：   円 

補助事業以外の事業との按分ルール：        

□領収書 

□預金通帳 

委 託 料 

委託業務名： 

業務の具体 

委託期間：平成 年 月 日～平成 年 月 日 

委託業者名：        （前回：        ） 

□契約書 

□支出稟議 

□領収書 

□成果物 

賃 借 料 

使用物件名：  会館 会議室 

使用日時：平成 年 月 日 時～ 時 

（ 時以降交流会を開催） 

使用物件の所有者：団体会員/その他 

減免規定の有無：（団体会員は半額 など） 

□開催レジュメ 

□出席者名簿 

□料金表 

□支出稟議 

□請求書 

庁  用 

器 具 費 

購入器具：机，パソコン 

使用目的： 

設置場所： 

購入価格：単価   円×  式 

補助事業以外の事業との按分ルール：        

□支出稟議 

□納品書 

□財産目録 

□固定資産台帳 
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経費区分 確   認   内   容 確認書類（例） 

機  械 

器 具 費 

購入器具：トラクター 

使用目的： 

設置場所： 

購入価格：単価   円×  式 

□支出稟議 

□納品書 

□財産目録 

□固定資産台帳 

負 担 金 

会費：   円，会議等参加費：   円 

加入する会の名称・代表者： 

会議等の主催者： 

補助事業以外の事業との区別ルール： 

□案内 

□規約 

□支出稟議 

□請求書 

助 成 金 

助成に関する規定（根拠）： 

助成先団体： 

助成先団体別の助成額：１団体    円 

助成先団体の収支：収入  円，歳出  円（±  円） 

□規約 

□収支決算書 

□支出稟議 

□領収書 

公 課 費 
法人税：    円 

消費税：    円 

□申告書 

□納入通知書 

人 件 費 

職員数：常勤 人，嘱託員 人，臨時職員 人 

支給額：常勤  円，嘱託員  円，臨時職員  円 

算出根拠（規程名）： 

補助事業以外の事業との按分ルール：        

□辞令 

□出勤簿 

□支出稟議 

□預金通帳 

そ の 他 

事業終了時点での出納状況 

出納簿：     円 

預金通帳：    円 

現金：      円 

未払額：     円 

□出納簿 

□預金通帳 

□現金 

□ 終の決算書 

（補助金の額に関するもの） 

 
所  見 

（その他運営に関して改善を要するもの） 

 

（事後の処理状況） 

 

注：試査（抽出審査）による場合は，その旨を明記すること 
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第５ 参考 

 １ 監査の実施方法 

   監査は，次の方法によって実施した。 

  ⑴ 書面調査（一次調査） 
    各対象補助金の所管課に対し，補助金の概要，補助事業者の採択に至る過程，交付

決定等事務処理の状況，実績報告の確認・検査の手法の状況，補助金に係る課題等に

ついて，調査票による調査を実施した。 

  ⑵ ヒアリング（二次調査） 

    ⑴に基づき，所管課に対し，一連の交付手続に沿って，文書等の実査を行うととも

に，詳細についてヒアリングを実施した。 

  ⑶ 現地調査（三次調査） 

    ⑵の補助金のうち，その性格や部局間の均衡を考慮して抽出した 12 補助金の補助事

業者に対し，補助事業の実施状況について，現地にて調査を実施した。 
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２ 監査対象補助金の概要 

 

  【危機管理監】 

補 助 金 名 消防協会事業費補助金 ★ 創設年度 昭和 49 年度

補 助 金 の 目 的 
㈶広島県消防協会が行う消防業務充実強化事業等への支援を通じて，消

防団員による消防活動の強化，消防思想の普及啓発等を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 ①１／２，②定額 予 算 ／ 実 績 3,275 千円/3,275 千円 

補 助 対 象 範 囲 

①防犯思想広報グッズの購入，団長・副団長・県訓練指導員の研修経

費，消防ポンプ操法県予選大会開催経費 など 

②永年勤続・優良消防団員等の表彰経費 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ㈶広島県消防協会 

所 管 課 消防保安課 

○飲食代等を含む負担金を補助対象外経費としているが，この取扱いが

明記されていない。 

○同一の経費に対して他団体から助成金があった場合の取扱いが明確に

されていない。 

○実績額の確認に当たって，支出の根拠資料等を確認しているが，一部

確認が不十分なものがあった（購入数量等）。 

○実績報告書の提出から県の補助額の確定まで期間を要していた。 

意 見 

＜補助事業者＞ 

○報償費として計上すべきものが旅費として計上されていた。 

  注１ 補助金名に★を印しているものは，併せて補助事業者にも調査を行ったもの 

   ２ 予算額は，平成 21 年度当初予算額を示す（予算＜実績となっている場合は，年度中途で増額措置さ

れている）。 

 

 

 〔参 考〕指摘事項・意見・付記の仕訳 

区  分 内     容 対  応 

指摘事項 
不適正であることが明らかであり，速やかに是正・改善を求める

もの 

意  見 指摘には至らないが，改善又は改善についての検討を求めるもの 

措置状況を

求める 

付  記 注意喚起，問題提起及び要望をしているもの 
措置状況を

求めない 
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  【企画振興局】 

補 助 金 名 ①在外広島県人会交流事業 創設年度 昭和 54 年度

補 助 金 の 目 的 海外移住者の援護等の促進を図る。 

補 助 要 件 
広島県から海外諸国へ移住した者及びその子孫等が，該当海外諸国で

設立した団体で知事が認めるものが行う事業 

補 助 率 定額 予算／実績 1,470 千円/1,470 千円 

補 助 対 象 範 囲 

広島県出身者等の福祉の向上を図るための必要に応じた指導援助 

広島県出身者等の地位向上に寄与するための研修会及び講演会の開

催，広報活動その他の事業の実施        など 

補 助 団 体 数 ４ 補助事業実施者
広島県人会 

（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ，ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ，ﾍﾟﾙ-，ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ） 

所 管 課 政策企画部国際課 

 

補 助 金 名 ②平和貢献連携促進事業 創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 「ひろしま平和貢献構想」に基づく，平和貢献活動の推進 

補 助 要 件 
㈶自治体国際化協会の自治体国際協力促進事業（モデル事業）による

助成を受けること 

補 助 率 
定額 

（上限額 3,000 千円） 
予算／実績 3,000 千円/2,051 千円 

補 助 対 象 範 囲 
保健医療分野における復興支援活動に要する経費（旅費交通費，現地

調整費，賃借料） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ＮＧＯ 

所 管 課 政策企画部国際課 

意 見 
○提出された実績報告額について，支出証拠書類等との確認が行われて

おらず，実績確認が十分でなかった。 

 

補 助 金 名 ③離島交通対策事業（過年度補助） 創設年度 昭和 41 年度

補 助 金 の 目 的 離島航路の維持及び改善 

補 助 要 件 

・離島振興法により指定された離島振興対策実施地域又はこれに準ず

る地域に係る航路 

・本土と上記地域又は上記地域間を連絡する航路で，かつ，他に交通

機関がないか，他の交通機関によることが著しく不便となる航路 

補 助 率 １／２以内 予算／実績 32,947 千円/27,146 千円

補 助 対 象 範 囲 航路損益計算書の査定欠損額から国庫補助額を差し引いた額 

補 助 団 体 数 ５ 補助事業実施者
（市町間接補助） 

離島航路事業者（市町，船舶会社） 

所 管 課 地域振興部地域政策課 

意 見 ○実績報告書の提出から県の補助額の確定まで時間を要していた。 
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補 助 金 名 
④井原線鉄道基盤設備維持費補助事業 

（過年度補助） 
創設年度 平成 16 年度

補 助 金 の 目 的 井原鉄道の安定した運行を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 定率（7.53％） 予算／実績 11,325 千円/11,325 千円

補 助 対 象 範 囲 
経営健全化実施計画に基づき実施する鉄道基盤設備の維持に要する経

費（線路保存費，電路保存費，車両保存費など） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 井原鉄道㈱ 

所 管 課 地域振興部地域政策課 

 

補 助 金 名 ⑤イノシシ３万頭駆除事業 創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
イノシシによる農作物被害を軽減するため，市町の駆除対策の強化を

支援する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／２以内 予算／実績 30,000 千円/24,287 千円

補 助 対 象 範 囲 
捕獲体制の整備（わなの購入など），捕獲出動経費（わなの設置費，

見回り報酬など），捕獲活動奨励（捕獲報償費など） 

補 助 団 体 数 １８ 補助事業実施者 市町 

所 管 課 地域振興部過疎対策課 

指 摘 事 項 ○着手届の提出を受けず，事業に着手されているものがあった。 

意 見 

○申請書提出から県の交付決定まで時間を要しているものがあった。 

なお，変更申請に対する交付決定も同様の状況が見られた。 

○交付要綱で，11 月 15 日現在の状況を「事業遂行状況の報告」するこ

ととなっているが，補助制度創設時より，この報告制度が運用されて

いなかった。 
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補 助 金 名 ⑥ふるさと交流推進事業       ★ 創設年度 平成 17 年度

補 助 金 の 目 的 
「ひろしま夢ぷらざ」を活用した市町の情報発信を通じ，中山間地域

と都市等地域間の連携交流による地域づくりを促進する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／２ 予算／実績 16,351 千円/16,351 千円

補 助 対 象 範 囲 
「ひろしま夢プラザ」の設置運営に要する経費（共通経費（賃借料，

光熱水費など），情報発信費（人件費，情報相談コーナーなど）） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 （財）広島県市町村振興協会 

所 管 課 地域振興部過疎対策課 

○提出された実績報告額について，支出証拠書類等との確認が行われて

おらず，実績確認が十分でなかった。 

意 見 

＜補助事業者＞ 

○補助事業者自身が支出した額でなく，補助事業者が委託した先の受

託者が支出していた額を事業実績額として計上されていた。 

○人件費の算出において，実績報告書に記載されていた人数と，補助

金により人件費を支給したとされる人数とが異なっていたが，どの

範囲までを補助対象の範囲として捉えるかの取扱いが明確でなかっ

た。 

○明確な計上ル－ルがないまま，情報誌の発行経費の実績額と異なっ

た額（減額）が計上されていた。 

 

補 助 金 名 ⑦過疎集落生活交通確保支援事業 創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
新たな交通手段を導入するため，財政的負担の大きい初期経費を支援

することにより過疎集落の生活交通を確保する。 

補 助 要 件 

・過疎地域で実施すること 

・無償運行する路線及び輸送対象者又は輸送目的を特定して運行する

ものでないこと 

補 助 率 
１／２ 

（上限額 2,000 千円） 
予算／実績 10,000 千円/5,990 千円 

補 助 対 象 範 囲 6 か月以内の実証運行に係る収支欠損額 

補 助 団 体 数 ４ 補 助 事 業 実 施 者 （市町間接補助）乗合バス等事業者 

所 管 課 地域振興部地域政策課 
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補 助 金 名 ⑧ 過疎地域交通システム構築支援事業 創設年度 平成 21 年度

補 助 金 の 目 的 
地域住民の主導のもとで，新たな交通手段を導入しようとする市町へ

の支援を通じて，自主的な交通システムの導入を促進する。 

補 助 要 件 
過疎地域で地域住民が，道路運送法第 79 条の登録を受けて，過疎地

有償運送等を行うもの 

補 助 率 
１／２ 

（上限額 800 千円） 
予算／実績 1,000 千円/237 千円 

補 助 対 象 範 囲 6 か月以内の実証運行に係る収支欠損額 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 （市町間接補助）自治振興区 

所 管 課 地域振興部地域政策課 

意 見 
○実績額の確認に当たって，支出の根拠資料等を確認しているが，一部

確認が不十分なものがあった（収入額）。 

 

補 助 金 名 ⑨ 住民自治活動フォロ－アップ事業 創設年度 平成 18 年度

補 助 金 の 目 的 

住民と行政が連携・協働した地域づくりを推進するため，住民自治活

動の中心となる人材育成や，地域課題の解決に向けた市町の取組を支

援する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 
１／３又は１／２以内 

（上限額 500 千円） 
予算／実績 4,000 千円/2,652 千円 

補 助 対 象 範 囲 
地域リ－ダ－の育成（講演会の開催など），ワ－クショップの開催，広

報用のチラシなどの作成，住民の意識啓発に向けた研修会の開催など 

補 助 団 体 数 ９ 補 助 事 業 実 施 者 市町 

所 管 課 地域振興部過疎対策課 
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  【環境県民局】 

補 助 金 名 ①同和対策事業債償還費補助金 創設年度 昭和 50 年度

補 助 金 の 目 的 
市町が県の補助を受けて行った同和対策事業の財源として充当した地方

債の償還費に対して補助する。 

補 助 要 件 昭和 50 年度～平成 13 年度の間に起債許可された地方債 

補 助 率 ５／１０～１／１０ 予 算 ／ 実 績 39,011 千円/39,011 千円

補 助 対 象 範 囲 地方債の元金及び利子償還額 

補 助 団 体 数 １５ 補助事業実施者 市町 

所 管 課 総務管理部人権男女共同参画課 

 

補 助 金 名 ②国際交流ユース in HIROSHIMA 事業補助金 創設年度 平成 18 年度

補 助 金 の 目 的 
海外の青少年を広島に招き広島のよき理解者となってもらうとともに，

広島の青少年との交流を通じ，国際感覚豊かな青少年の育成を図る。 

補 助 要 件 事業を適正かつ円滑に遂行できると認められる団体 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 9,100 千円/8,377 千円 

補 助 対 象 範 囲 
招へいに係る渡航・滞在経費（旅費等），交流活動経費（会場使用料，

送迎料等），連絡調整経費（通訳料，報告書作成経費等） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 国際交流ユース in HIROSHIMA 実行委員会 

所 管 課 総務管理部県民活動課 

 

補 助 金 名 
③青少年育成県民会議補助金 

（青少年育成県民運動推進事業補助金） 
創設年度 昭和 41 年度

補 助 金 の 目 的 
㈳青少年育成広島県民会議の運営経費への支援を通じて，青少年の健全

育成を県民運動として推進する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 9,089 千円/8,890 千円 

補 助 対 象 範 囲 人件費（職員 2人分） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ㈳青少年育成広島県民会議 

所 管 課 総務管理部県民活動課 

 

補 助 金 名 
④夢配達人プロジェクト推進事業 

（青少年育成県民運動推進事業補助金） 
創設年度 平成 19 年度

補 助 金 の 目 的 
㈳青少年育成広島県民会議が行う夢配達人プロジェクト推進事業への支

援を通じて，地域ぐるみの青少年育成活動を推進する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 4,300 千円/4,300 千円 

補 助 対 象 範 囲 
「夢」の募集・選考に要する経費（チラシ印刷費，旅費，通信運搬費

等），「夢」の実現に関わる実行委員会への助成金 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ㈳青少年育成広島県民会議 

所 管 課 総務管理部県民活動課 
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補 助 金 名 ⑤幼児教育力向上支援事業 創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
㈶広島県私立幼稚園連盟が実施する実践研究事業への支援を通じて，幼

児教育の充実に資する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／２以内 予 算 ／ 実 績 1,500 千円/1,500 千円 

補 助 対 象 範 囲 

実践的教育プログラムの研究経費（専門家への謝金，旅費等），研究成

果の発表経費（会場借上料，印刷製本費），教育用マニュアルの作成経

費（委託料，印刷製本費）等 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ㈶広島県私立幼稚園連盟 

所 管 課 総務管理部学事課 

意 見 

○申請書提出から県の交付決定まで時間を要していた。 

○実績額の確認に当たって，支出の根拠資料等を確認しているが，一部

確認が不十分なものがあった。 

 

補 助 金 名 ⑥大学コンソーシアム支援事業 創設年度 平成 21 年度

補 助 金 の 目 的 
県内の広域的な大学連携組織である「教育ネットワーク中国」が行う事

業への支援を通じ，県内の大学の魅力向上を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／２以内 予 算 ／ 実 績 1,500 千円/1,413 千円 

補 助 対 象 範 囲 

①地域の課題解決を目的とした学生のグループによる調査研究活動や成

果発表への助成 

②「地域学」をコンセプトにしたカリキュラムの検討経費・公開講座開

催経費への助成 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 教育ネットワーク中国 

所 管 課 総務管理部学事課 

 

補 助 金 名 
⑦事業者への環境マネジメントシステム導入促

進事業（廃棄物抑制啓発広報事業） 
創設年度 平成 15 年度

補 助 金 の 目 的 
ひろしま地球環境フォーラムが行う啓発広報事業への支援を通じて，自

主的な廃棄物抑制や環境負荷の低減を推進する。 

補 助 要 件 

・事業者の廃棄物抑制，環境保全の取組を紹介するもの 

・廃棄物抑制，減量化，３Ｒの推進など環境配慮の取組を拡大し，環境

にやさしいライフスタイルの定着を促進するもの 

・テレビ，ラジオ，新聞等のマスコミを利用したもの 

補 助 率 １／２以内 予 算 ／ 実 績 5,000 千円/5,000 千円 

補 助 対 象 範 囲 啓発番組，環境マネジメント番組，ＣＭ等の制作・放映経費 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ひろしま地球環境フォーラム 

所 管 課 環境部環境政策課 
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補 助 金 名 ⑧広島県エコ事業所支援事業 創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
中小企業等を対象とした環境マネジメントシステム「エコアクション

21」の導入を促進する。 

補 助 要 件 
県内に事業所を有する事業者がエコアクション 21 の新規認証登録を受

けた場合（事後申請） 

補 助 率 
１／２以内 

（上限額 200 千円） 
予 算 ／ 実 績 12,000 千円/6,181 千円 

補 助 対 象 範 囲 

コンサルティング費用，エコアクション 21 審査人に支払った登録審査

費用（旅費を含む）及びエコアクション 21 中央事務局に支払った認

証・登録費用 

補 助 団 体 数 ４２ 補助事業実施者 民間事業所 

所 管 課 環境部環境政策課 

 

補 助 金 名 ⑨府中市出口川湧水処理場維持管理補助金 創設年度 平成 4年度

補 助 金 の 目 的 芦田川水系出口川の水質の汚濁防止を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／２ 予 算 ／ 実 績 17,322 千円/15,507 千円

補 助 対 象 範 囲 湧水処理費，汚泥処理費，処理施設修理費及び場内土地使用料 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 府中市 

所 管 課 環境部環境保全課 

 

補 助 金 名 ⑩不法投棄防止パトロール事業補助金 創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
市町が行う不法投棄防止パトロール事業への支援を通じて，非正規労働

者等の雇用機会を創出し，不法投棄を未然に防止する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 
１０／１０ 

（人件費，付随費に上限単価設定）
予 算 ／ 実 績 45,104 千円/2,872 千円 

補 助 対 象 範 囲 
不法投棄防止パトロールの実施経費（人件費，車両レンタル料，燃料

代，地図購入費，車両表示ワッペン作成費） 

補 助 団 体 数 ２ 補助事業実施者 市町 

所 管 課 環境部循環型社会課 

 

補 助 金 名 ⑪浄化槽市町村整備推進事業債償還補助金 創設年度 平成 14 年度

補 助 金 の 目 的 
市町村が実施した浄化槽市町村整備推進事業に係る地方債の償還費に対

して補助する。 

補 助 要 件 
平成 14 年度以後に起債許可等された地方債（浄化槽本体費用・本体設

置工事費及び積雪荷重対策等工事費に係るものに限る） 

補 助 率 １／２又は１／３ 予 算 ／ 実 績 5,600 千円/5,600 千円 

補 助 対 象 範 囲 地方債の元金償還額 

補 助 団 体 数 ４ 補助事業実施者 市町 

所 管 課 環境部循環型社会課 

指 摘 事 項 ○検査職員が指定されていなかった。 
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補 助 金 名 ⑫産業廃棄物処理業者情報公開支援事業 ★ 創設年度 平成 15 年度

補 助 金 の 目 的 
㈳広島県産業廃棄物協会が実施する広島版電子マニフェストの普及活動

事業等への支援を通じて，業界の資質向上及び普及啓発を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／２以内 予 算 ／ 実 績 3,000 千円/2,300 千円 

補 助 対 象 範 囲 

①情報登録システムの説明会開催経費（講師謝金，旅費，会場借上料

等），システム用機器の購入経費の助成 

②不法投棄撤去活動等啓発活動経費（重機借上料，処分費，保険料，作

業用消耗品費等） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ㈳広島県産業廃棄物協会 

所 管 課 環境部産業廃棄物対策課 

○補助事業の実施に必要な経費が補助対象経費として明記されていな

い。 

○実績額の確認に当たって，支出の根拠資料等を確認しているが，一部

確認が不十分なものがあった。 

意 見 

＜補助事業者＞ 

○旅費額の算出を誤っているものがあった。 

○補助事業者が行う助成事業について， 

①助成額の算定において，端数処理を誤っているものがあった。 

②組合加盟企業を取りまとめて申し込んだ場合の取扱いが明確でなか

った。 

③申請期限を 2 月末としているが，周知が徹底されていなかった（3

月に 1件申請があったが，助成していない。）。 

○報償費として計上すべきものが使用料及び賃借料に，需用費として計

上すべきものが報償費として計上されていた。 

○団体の決算において，補助対象事業に係る収入の計上に誤りがあり，

また，計上科目に誤りがあった。 
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  【健康福祉局】 

補 助 金 名 ①産休等代替職員費補助金 創設年度 昭和 51 年度

補 助 金 の 目 的 
児童福祉施設等の職員が産休等を取得する場合の代替職員を任用する費

用を補助する。 

補 助 要 件 事前の任用承認 

補 助 率 
１０／１０ 

（上限額：基準額×基準日数）
予 算 ／ 実 績 20,849 千円/20,532 千円

補 助 対 象 範 囲 人件費（賃金） 

補 助 団 体 数 ３１ 補助事業実施者 市町，社会福祉法人等 

所 管 課 総務管理部こども家庭課 

指 摘 事 項 ○申請期限を翌年度（平成 22 年 4 月 2日）に設定していた。 

意 見 
○補助額の基礎単価が日額でしか定められておらず，時間給の取扱いが

明確にされていない。 

 

補 助 金 名 ②民生委員児童委員研修等事業費補助金 創設年度 昭和 52 年度

補 助 金 の 目 的 
広島県民生委員児童委員協議会が行う研修事業等への支援を通じて，民

生委員・児童委員の活動強化を推進する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 定額 予 算 ／ 実 績 2,671 千円/2,671 千円 

補 助 対 象 範 囲 

各種研修会の開催経費（講師謝金，会場借上料等），地域単位の協議会

等への助成，機関紙の発行，全国ブロック大会等への参加経費（旅費

等），テレビＣＭ放映経費 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島県民生委員児童委員協議会 

所 管 課 社会福祉部地域福祉課 

意 見 
○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 

 

補 助 金 名 ③看護師等養成所運営費補助金 創設年度 昭和 50 年度

補 助 金 の 目 的 看護師等養成所の運営経費を補助する。 

補 助 要 件 
厚生労働大臣の指定を受けた助産師養成所・看護師養成所，知事の指定

を受けた准看護師養成所 

補 助 率 
１０/１０又は９/１０ 

（上限額：基準額×生徒数等）
予 算 ／ 実 績 149,441 千円/16,234 千円

補 助 対 象 範 囲 
人件費（教員・事務職員給与費），教材経費（臨床実習費等，実習施設

への謝金，委託料等），その他運営経費（印刷製本費，消耗品費等） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島県厚生農業協同組合連合会 

所 管 課 保健医療部医務課 

意 見 

○申請書提出から県の交付決定まで時間を要しているものがあった。 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 
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補 助 金 名 ④広島県プラチナ世代支援協議会事業負担金 創設年度 平成 21 年度

補 助 金 の 目 的 

広島県プラチナ世代支援協議会が行うプラチナ世代（おおむね 55 歳以

上）の社会参画促進事業等への支援を通じて，高齢者一人ひとりが地域

の担い手として活躍できる環境づくりを行う。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 14,477 千円/13,240 千円

補 助 対 象 範 囲 

協議会の運営経費（報酬，資料代等），推進員の設置経費（報償費

等），参加祭の開催経費（会場借上料，設営料等），ホームページの運

営経費（コンテンツ作成費）など 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島県プラチナ世代支援協議会 

所 管 課 社会福祉部高齢者支援課 

 

補 助 金 名 ⑤法人等借入金利子補助金＜利子補給＞ 創設年度 昭和 46 年度

補 助 金 の 目 的 
社会福祉法人等が社会福祉施設を整備するために借り入れた資金に係る

償還利子の一部を助成する。 

補 助 要 件 障害者施設の創設又は増築・増改築，社会福祉施設の改築・修繕等 

補 助 率 
Ｈ11 以前：利子の 3/4 以内 

Ｈ11 以降：1.15％を超える利子 
予 算 ／ 実 績 14,307 千円/13,799 千円

補 助 対 象 範 囲 社会福祉施設等の改築等のために借り入れた資金に対する利子補給 

補 助 団 体 数 ５５ 補助事業実施者 社会福祉法人 

所 管 課 社会福祉部地域福祉課 

指 摘 事 項 

○定められた申請期限を過ぎて申請書の提出を受けていたものがあっ

た。 

○申請書提出から県の交付決定まで時間を要しているものがあった。 

 

補 助 金 名 ⑥助産師緊急確保対策事業 創設年度 平成 21 年度

補 助 金 の 目 的 
助産師資格の取得のため，看護師を助産師養成施設へ派遣する場合の代

替職員を任用する費用を補助する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 
１／２ 

（上限額：年 1,275 千円/人）
予 算 ／ 実 績 12,750 千円/9,899 千円 

補 助 対 象 範 囲 人件費（給料等，諸手当，社会保険料等） 

補 助 団 体 数 ５ 補助事業実施者 市町，医療法人 

所 管 課 保健医療部医務課 

意 見 
○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 
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補 助 金 名 ⑦産科医緊急確保促進事業 創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
地域周産期母子医療センター※において周産期医療を担う若手医師の研

究・研修経費を助成する。 

補 助 要 件 
大学医学部卒後５年目から 10 年目までの医師が行う研究・研修（選考

審査会により選考） 

補 助 率 
１０／１０ 

（上限額：在職月数×10 万円） 
予 算 ／ 実 績 9,600 千円/7,136 千円 

補 助 対 象 範 囲 
研究経費（図書購入費，医療器具購入費等），学会等発表経費（学会加

入負担金，旅費等） 

補 助 団 体 数 １０ 補助事業実施者 医師（個人） 

所 管 課 保健医療部医療政策課 

指 摘 事 項 
○要綱第 8 条で定められた変更基準に該当する変更が行われていたが，

変更手続が行われていなかった（ 大 81.8％減）。 

  ※ 周産期母子医療センターとは，周産期（妊娠後期から新生児早期までの出産にまつわる時期）に，母体，
胎児，新生児を総合的に管理し，妊娠の異常，分娩期の異常，胎児・新生児の異常に適切に対処するため
専門医療を行う施設（総合・地域周産期母子医療センターとして，県内で 9施設が整備されている） 

 

補 助 金 名 ⑧院内保育所運営費補助金 創設年度 昭和 49 年度

補 助 金 の 目 的 医療施設の院内保育所の運営経費を補助する。 

補 助 要 件 
保育料として児童１人当たり平均１万円以上徴収し，かつ，保育児童が

１人以上であること，保育士等職員が２人以上であること 

補 助 率 

２／３以内 

（上限額：基準額×負担能

力指数による調整率） 

予 算 ／ 実 績 42,663 千円/5,839 千円 

補 助 対 象 範 囲 人件費（給料，諸手当等） 

補 助 団 体 数 ４ 補助事業実施者 医療法人 

所 管 課 保健医療部医務課 

意 見 

○申請書提出から県の交付決定まで時間を要しているものがあった。 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 
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補 助 金 名 ⑨心身障害者等歯科診療確保事業 創設年度 平成 17 年度

補 助 金 の 目 的 心身障害者及び休日歯科診療に係る運営経費を補助する。 

補 助 要 件 
県が認めた団体が口腔保健センター等で行う心身障害者の歯科診療，休

日における歯科診療に対し助成する。 

補 助 率 
１／２又は１／３ 

（上限額：基準額×日数×補助率）
予 算 ／ 実 績 7,682 千円/7,656 千円 

補 助 対 象 範 囲 
人件費，診療経費（薬品費，診療材料費，光熱水費等），研修費（図書

購入費等） 

補 助 団 体 数 ６ 補助事業実施者 尾道市，医療機関 

所 管 課 保健医療部医療政策課 

意 見 

○総事業費から控除する「寄附金その他収入額」の定義が明確にされて

いない。 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 

 

補 助 金 名 
⑩助産師外来支援モデル事業 

（地域医療安心確保事業） 
創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 助産師外来を開設しようとする産科医療機関の取組を支援する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 
１０／１０ 

（上限額 552 千円） 
予 算 ／ 実 績 1,935 千円/929 千円 

補 助 対 象 範 囲 

県外先進施設への研修・視察経費（旅費），院内講習会・セミナー等の

開催経費（講師謝金，旅費），ポスター・リーフレットの作成経費（印

刷製本費） 

補 助 団 体 数 ２ 補助事業実施者 尾道市，医療法人 

所 管 課 保健医療部医療政策課 

意 見 

○総事業費から控除する「寄附金その他収入額」の定義が明確にされて

いない。 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 

 

補 助 金 名 
⑪周産期オープン病院化支援事業 

（地域医療安心確保事業） 
創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
地域の中核的産科医療機関等が行う周産期医療施設のオープンシステム
※を導入する取組を支援する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 3,000 千円/0 千円 

補 助 対 象 範 囲 
オープン病院と地域の診療所等との連携推進会議の運営経費（委員・講

師謝金，旅費，印刷製本費等）など 

補 助 団 体 数 実績なし 補助事業実施者 － 

所 管 課 保健医療部医療政策課 

※ 「周産期オープンシステム」とは，健診は住まいの近くの産婦人科で受けて，分娩は，その産婦人科

と連携している設備や専門的態勢の整った病院で行うシステム 
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補 助 金 名 
⑫魅力ある臨床研修プログラム構築支援補助金

（地域医療安心確保事業） 
創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
複数の医療機関の連携による臨床研修プログラムの構築に向けた取組を

支援する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 
１０／１０ 

（上限額：1500 千円/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 
予 算 ／ 実 績 3,000 千円/796 千円 

補 助 対 象 範 囲 
プログラム策定に係る委員会の開催経費（報償費，旅費，食糧費等），

プログラムに係る募集コンテンツの作成経費（委託料） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者
小児科医育成臨床研修プログラム運

営委員会 

所 管 課 保健医療部医療政策課 

 

補 助 金 名 ⑬歯科衛生士養成事業補助金 創設年度 昭和 32 年度

補 助 金 の 目 的 
㈳広島県歯科医師会が運営する広島高等歯科衛生士専門学校への支援を

通じて，歯科衛生士の養成の確保を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 定額 予 算 ／ 実 績 6,000 千円/6,000 千円 

補 助 対 象 範 囲 
実習等教育経費（講師謝礼金，実習材料費，介護実習委託費等），事務

経費（人件費，広報費等），施設維持経費（土地賃借料，光熱水費等）

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ㈳広島県歯科医師会 

所 管 課 保健医療部医務課 

意 見 

○申請書提出から県の交付決定まで時間を要しているものがあった。 

○高額な機器等を購入する可能性があるにもかかわらず，補助金による

取得財産の処分制限に係る規定が設けられていない。 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 

 

補 助 金 名 ⑭介護保険サービス苦情処理体制推進事業 ★ 創設年度 平成 12 年度

補 助 金 の 目 的 
広島県国民健康保険団体連合会が行う介護保険関係の苦情処理業務への

支援を通じて，介護保険制度の円滑な実施に資する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 5,614 千円/5,614 千円 

補 助 対 象 範 囲 
担当職員の配置経費（人件費，旅費等），事例集等の作成経費（印刷製

本費，旅費等） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島県国民健康保険団体連合会 

所 管 課 社会福祉部介護保険課 

○総事業費から控除する「寄附金その他収入額」の定義が明確にされて

いない。 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 意 見 

＜補助事業者＞ 

○決算（見込）額と異なる額を実績額（予算に合わせて減額した額）と

して報告していた。 
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補 助 金 名 ⑮特別へき地巡回診療船運営補助金 創設年度 昭和 38 年度

補 助 金 の 目 的 

（社福）恩賜財団済生会が行う巡回診療船による診療・検診等への支援

を通じて，離島等における住民の医療の確保を図る（岡山県，香川県，

愛媛県と，同額を補助）。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 
１０／１０ 

（上限額 5,500 千円） 
予 算 ／ 実 績 5,500 千円/5,500 千円 

補 助 対 象 範 囲 診療船の運行経費（船員等の人件費，燃料費，船舶保険料等） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 （社福）恩賜財団済生会 

所 管 課 保健医療部医療政策課 

指 摘 事 項 
○補助額に影響はなかったが，補助対象外経費が補助対象経費として計

上されていた（診療事業費）。 

意 見 

○総事業費から控除する「寄附金その他収入額」の定義が明確にされて

いない。 

○補助対象経費に古い用語（暫定手当）が用いられているとともに，明

確になっていない経費区分（雑費）がある。 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 

 

補 助 金 名 ⑯圏域地域保健対策事業 創設年度 平成 9年度

補 助 金 の 目 的 
地域保健対策協議会が行う調査・研究事業に対する支援を通じて，二次

保健医療圏内の保健・医療・福祉の推進に資する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 
１／２ 

（上限額：600～950 千円）
予 算 ／ 実 績 5,410 千円/5,410 千円 

補 助 対 象 範 囲 
広島県保健医療計画に係る調査研究経費（謝金，旅費，委託料等），協

議会の運営経費（報酬，資料費，通信運搬費，負担金等） 

補 助 団 体 数 ８ 補助事業実施者 地域保健対策協議会 

所 管 課 保健医療部医療政策課 

意 見 
○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 

 

補 助 金 名 
⑰公衆浴場施設整備資金利子補給費補助金＜利

子補給＞ 
創設年度 昭和 48 年度

補 助 金 の 目 的 
公衆浴場経営者が施設整備のために借り入れた資金に係る償還利子の一

部を助成することにより，一般公衆浴場の経営の安定に資する。 

補 助 要 件 １日当たりの入浴人員が 350 人以下の一般公衆浴場 

補 助 率 １/３（上限額 100 万円） 予 算 ／ 実 績 4,972 千円/4,997 千円 

補 助 対 象 範 囲 設備整備のために借り入れた資金に対する利子補給 

補 助 団 体 数 １４ 補助事業実施者 公衆浴場経営者 

所 管 課 保健医療部食品生活衛生課 

意 見 

○借入残高が 100 万円未満となった場合には補助対象外とすることにな

っているが，複数回の借入がある場合の取扱いが明確にされていな

い。 
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補 助 金 名 ⑱公衆浴場設備改善補助金 創設年度 昭和 50 年度

補 助 金 の 目 的 
公衆浴場の給湯用ボイラー等の設備の新設・更新に対する市町の取組に

対して助成することにより，一般公衆浴場の経営の安定に資する。 

補 助 要 件 
・１日当たりの入浴人員が 350 人以下の一般公衆浴場 

・前年において事前協議を行っていること（１月から 12 月分が対象） 

補 助 率 
１/２（給湯ボイラー等品

目による上限額を設定） 
予 算 ／ 実 績 4,709 千円/3,245 千円 

補 助 対 象 範 囲 補助金（給湯用ボイラー，ろ過機等の新設・更新経費の 1/2 補助） 

補 助 団 体 数 ３ 補助事業実施者 （市町間接補助）公衆浴場経営者 

所 管 課 保健医療部食品生活衛生課 

意 見 

○間接補助者である市町に対し要綱の準則を示しているが，高額な機器

等を購入する可能性があるにもかかわらず，取得財産の処分制限に係

る規定が設けられていない。 

 

補 助 金 名 ⑲広島県臓器移植連絡調整者設置事業補助金 創設年度 平成 7年度

補 助 金 の 目 的 
広島県臓器移植連絡調整者を設置する㈶ひろしまドナーバンクへの支援

を通じて，臓器移植の普及啓発及び円滑な実施を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 4,000 千円/4,000 千円 

補 助 対 象 範 囲 

広島県移植コーディネータの人件費，出前講座等普及啓発経費，医療機

関の体制整備指導経費（パソコン借上料等），関係機関との連絡調整，

臓器提供発生時の提供意思確認・摘出臓器の搬送手配等に要する経費

（通信運搬費，燃料代等） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ㈶ひろしまドナーバンク 

所 管 課 保健医療部医療政策課 

指 摘 事 項 

○補助額には影響がなかったが，補助対象経費であるコーディネーター

の活動経費を補助対象外経費としていた（人件費のみを対象に交

付）。 

○補助額には影響がなかったが，総事業費から控除する収入額に法人内

部の事業費補てん額（一般会計からの繰入）を含めていた。 

意 見 

○総事業費から控除する「寄附金その他収入額」の定義が明確にされて

いない。 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 
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補 助 金 名 
⑳地域がん登録システム推進事業（広島県医師

会腫瘍登録事業費補助金） 
創設年度 平成 4年度

補 助 金 の 目 的 
広島県医師会が行う腫瘍登録事業への支援を通じて，がん対策の基礎資

料とする。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 4,000 千円/4,000 千円 

補 助 対 象 範 囲 人件費，データの入力・整理経費（賃金，報告書作成費等）など 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ㈳広島県医師会 

所 管 課 保健医療部医療政策課 

意 見 

○総事業費から控除する「寄附金その他収入額」の定義が明確にされて

いない。 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 

 

補 助 金 名 ○21社会福祉施設経営指導員設置事業 創設年度 平成 2年度

補 助 金 の 目 的 
広島県社会福祉協議会が行う法人・施設の経営に係る専門的指導等に対

する支援を通じて，社会福祉施設運営の質的向上に資する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 3,615 千円/3,615 千円 

補 助 対 象 範 囲 
施設経営等の指導助言等に要する経費（人件費，報償費，消耗品費，通

信運搬費等） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島県社会福祉協議会 

所 管 課 社会福祉部地域福祉課 

指 摘 事 項 
○補助額に影響はなかったが，補助対象外経費が補助対象経費として計

上されているものがあった（租税公課費）。 

意 見 
○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 

 

補 助 金 名 ○22広島県児童養護施設入所児童学習指導促進事業 創設年度 平成 2年度

補 助 金 の 目 的 
児童養護施設の児童に対する学習指導への支援を通じて，児童養護施設

入所児童の進学促進を図る。 

補 助 要 件 小学校４年生から小学校６年生までを対象とした学習指導 

補 助 率 
１０／１０ 

（上限額：基準額×実施月数） 
予 算 ／ 実 績 3,510 千円/3,172 千円 

補 助 対 象 範 囲 学習指導員の人件費，参考書等教材の購入経費 

補 助 団 体 数 ９ 補助事業実施者 児童養護施設 

所 管 課 総務管理部こども家庭課 

意 見 

○申請期限を年度当初に設定しているため，年度中途で新たに補助事業

を開始する場合には，期限を経過して申請せざるを得ない状況となっ

ていた。 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 
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補 助 金 名 ○23広島県被災者生活再建支援補助金 創設年度 平成 12 年度

補 助 金 の 目 的 
被災者生活再建支援法による支援が受けられる被害と同等の被害を受け

ながら，同法の支援を受けられない者に対して生活の再建を支援する。

補 助 要 件 

県内で法が適用される市町が１以上の自然災害であること，法が適用さ

れない市町の区域に係る自然災害によって住宅が全壊等した世帯である

こと，市町が県と同様の制度に基づき支援を行うこと 

補 助 率 
定額 

（上限額 1,500 千円） 
予 算 ／ 実 績 3,000 千円/0 千円 

補 助 対 象 範 囲 基礎支援補助金，加算支援補助金（住宅を再建等した場合） 

補 助 団 体 数 実績なし 補助事業実施者 － 

所 管 課 総務管理部健康福祉総務課 

 

補 助 金 名 ○24広島県医療費適正化対策推進事業補助金 ★ 創設年度 平成 13 年度

補 助 金 の 目 的 
広島県国民健康保険団体連合会が行う国民健康保険に係るデータ集計等

事業への支援を通じて，国民健康保険事業の運営の適正化を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 2,800 千円/2,800 千円 

補 助 対 象 範 囲 事業月報・年報の集計経費（入力作業の委託料，システム保守料） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島県国民健康保険団体連合会 

所 管 課 保健医療部医療保険課 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 

意 見 ＜補助事業者＞ 

○明確なルールがないまま，システム管理経費として人件費の一定割合

が実績額として計上されていた。 

 

補 助 金 名 ○25精神障害者社会適応訓練委託事業交付金 創設年度 平成 18 年度

補 助 金 の 目 的 
精神障害者に対する社会適応訓練委託事業を実施している市町に対し交

付金を交付する。 

補 助 要 件 県から権限移譲を受けた市町 

補 助 率 
１０／１０ 

（上限額：480 千円/１人）
予 算 ／ 実 績 2,736 千円/162 千円 

補 助 対 象 範 囲 協力事業所への委託経費 

補 助 団 体 数 ２ 補助事業実施者 市町 

所 管 課 保健医療部健康対策課 

意 見 

○申請書提出から県の交付決定まで時間を要しているものがあった。 

○実績額の確認に当たって，支出の根拠資料等を確認しているが，一部

確認が不十分なものがあった。 
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補 助 金 名 
○26地域保健活動育成費（医学関係学会・研究会

等補助） 
創設年度 昭和 57 年度

補 助 金 の 目 的 
医療関係者による学術・研究発表会に対する助成を通じて，医療水準の

確保と向上を図る。 

補 助 要 件 
おおむね 50 人以上が参加すること，大学の教官・教育機関の長等が実

施責任者となっていること 

補 助 率 定額 予 算 ／ 実 績 2,500 千円/2,500 千円 

補 助 対 象 範 囲 学会等の開催経費（謝金，印刷製本費，会場借上料，通信運搬費等） 

補 助 団 体 数 １９ 補助事業実施者 任意の学術・研究団体 

所 管 課 保健医療部医務課 

意 見 
○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 

 

補 助 金 名 ○27老人医療公費負担事業（県制度分） 創設年度 昭和 46 年度

補 助 金 の 目 的 市町が実施する老人医療費公費負担事業に対して助成する。 

補 助 要 件 
年齢，居住地，医療保険被保険加入者，所得制限の要件を満たす者がい

る市町 

補 助 率 
①助成医療費：4/10～3/4 

②施行事務費：4/10，1/2 
予 算 ／ 実 績 1,709 千円/2,540 千円 

補 助 対 象 範 囲 

①医療費用額と医療保険給付額との差額を負担した額 

②事務打合会への出席・関係機関との事務連絡に要する経費（旅費，消

耗品費，通信運搬費等），医療費審査に係る委託経費 

補 助 団 体 数 １８ 補助事業実施者 市町 

所 管 課 社会福祉部高齢者支援課 

意 見 
○総事業費から控除する「寄附金その他収入額」の定義が明確にされて

いない。 

 

補 助 金 名 ○28措置入院患者入院協力事業補助金 創設年度 平成 5年度

補 助 金 の 目 的 
措置入院に協力する広島県精神科病院協会への支援を通じて，措置入院

者の迅速な入院と良好な処遇を確保する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 定額 予 算 ／ 実 績 1,604 千円/1,284 千円 

補 助 対 象 範 囲 措置入院者の入院に係る指定病院への助成金 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島県精神科病院協会 

所 管 課 保健医療部健康対策課 

意 見 
○総事業費から控除する「寄附金その他収入額」の定義が明確にされて

いない。 
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補 助 金 名 ○29生活衛生営業振興支援事業 ★ 創設年度 平成 12 年度

補 助 金 の 目 的 
㈶広島県生活衛生営業指導センターが行う経営力の強化に係る事業等へ

の支援を通じて，生活衛生関係営業の経営の合理化・健全化等を図る。

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 1,437 千円/1,437 千円 

補 助 対 象 範 囲 

人材開発・経営能力の強化に係る講習会等の開催経費（報償費，会場借

上料，印刷製本費等），ホームページの運営経費，生活衛生関係の業界

団体が行う技術研修経費への助成金 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ㈶広島県生活衛生営業指導センター

所 管 課 保健医療部食品生活衛生課 

○実績額の確認に当たって，支出の根拠資料等を確認しているが，一部

確認が不十分なものがあった。 

意 見 

＜補助事業者＞ 

○補助事業者が行う助成事業について，助成対象経費（助成を受ける側

の経費）を総事業費として計上するとともに，助成対象経費と助成額

との差額を寄附金その他収入としていた。 

○明確な計上ルールがないまま，消耗品費（コピー料）の実績額と異な

った額（減額）が計上されていた。 

 

補 助 金 名 ○30歯科衛生士活用推進事業補助金 創設年度 平成 4年度

補 助 金 の 目 的 
㈳広島県歯科衛生士会が行う歯科衛生士の研修事業，就労促進事業等へ

の支援を通じて，地域の歯科衛生士の活用を推進する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 1,000 千円/1,000 千円 

補 助 対 象 範 囲 

人材育成研修等の開催経費（報償費，会場借上料，印刷製本費等），未

就職者の就労に係るホームページの保守管理経費，職業紹介に要する経

費（相談者の人件費，事務所賃借料，通信費等） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ㈳広島県歯科衛生士会 

所 管 課 保健医療部医務課 

意 見 

○申請書提出から県の交付決定まで時間を要しているものがあった。 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 

 

補 助 金 名 ○31ふれあい基金造成事業補助金 創設年度 昭和 61 年度

補 助 金 の 目 的 
県が県民から受けた寄附金を広島県社会福祉協議会の「ふれあい基金」

に造成し，交通遺児就学奨励金給付事業の原資とする。 

補 助 要 件 交通遺児就学奨励基金に積立てすること 

補 助 率 １０／１０ 予 算 ／ 実 績 8,000 千円/4,435 千円 

補 助 対 象 範 囲 積立金 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島県社会福祉協議会 

所 管 課 社会福祉部地域福祉課 

意 見 
○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 
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  【商工労働局】 

補 助 金 名 ①高年齢者就業支援事業       ★ 創設年度 平成 8 年度

補 助 金 の 目 的 

（社）広島県シルバ－人材センタ－連合会が実施する県内における各

シルバ－人材センタ－の相互の健全な発展を図る事業等への支援を通

じ，高年齢者の雇用・就業機会の確保とその能力の積極的活用を図

る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 定額 予算／実績 10,000 千円／10,000 千円 

補 助 対 象 範 囲 
・管理費（人件費，光熱水費など） 

・事業費（謝金，旅費，消耗品費，印刷製本費，役務費など） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 （社）広島県シルバ－人材センタ－連合会

所 管 課 総務管理部雇用人材確保課 

指 摘 事 項 
○補助額には影響がないが，運営費，事業費に補助対象外経費（委託

費，負担金など）が含まれていた。 

○提出された実績報告額について，支出証拠書類等との確認が行われて

おらず，実績確認が十分でなかった。 

意 見 
＜補助事業者＞ 

○事業費の中に，人件費が混在して計上されていた。 

○明確なル－ルがないまま，光熱水費，賃料の実績額と異なった額（減

額）が計上されていた。 

 

補 助 金 名 
②知的財産創造・活用総合支援事業 

 （特許情報活用支援事業） 
創設年度 平成 15 年度

補 助 金 の 目 的 

広島県知的所有権センタ－（特許庁認可）が行う事業への支援を通じ

て，地域中小企業等の知的財産権を活用した技術開発，事業化を推進

する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 10／10（一部 1／2） 予算／実績 2,969 千円／2,503 千円 

補 助 対 象 範 囲 
○特許情報活用支援アドバイザ－の活動経費（旅費，資料印刷経費，賃金など） 

○インタ－ネット運営経費（端末機のリ－ス・保守経費など） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者
（社）発明協会広島県支部 

（広島県知的所有権センタ－） 

所 管 課 産業振興部産業技術課 
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補 助 金 名 ③地域中小企業支援センター事業 創設年度 平成 12 年度

補 助 金 の 目 的 

中小企業者等の創業や経営革新等に係る課題解決や，地域の特性に応

じた新事業活動を支援する拠点である地域中小企業支援センター※へ

の支援を通じて，地域の振興と活性化を図る。 
（※ 商工会議所法及び商工会法で規定する商工会議所，商工会又は県商工会連合会

のうち，知事が認めるもの） 

補 助 要 件 － 

補 助 率 ２／３以内 予算／実績 24,872 千円／24,763 千円 

補 助 対 象 範 囲 

・創業・経営革新のための指導，助言経費（ｺｰﾃﾞｨﾈ-ﾀ-謝金，旅費など） 

・新事業創出促進活動経費（相談窓口に係る経費（専門家謝金・旅

費），ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ-派遣経費，ｾﾐﾅ-開催経費など） 

補 助 団 体 数 ５ 補助事業実施者 地域中小企業支援センタ－ 

所 管 課 産業振興部新産業課 

 

補 助 金 名 
④ひろしま産業創生補助金 

 （ベンチャ－枠） 
創設年度 平成 17 年度

補 助 金 の 目 的 
創業者や新規事業展開に取り組む中小企業者等が行う新商品・新技術

開発等を支援し，県内産業の活力を創出する。 

補 助 要 件 

県内に本店又は主たる事務所を有する中小企業者のうち， 

①事業を開始した日以後の期間が 7 年未満の個人，又は設立の日以後

の期間が 7年未満の会社 

②①以外の個人又は会社で，前年又は前事業年度における売上高が

10 億円以下のもの 

補 助 率 
２／３以内 

（上限額 4,000 千円） 
予算／実績 24,000 千円／23,082 千円 

補 助 対 象 範 囲 

○原材料及び副資材の購入に要する経費 

○機械装置又は工具器具の購入，試作，改善，据付，借用，修繕に要

する経費 

○直接人件費    など 

補 助 団 体 数 ８ 補助事業実施者 企業等民間団体 

所 管 課 産業振興部新産業課 

 

補 助 金 名 ⑤産業支援サ－ビス業活性化支援事業 創設年度 平成 21 年度

補 助 金 の 目 的 
産業支援サ－ビス業拠点施設「ビジネスベ－スひろしま」で行う事業

への支援を通じて，県内産業支援サ－ビス業の集積を促進する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 
１／４ 

（上限額 500 千円） 
予算／実績 1,000 千円／実績なし 

補 助 対 象 範 囲 交流会，研究会等開催経費 

補 助 団 体 数 実績なし 補助事業実施者 － 

所 管 課 産業振興部新産業課 
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補 助 金 名 ⑥新産業創出促進事業 創設年度 平成 19 年度

補 助 金 の 目 的 

産学官で構成する「広島県環境関連産業創出推進協議会」が行う研究

活動への支援を通じて，環境分野における革新的な技術の開発，事業

化及び製品化等を推進する。 

補 助 要 件 
広島県環境関連産業創出推進協議会内に設置する「ひろしま環境ビジ

ネス研究会」の研究グル－プが行うものであること 

補 助 率 
①１／２（上限額 100 千円） 

②１０／１０（上限額 500 千円）
予算／実績 1,876 千円／1,342 千円 

補 助 対 象 範 囲 

①研究活動の運営経費に対するもの 

研修会費（講師謝金，旅費），市場調査費，知的財産管理費など

②試作品の作成や予備試験・実証試験等に対するもの 

 原材料費，機械装置・工具器具費，外注委託費，分析費など 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 広島県環境関連産業創出推進協議会 

所 管 課 産業振興部新産業課 

 

補 助 金 名 
⑦研究開発型ベンチャ－企業誘致事業 

（ﾍﾞﾝﾁｬ-ｵﾌｨｽ（ﾍﾞﾞﾝﾁｬ-ﾋﾞﾚｯｼﾞひろしま）提供事業） 
創設年度 平成 15 年度

補 助 金 の 目 的 
県外ﾍﾞﾝﾁｬ-企業等に，県内活動の拠点として「ﾍﾞﾞﾝﾁｬ-ﾋﾞﾚｯｼﾞひろし

ま」を提供することにより，本県における事業化の促進を図る。 

補 助 要 件 

・県内で事業化し，成長が見込まれるビジネスプランであること 

・入居時に，県内に活動拠点がないこと 

・県内企業との連携や県内経営資源の活用が図れること 

補 助 率 １０／１０ 予算／実績 5,460 千円／4,965 千円 

補 助 対 象 範 囲 賃料 1年間分（有料化企業を除く） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 企業等民間団体 

所 管 課 産業振興部新産業課 

 

補 助 金 名 
⑧広島県過疎地域小規模企業活動支援モデル

事業 
創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
商品・サービス開発及び販路開拓を通じ，過疎地域の農林漁業連携，

地場産品活用，観光資源活用など地域振興を図る。 

補 助 要 件 
本社又は事業所所在地が過疎地域にあり，経営革新意欲のある小規模

事業者（個人事業，ＮＰＯ含む）が行うもの 

補 助 率 
１／２以内 

（上限額 1,000 千円） 
予算／実績 5,000 千円／3,485 千円 

補 助 対 象 範 囲 

・新商品の開発事業（専門家謝金，試作・開発費（原材料費，機械装

置等借上料，技術コンサルタント料など））など） 

・販路開拓事業(展示会等への参加，市場調査，広告費など) 

補 助 団 体 数 ４ 補助事業実施者 企業等民間団体 

所 管 課 産業振興部経営支援課 
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補 助 金 名 ⑨中小企業連携組織対策事業     ★ 創設年度 昭和 31 年度

補 助 金 の 目 的 
広島県中小企業団体中央会※が行う事業への支援を通じて，中小企業

者の連携を促進し，経営の安定化・発展など中小企業の振興を図る。
（※中小企業等協同組合法に基づき，各都道府県毎に設立された特別法人） 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０（一部２／３） 予算／実績 17,000 千円／16,700 千円 

補 助 対 象 範 囲 

・組合等が抱える課題解決に向けた専門家等を活用した支援経費 

 （専門家謝金・旅費，会議開催経費など） 

・調査研究や先進事例等の情報・資料提供に要する経費 

（情報誌の発行経費，印刷費，専門家謝金・旅費など） 

・その他 

 （研修会参加経費，研究会開催経費，備品借用料，事務所賃借料など） など  

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島県中小企業団体中央会 

所 管 課 産業振興部経営支援課 

○提出された実績報告額について,支出証拠書類等との確認が行われてお

らず，実績確認が十分でなかった。 

意 見 

＜補助事業者＞ 

○明確な計上ル－ルがないまま，賃借料の実績額と異なった額（減

額）が計上されていた。 

また，通信運搬費，消耗品費については予算額の一定割合が実績

額として計上されていた。 

○交通通信費として計上すべきものが，会議・資料代として計上され

ていた。 

○事業区分によっては補助対象経費として定められていない消耗品費

が計上されていた。 

 

補 助 金 名 ⑩商店街振興組合指導事業 創設年度 平成 3 年度 

補 助 金 の 目 的 
広島県商店街振興組合連合会※が行う商店街振興組合の運営等に関す

る指導や各種研修の実施への支援を通じて，商店街の活性化を図る。
（※商店街振興組合法に基づく特別法人） 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予算／実績 1,375 千円／1,375 千円 

補 助 対 象 範 囲 

・調査，指導，助言に要する経費（旅費，調査費など） 

・各種講習会，研修会に要する経費（講師謝金・旅費，会議開催経費など） 

・情報提供に要する経費（ホームペ－ジの作成・維持管理経費など） など 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島県商店街振興組合連合会 

所 管 課 産業振興部経営支援課 

指 摘 事 項 
○補助額に影響はなかったが，補助対象外経費が補助対象経費として計

上されていた（消費税及び地方消費税に係る控除税額，食糧費）。 

 



 80

 

補 助 金 名 ⑪広島県地場産業モノづくり力支援事業 創設年度 平成 19 年度

補 助 金 の 目 的 
県内地場産業の組合等が行う新商品の開発や販路開拓等目的とした事

業への支援を通じて，地場産業の振興と地域経済の活性化を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 
１／２以内 

（上限額 1,400 千円） 
予算／実績 1,400 千円／1,400 千円 

補 助 対 象 範 囲 
専門家等を活用して行う，高付加価値化商品・技術開発等に係る指

導・調査・研修（専門家謝金・旅費，デザイン料，調査研究費など）

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 事業協同組合 

所 管 課 産業振興部経営支援課 

 

補 助 金 名 ⑫貿易振興事業 創設年度 昭和 49 年度

補 助 金 の 目 的 
（独）日本貿易振興機構広島貿易情報センタ－の事業運営の支援を通

じて，本県の貿易の振興と産業の発展を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／２以内 予算／実績 8,480 千円／8,480 千円 

補 助 対 象 範 囲 事業運営費（人件費，管理費（事務費，借館料など）など） 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者
（独）日本貿易振興機構 

広島貿易情報センタ－ 

所 管 課 産業振興部企業立地課 

意 見 
○提出された実績報告額について,支出証拠書類等との確認が行われてお

らず，実績確認が十分でなかった。 

 

 

補 助 金 名 
⑬国際ビジネス推進事業 

（広島県外国企業事務所賃料補助金） 
創設年度 平成 18 年度

補 助 金 の 目 的 
外国企業の県内初の進出拠点設立への支援を通じて，外国企業の県内

進出を促進し，本県産業の活性化を図る。 

補 助 要 件 

・賃借する事務所において，販売・製造・市場調査・研究開発・業務

提携先の開拓などの業務が行われること 

・進出拠点の常用労働者 3 名以上（条件によっては 1 名）が，広島県

内に居住すること 

・1年以上業務が行われる予定であること       など 

補 助 率 １０／１０ 予算／実績 1,200 千円／210 千円 

補 助 対 象 範 囲 事務所賃借開始日の翌月から６か月分の事務所賃借料 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 民間企業 

所 管 課 産業振興部企業立地課 

意 見 
○実績報告書に添付して提出された書類では，十分な確認が行えないも

のがあった（常用労働者であることの確認）。 
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補 助 金 名 ⑭広島県観光事業振興補助金 創設年度 平成 4 年度 

補 助 金 の 目 的 
（社）広島県観光連盟の運営経費への支援を通じて，地域における観

光の振興と活性化を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 実績額 予算／実績 24,205 千円／23,755 千円 

補 助 対 象 範 囲 人件費 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 （社）広島県観光連盟 

所 管 課 産業振興部観光課 

 

補 助 金 名 
⑮ひろしま観光立県推進事業 

（キラリわが町観光推進事業） 
創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 

地域の特色ある観光資源を掘り起こし，オンリ－ワンの観光資源へと

ブラッシュアップする取組への支援を通じて，県内外からの観光客誘

致を促進し，県内における都市部と中山間地域との交流に資する。 

補 助 要 件 

・県内に主たる事業所を有するもの 

・市町，商工会議所，観光協会及び知事が認める団体 

 （又は，上記が構成員となる実行委員会，協議会等） 

補 助 率 １／２以内 予算／実績 6,000 千円／5,100 千円 

補 助 対 象 範 囲 

・事業計画策定・具体的方策検討に要する経費（専門家謝金，旅費，

事務費，モニタ－ツア－実施費など） 

・受入体制整備に要する経費（専門家謝金，委託料，施設改修費など） 

・報告書作成に要する経費(専門家謝金，旅費，事務費，委託費など)

補 助 団 体 数 ３ 補 助 事 業 実 施 者 市町，実行委員会 

所 管 課 産業振興部観光課 

意 見 

○補助対象及び補助対象外の両方に共通する経費がある場合に，どの範

囲が対象となるのかの考え方が明記されていない（広報経費，大会開

催経費）。 

○提出された実績報告額について,支出証拠書類等との確認が行われてお

らず，実績確認が十分でなかった。 

 

補 助 金 名 ⑯修学旅行誘致活動支援事業 創設年度 平成 18 年度

補 助 金 の 目 的 
将来のリピ－タ－に繋がる修学旅行生を誘致し，本県に親しみを感じ

てもらうことで，本県への更なる誘客を促進する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 
１／２以内 

（上限額 1,000 千円） 
予算／実績 1,000 千円／1,000 千円 

補 助 対 象 範 囲 
体験型修学旅行等に対応したＰＲツ－ルの作成経費 

(ホームペ－ジ修正経費，ガイドブック修正・印刷経費など) 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 広島県教育旅行誘致対策協議会 

所 管 課 産業振興部観光課 
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  【農林水産局】 

補 助 金 名 ①ハートフル農園支援事業 創設年度 平成 17 年度

補 助 金 の 目 的 
障害者に新たな就労の場を提供する農業生産法人等の支援により経営

強化と障害者就労を促進する。 

補 助 要 件 
・「ハートフル農園事業計画」を策定し，承認されること 

・補助対象の生産機械・施設等の耐用年数期間の障害者の就労 

補 助 率 
１／２以内 

（限度額 １千万円） 
予算／実績 15,000 千円／3,500 千円

補 助 対 象 範 囲 障害者の就労に必要な生産基盤，機械・施設等の整備 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 （市町間接補助）農業生産法人 

所 管 課 総務管理部農林水産総務課 

意 見 

○検査職員の指定時期が明確でなかった。[北部（本所）] 

○実施要領の運用で，補助金の交付条件として「取得した生産機械・施

設等の耐用年数期間以上の障害者就労を行うこと」とされているが，

実施要領で求める達成状況の報告は 5 年間と限定されているため，取

得した生産機械・施設等の耐用年数によっては，交付条件の遂行の確

認が不十分なものとなっている。 

 

補 助 金 名 ②集落法人経営強化支援事業      ★ 創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
県内の集落法人の連携強化及び経営安定と発展，法人化志向地区の法

人化に向けた取り組みを支援する。 

補 助 要 件 「集落法人経営強化支援計画」を策定し，承認されること 

補 助 率 定額 予算／実績 6,718 千円／6,718 千円 

補 助 対 象 範 囲 
経営課題に対応した研修・研究活動，経営の高度化に関する活動，集

落営農組織の法人化支援活動 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 広島県集落法人連絡協議会 

所 管 課 総務管理部農業活性化推進課 

指 摘 事 項 
○ 補助額に影響はなかったが，事業費の積み上げに計上漏れがあった

ため，事業実績額が誤っていた。（補助事業者への監査で判明） 

意 見 

○事業内容に変更を生じたため，「集落法人経営強化支援計画」の変更

承認は行われていたが，補助事業そのものの変更手続は行われていな

かった。 

○会場賃借料等を補助対象外経費としているが，この取扱いが明記され

ていない。 

 

補 助 金 名 ③ひろしまフ－ドフェスティバル開催事業 創設年度 平成 17 年度

補 助 金 の 目 的 
「食」をキ－ワ－ドにした広島の魅力を情報発信し，食文化の承継と

新たな食文化を創造，県内産業の活性化を図る。 

補 助 要 件 実行委員会（総会）での，事業計画等の承認を受けていること 

補 助 率 定額 予算／実績 12,500 千円／12,500 千円 

補 助 団 体 数 ひろしまフ－ドフェスティバル開催経費（設備費，運営費など） 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 ひろしまフ－ドフェスティバル実行委員会

所 管 課 農水産振興部農業技術課 
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補 助 金 名 
④農林水産物トレ－サビリティシステムモデル 

支援事業 
創設年度 平成 18 年度

補 助 金 の 目 的 
モデル的なトレ－サビリティシステム導入を支援し，消費者の県内農

畜産物に対する信頼の確保と消費の拡大を図る。 

補 助 要 件 
・「トレ－サビリティ導入支援事業実施計画」を策定し，承認されること 

・新規品目又は新たな手法に係るシステム導入 

補 助 率 １／２以内 予算／実績 4,800 千円／2,976 千円 

補 助 対 象 範 囲 システム機器（ソフトウェア，管理用パソコン，ＨＰ作成経費など）

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 （市町間接補助）生産者団体等 

所 管 課 農水産振興部農業技術課 

 

補 助 金 名 ⑤食育推進事業 創設年度 平成 19 年度

補 助 金 の 目 的 
県産品常設売場「ひろしま菜’Ｓ」の設置を通じて，安全・安心な県

内産農産物等を気軽に購入できる仕組みづくりを行う。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／２以内 予算／実績 5,300 千円／5,300 千円 

補 助 対 象 範 囲 県産品常設売場の什器・備品類設置経費，販促人件費，広報経費 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 ひろしま地産地消推進協議会 

所 管 課 農水産振興部農業技術課 

 

補 助 金 名 ⑥広島中部台地農業振興対策事業＜利子補給＞ 創設年度 平成 10 年度

補 助 金 の 目 的 
広島中部台地国営農業開発事業に係る入植農家が支払う農地造成負担

金償還利息の一部助成により早期に経営安定を図る。 

補 助 要 件 「入植農家営農促進事業実施計画」を策定し，承認されること 

補 助 率 1.4％ 予算／実績 2,490 千円／2,490 千円 

補 助 対 象 範 囲 農地造成負担金償還利息 

補 助 団 体 数 ２ 補 助 事 業 実 施 者 （市町間接補助）入植農家 

所 管 課 農水産振興部農業経営課 
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補 助 金 名 ⑦就農研修資金償還金助成事業 創設年度 平成 9年度

補 助 金 の 目 的 青年等の新規就農者を育成し，農内外からの就農促進を図る。 

補 助 要 件 

・39 歳以下の認定就農者又は 40 歳以上おおむね 45 歳以下の新規就

農候補者 

・一定施設での研修終了後，1 年以内に広島県内に就農し，5 年継続

して農業を行っている者で，県内で引き続き行おうとする者 など

補 助 率 ２／３以内 予算／実績 6,400 千円／6,400 千円 

補 助 対 象 範 囲 就農研修資金の償還金 

補 助 団 体 数 ４ 補 助 事 業 実 施 者
（市町間接補助） 

就農研修資金の借入者 

所 管 課 農水産振興部農業経営課 

指 摘 事 項 
○定められた申請期限を過ぎて，申請書の提出を受けていたものがあっ

た。 

意 見 

○申請書の提出から県の交付決定まで，時間を要しているものがあっ

た。 

なお，当該補助対象に関する助成計画書（前年度の 7 月末までに提

出）に対する審査も翌年度（７月）になって行われていた。 

 

補 助 金 名 
⑧園芸産地構造改革推進事業 

 （集落法人人材確保システム構築） 
創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
付加価値の高い園芸(野菜・果樹・花き)や畜産を経営の柱とした力強

い農業構造へ転換を図る。 

補 助 要 件 

・「園芸産地等構造改革計画」を策定し，承認を受けること 

・新規就農者数は，1人以上 

・経営高度化品目の経営面積が営業利益がおおむね 240 万円見込める

もの 

・新規就農者に支払う給与額がおおむね 240 万円のもの 

補 助 率 
10／10 以内かつ 

間接補助事業費の 1／2 以内 
予算／実績 22,372 千円／7,495 千円

補 助 対 象 範 囲 実践的研修を行うための施設・機械等整備 

補 助 団 体 数 ２ 補 助 事 業 実 施 者
（市町間接補助） 

株式会社，農事組合法人 

所 管 課 農水産振興部農業経営課 

指 摘 事 項 
○取得価額で算出すべきところを，リ－ス価額で算出していた（218 千円が過

大に支出）。[東部（尾道）] 

意 見 

○検査職員の指定時期が明確でなかった。[東部（本所）] 

○事務担当者と検査職員が同一であった。[東部（本所，尾道）] 

○実施要領で，改革計画の目標年度に達するまで提出される達成状況報

告書において，事業目標である人材に関する報告欄が設けられていな

いため，その達成状況が確認できない状況となっている。 
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補 助 金 名 
⑨園芸産地構造改革推進事業 

 （集落法人畜産導入） 
創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
付加価値の高い園芸(野菜・果樹・花き)や畜産を経営の柱とした力強

い農業構造へ転換を図る。 

補 助 要 件 

・「園芸産地等構造改革計画」を策定し，承認を受けること 

・30,000 千円以上の販売額増加が見込めるもの 

・繁殖雌牛導入にあっては，年度あたりの繁殖雌牛導入が 5 頭以上，

5 ヵ年で 50 頭以上となるもの 

補 助 率 

2／3 以内かつ 

間接補助事業費の 1／3 以内 

（政令指定都市は 1／3 以内かつ 

間接補助事業費の 1／6 以内） 

予算／実績 2,550 千円／3,056 千円 

補 助 対 象 範 囲 
広島牛の増頭に必要な機械・施設整備 

繁殖雌牛（妊娠牛）購入費 

補 助 団 体 数 ３ 補 助 事 業 実 施 者 （市町間接補助）農事組合法人 

所 管 課 農水産振興部畜産課 

指 摘 事 項 

○50 万円以上の機械・器具が購入されていたが，取得財産調書が提出さ

れていなかった。[北部]  

○検査職員が指定されていなかった。[北部] 

意 見 ○事務担当者と検査職員が同一であった。[西部] 

 

補 助 金 名 ⑩数量調整円滑化推進事業 創設年度 平成 18 年度

補 助 金 の 目 的 米穀の生産調整の円滑な推進を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 定額 予算／実績 41,820 千円／41,820 千円 

補 助 対 象 範 囲 
米の需給調整に係る生産調整実施者の確認，地域別需要量に関する情

報提供，推進指導に要する経費など 

補 助 団 体 数 ２３ 補 助 事 業 実 施 者
（市町間接補助） 

市町，地域協議会，農協 

所 管 課 農水産振興部農産課 

指 摘 事 項 
○職員の異動による検査職員の指定替が行われていなかった。 

[西部（東広島）]  

意 見 

○変更手続が必要な基準が定められていないが，事業内容（事業区分・

経費の使途など）が変更されているものがあった。 

[西部（広島，東広島），東部（尾道），北部] 

 また，事業費総額が大幅に変更（変更割合：約 70％の減額）している

ものがあった。[東部（尾道）]  

○事務担当者と検査職員が同一であった。[西部（呉，東広島），東部] 
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補 助 金 名 ⑪生産・流通・加工業連携販路開拓事業 創設年度 平成 21 年度

補 助 金 の 目 的 
流通・加工業者等のニ－ズに応じて，高収益作物の産地を形成するこ

とによる大ロットの生産・出荷体制の実現 

補 助 要 件 

・「園芸産地等構造改革計画」を策定し，承認を受けること 

＜県域ネットワ－ク＞ 

・対象：キャベツ及びアスパラガス 

・事業実施後，一定以上の面積を栽培すること     など 

＜地域ネットワ－ク＞ 

・対象：野菜（行動計画に定める推進品目（ｷｬﾍﾞﾂ，ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽは除

く）），果樹（ぶどう），花き 

・3 つ以上の担い手が連携した産地の取り組みであり，産地の販売額

が 3千万円増加すること              など 

補 助 率 

2／3 以内かつ 

間接補助事業費の 1／3 以内 

（政令指定都市は 1／3 以内かつ 

間接補助事業費の 1／6 以内） 

予算／実績

県域ﾈｯﾄﾜ-ｸ 

20,866 千円／1,142 千円 

地域ﾈｯﾄﾜ-ｸ 

5,800 千円／実績なし 

補 助 対 象 範 囲 栽培面積拡大に必要な設備等の整備（栽培用機械購入，潅水施設など） 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者
（市町間接補助） 

集落法人，農業生産法人など 

所 管 課 農水産振興部農産課 

意 見 
○検査職員の指定時期が明確でなかった。[東部（本所）] 

○事務担当者と検査職員が同一であった。[東部（本所）] 

 

補 助 金 名 
⑫「広島牛」広域後代検定推進事業 

 （優良雌子牛保留） 
創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
県の優秀種雄牛を父に持つ優良雌子牛の県内保留を推進し，雌牛群の

遺伝的能力のレベルアップを行い「新生広島牛群」を再構築する。 

補 助 要 件 

・県内の繁殖農家等が，繁殖を目的として三次子牛市場から導入，保

留すること 

・「勝白」「原平茂」が父牛であること（平成 22 年度から「沖茂金波」も対象） 

・ 導入・保留した日から起算して 3年間繁殖の用に供すること 

 など 

補 助 率 1 頭当たり 50 千円 予算／実績 1,500 千円／650 千円 

補 助 対 象 範 囲 生後 12 ヶ月齢以内の雌牛の購入経費 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 広島牛振興協議会 

所 管 課 農水産振興部畜産課 
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補 助 金 名 ⑬広島牛放牧推進モデル事業 創設年度 平成 21 年度

補 助 金 の 目 的 
林地里山等への広島牛（繁殖牛）放牧を促進し，広島牛の増頭と林地

里山等の再生を図る。 

補 助 要 件 実施計画書を作成し，承認を受けること 

補 助 率 １／２ 予算／実績 1,557 千円／346 千円 

補 助 対 象 範 囲 
・放牧牛管理組織の活動経費（会議費，牛の運搬経費など） 

・放牧基盤整備及び施設整備（伐採，電気牧柵整備など） 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 （市町間接補助）放牧管理組織 

所 管 課 農水産振興部畜産課 

指 摘 事 項 
○検査職員が指定されておらず，額の確定における検査調書が作成され

ていなかった。[西部] 

 

補 助 金 名 ⑭肉用子牛価格安定対策事業 創設年度 平成 2年度

補 助 金 の 目 的 
肉用子牛生産の安定その他食肉に係る畜産の健全な発達を図り，農業

経営の安定に資する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／４ 予算／実績 18,396 千円／18,598 千円 

補 助 対 象 範 囲 肉用子牛生産者積立金 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 社団法人広島県畜産協会 

所 管 課 農水産振興部畜産課 

 

補 助 金 名 ⑮漁場基盤改良事業 創設年度 平成 3年度

補 助 金 の 目 的 
海砂利の採取等によって効用が低下した漁場において，魚礁設置等の

漁場基盤の整備に努め，漁場の生産力の回復と向上を図る。 

補 助 要 件 事業計画書を策定し，承認を受けること 

補 助 率 ２／３以内 予算／実績 6,333 千円／6,333 千円 

補 助 対 象 範 囲 魚礁等設置経費 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 市町 

所 管 課 農水産振興部水産課 

指 摘 事 項 
○検査調書作成後に，検査職員の指定が行われていた。 

[東部（本所）] 

意 見 ○事務担当者と検査職員が同一であった。[東部（本所）] 

 



 88

 

補 助 金 名 ⑯広島かき販売対策事業 創設年度 平成 20 年度

補 助 金 の 目 的 
広島かきの販売力を強化し，消費者ニ－ズに応えた安全安心な広島か

きの安定供給体制の構築を図る 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／２以内 予算／実績 1,395 千円／1,395 千円 

補助事業の名称 販売協議会の開催経費，販売対策に必要な調査経費 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 広島県漁業協同組合連合会 

所 管 課 農水産振興部水産課 

意 見 

○変更手続が必要な基準が定められていないが，事業区分間で経費が大

幅に変更していた（変更割合：減は約 70％，増は 348％）。 

○落丁した活動報告書のままで，事業実績の確認を行っていた。 

 

補 助 金 名 ⑰漁業経営安定対策事業 創設年度 昭和 49 年度

補 助 金 の 目 的 
漁業共済の赤潮特約掛金の一部を助成することにより，養殖被害の救

済を図り，漁業経営の安定を図る  

補 助 要 件 
通常の漁業共済（養殖共済）では対象とされない異常な赤潮による損

害の補填を可能にする特約制度に係る掛金 

補 助 率 １／３以内 予算／実績 19,621 千円／17,709 千円 

補 助 対 象 範 囲 漁業共済の赤潮特約掛金 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 広島県漁業共済組合 

所 管 課 農水産振興部水産課 

 

補 助 金 名 
⑱漁業金融対策費       ＜利子補給＞

（漁業近代化資金融通対策事業） 
創設年度 昭和 46 年度

補 助 金 の 目 的 
長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にし，漁業者等の資本装備の

高度化を図り，経営の近代化を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １０／１０ 予算／実績 24,632 千円／19,050 千円 

補 助 対 象 範 囲 漁船，漁船漁具保管修理施設等の整備のための融資資金の利子補給 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 広島県信用漁業協同組合連合会 

所 管 課 農水産振興部水産課 
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補 助 金 名 
⑱漁業金融対策費       ＜利子補給＞

（漁業振興資金利子補給補助事業） 
創設年度 平成 12 年度

補 助 金 の 目 的 
暴風雨，豪雨等の災害によって，被害を受けた漁業者に対し，被害漁

業者の早期経営の安定を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／２以内 予算／実績 4,577 千円／4,026 千円 

補 助 対 象 範 囲 
漁業の再生産に必要な資金及び漁業用施設等の再取得等に必要な資金

の利子補給 

補 助 団 体 数 ９ 補 助 事 業 実 施 者 市町 

所 管 課 農水産振興部水産課 

 

補 助 金 名 ⑲拠点漁協育成強化事業 創設年度 平成 19 年度

補 助 金 の 目 的 水産物の生産流通の拠点となる漁協を育成し，機能強化を図る。 

補 助 要 件 

・「合併漁協活性化計画」を策定し，承認を受けること 

・平成 20 年 4 月 1 日以降に合併又は合併契約を締結した沿岸漁業協

同組合が行う経済事業活性化等に繋がる事業 

補 助 率 
１／２ 

（750 千円／漁協） 
予算／実績 14,250 千円／実績なし 

補 助 対 象 範 囲 

・新たな事業展開に要する経費（漁獲物の集出荷，運搬，冷蔵施設の整備など） 

・事業不調時における資金繰り改善のための積立等に要する経費 

・漁協の整理統合等に要する諸経費 

補 助 団 体 数 実績なし 補 助 事 業 実 施 者 （市町間接補助）実績なし 

所 管 課 農水産振興部水産課 

 

補 助 金 名 ⑳水産物流通改善事業 創設年度 平成 21 年度

補 助 金 の 目 的 
地域の主要水産物の新たな流通体制を確立するための取り組みを支援

し，水産物のブランド化促進や地域の漁業振興を図る。 

補 助 要 件 

・「水産物流通改善計画」を策定し，承認を受けること 

・平成 18 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日に合併した沿岸漁協が

中心となった水産物流通の改善に係る取り組み 

補 助 率 
１／３ 

（10,000 万円以下／地区） 
予算／実績 3,666 千円／3,093 千円 

補 助 対 象 範 囲 集荷，選別を効率的に行うための作業施設，機器等 

補 助 団 体 数 ２ 補 助 事 業 実 施 者 （市町間接補助）漁業協同組合 

所 管 課 農水産振興部水産課 

意 見 

○事務担当者と検査職員が同一であった。[西部（呉），東部] 
○補助の前提として「水産物流通改善計画」を策定し承認を受けること

としているが，補助事業実施後に当該計画の達成状況を確認する仕組

みがないため，承認基準である「取組によって，漁業者の手取り価格

が 10％向上することが見込まれること」の達成状況が確認できていな

い。 
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補 助 金 名 
○21土地改良負担金総合償還対策事業＜利子補給＞ 

 （平準化事業，担い手支援事業） ★ 
創設年度 平成 2年度

補 助 金 の 目 的 土地改良事業の農家の負担金の軽減と計画的償還の推進を図る。 

補 助 要 件 
（平準化事業）・平準化計画を策定し，承認を受けること 

（担い手支援事業）・事業計画を策定し，承認を受けること 

補 助 率 １／２ 予算／実績

平準化事業 

 729 千円／729 千円 

担い手支援事業 

6,868 千円／6,868 千円 

補 助 対 象 範 囲 
年償還額が，基準年償還額とピ－ク時合算年償還額の 7 割相当額のい

ずれか高い額を超える期間の利子補給 

補 助 団 体 数 １ 補 助 事 業 実 施 者 広島県土地改良事業団体連合会 

所 管 課 農林整備部農業基盤課 

意 見 
○提出された実績報告額について,支出証拠書類等との確認が行われてお

らず，実績確認が十分でなかった（平準化事業）。 

 

補 助 金 名 ○22森林整備活性化資金利子補給事業＜利子補給＞ 創設年度 平成 6年度

補 助 金 の 目 的 

借入れ者に対し利子補給を交付することで，負担の軽減を図り，森林

施業規模の拡大や長伐期施業，複層林施業への転換等，多様な森林の

整備を推進する。 

補 助 要 件 
森林整備活性化資金と併用して，林業基盤整備資金又は施業転換資金

を借り受けていること 

補 助 率 １．３％又は０．８％以内 予算／実績 36,338 千円／35,972 千円 

補 助 対 象 範 囲 
融資された森林整備活性化資金の償還期間中，併せ貸しの林業基盤整

備資金又は施業転換資金の残高に対する利子補給 

補 助 団 体 数 ６ 補 助 事 業 実 施 者 市町・（財）広島県農林振興ｾﾝﾀ-

所 管 課 農林整備部林業課 

 

補 助 金 名 ○23県単独林道整備事業 創設年度 昭和 25 年度

補 助 金 の 目 的 
森林の適正な整備及び保全を図り，効率的かつ安定的な林業経営を確

立する。 

補 助 要 件 

・林道規定に定める構造の自動車道であること 

・知事が定める地域森林計画に記載されている路線であること 

・利用区域内の森林面積が 30ｈａ以上の路線であること 

補 助 率 １／３～５／１０ 予算／実績 38,850 千円／38,850 千円 

補 助 対 象 範 囲 
林道の開設，改良及び舗装事業に必要な工事経費（工事費，測量試験

費，事務雑費） 

補 助 団 体 数 ６ 補 助 事 業 実 施 者 市町 

所 管 課 農林整備部林業課 

意 見 ○検査職員の指定時期が明確でなかった。[東部，北部（いずれも本所）] 

付 記 

○整備箇所の状況に応じた対応が必要なため，整備区間の延長や整備方

法が交付決定したものと実績とで異なる場合が多いが，交付決定に係

る基本的事項に一定の変更が生じる場合には，何らかの基準を設け，

執行を承認する仕組みづくりを検討していただきたい。 
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補 助 金 名 ○24森林病害虫駆除事業 創設年度 平成 9年度 

補 助 金 の 目 的 森林病害虫等を駆除し，そのまん延を防止する。 

補 助 要 件 地区実施計画及び自主事業計画の策定 

補 助 率 １／２以内 予算／実績 36,916 千円／36,770 千円 

補 助 対 象 範 囲 薬剤の地上散布，被害木伐倒等に要する経費 

補 助 団 体 数 １２ 補 助 事 業 実 施 者 市町 

所 管 課 農林整備部森林保全課 

意 見 
○検査職員の指定時期が明確でなかった。[東部，北部（いずれも本所）] 

○事務担当者と検査職員が同一であった。[西部，東部，北部（いずれも本所）]  

付 記 

○事業実施箇所の状況に応じた対応が必要なため，実施箇所が，交付決定

したものと実績とで異なることが多い（要綱上の変更基準は，経費配分及

び事業量に係るもの。申請書に予定箇所を記載）が，交付決定に係る基本

的事項に一定の変更が生じる場合には，何らかの基準を設け，執行を承認

する仕組みづくりを検討していただきたい。 
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  【土木局】 

補 助 金 名 ①広島県新分野進出等支援補助金 創設年度 平成 19 年度

補 助 金 の 目 的 
経営革新に向けた新分野進出等を目指す意欲ある建設業者の自助努力を

支援する。 

補 助 要 件 経営革新計画の承認を受けた建設業者 

補 助 率 
１／２以内 

（上限額 1,500 千円） 
予 算 ／ 実 績 15,000 千円/7,786 千円 

補 助 対 象 範 囲 

新商品等の研究開発経費・市場調査等に要する経費（専門家謝金，機械

装置購入費，技術コンサルタント料等），新商品等の販路開拓に要する

経費（展示会の会場借上料，広告宣伝費等） 

補 助 団 体 数 １２ 補助事業実施者 建設業者 

所 管 課 総務管理部建設産業課 

指 摘 事 項 

○補助額には影響がないが，控除する消費税額の計上を誤っているもの

があった。 

○仕入控除税額確定時の報告を受けていなかった。 

 

補 助 金 名 ②広島空港機能強化事業 創設年度 平成 18 年度

補 助 金 の 目 的 
広島県空港振興協議会が行う海外旅行商品の造成助成事業等への支援を

通じて，広島空港の国際線の維持・安定と中枢拠点性の向上を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 
１／３ 

（上限額 5,836 千円） 
予 算 ／ 実 績 5,836 千円／3,725 千円 

補 助 対 象 範 囲 
旅行会社に対する助成金（パンフレット等の作成経費，送客バスの借上

料，新聞・雑誌広告料） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島県空港振興協議会 

所 管 課 空港港湾部空港振興課 

 

補 助 金 名 ③広島西飛行場周辺対策事業 創設年度 昭和 54 年度

補 助 金 の 目 的 
広島西飛行場の周辺対策として広島市が整備した公民館用地の借上料を

補助する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／３ 予 算 ／ 実 績 2,217 千円／1,996 千円 

補 助 対 象 範 囲 用地費（借上料） 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島市 

所 管 課 空港港湾部空港振興課 
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補 助 金 名 ④広島西飛行場維持修繕費 創設年度 平成 6年度

補 助 金 の 目 的 広島西飛行場の管理者として航空機の不法奪取の防止対策を図る。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 １／２以内 予 算 ／ 実 績 13,249 千円／11,254 千円

補 助 対 象 範 囲 検査職員の人件費，被服装具品費，教育費 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 日本エアコミューター㈱ 

所 管 課 空港港湾部空港振興課 

意 見 
○実績額の確認に当たって，支出の根拠資料等を確認しているが，一部

確認が不十分なものがあった。 
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  【都市局】 

補 助 金 名 
①優良賃貸住宅供給促進事業（特優賃）＜利子

補給＞ 
創設年度 平成 6年度

補 助 金 の 目 的 特定優良賃貸住宅※の建設に係る融資残高の利子を補給する。 

補 助 要 件 

供給計画の認定を受けること，住宅供給公社を経由して申請すること，

建設基準に適合すること（現行該当するのは住宅供給公社が整備した熊

野住宅のみ） 

補 助 率 
当初 10 年間は２％， 

11～20 年目まで１％ 
予 算 ／ 実 績 2,160 千円／2,160 千円 

補 助 対 象 範 囲 対象住宅の建設に要した融資額の残高に対する利子補給 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 広島県住宅供給公社 

所 管 課 住宅課 

  ※ 中堅所得層のファミリー層に向けた賃貸住宅で，床面積が 55～125 ㎡で，2 以上の居住室があること，

（準）耐火構造住宅であること，その他設備面等の基準を満たすもの（平成 15 年度から新規供給なし） 

 

補 助 金 名 
②優良賃貸住宅供給促進事業（高優賃）＜利子

補給＞ 
創設年度 平成 13 年度

補 助 金 の 目 的 高齢者向け優良賃貸住宅※の建設に係る融資残高の利子を補給する。 

補 助 要 件 高齢者向け優良賃貸住宅の認定を受けること 

補 助 率 １/２又は２/３以内 予 算 ／ 実 績 7,184 千円／7,184 千円 

補 助 対 象 範 囲 対象住宅の整備に要した融資額の残高に対する利子補給 

補 助 団 体 数 ２ 補助事業実施者
（市町間接補助） 

民間企業，住宅供給公社 

所 管 課 住宅課 

  ※ 60 歳以上の単身・世帯に向けたバリアフリー化され，緊急時対応サービスの提供が可能な賃貸住宅で，

床面積が原則 25 ㎡で，（準）耐火構造住宅であることなどの基準を満たすもの 
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  【教育委員会】 

補 助 金 名 ①文化財保存事業費補助金 創設年度 昭和 54 年度

補 助 金 の 目 的 国・県指定文化財等の保存修理等に要する経費を助成する。 

補 助 要 件 国又は県が指定・選定した文化財等 

補 助 率 

国指定：国庫補助残の 1/3 

国選定: 国庫補助残の 1/4 

県指定:1/2 又は 1/4 

予算／実績 35,748 千円／35,413 千円

補 助 対 象 範 囲 
保存修理経費（工事費，設計料，設計監理料）及び報告書の作成経費

（印刷費，事務費） 

補 助 交 付 先 １２ 補助対象先 市町，所有者等 

所 管 課 管理部文化財課 

意 見 
○申請書の提出から県の交付決定まで時間を要しているものがあっ

た。 

 

補 助 金 名 ②頼山陽史跡活用事業 創設年度 平成 7年度

補 助 金 の 目 的 

県所有の国史跡「頼山陽居室」の歴史的意義及びその背景にある近世

文化の調査・研究・展示等を行う頼山陽史跡資料館の適切な運営を通

じて，本県の文化の向上に資する。 

補 助 要 件 ― 

補 助 率 １／２以内 予算／実績 4,000 千円／4,000 千円 

補 助 対 象 範 囲 
常設展示，企画展示等の展覧会の開催経費（調査研究費，展示活動

費，光熱水費，警備委託費，設備管理費，通信費） 

補 助 交 付 先 １ 補助対象先 ㈶頼山陽記念文化財団 

所 管 課 管理部文化財課 

 

補 助 金 名 ③国指定文化財維持管理事業 創設年度 昭和 54 年度

補 助 金 の 目 的 国指定文化財の維持管理経費を助成する。 

補 助 要 件 過去に補助事業で防災設備等を設置した国指定文化財 

補 助 率 １／２以内 予算／実績 3,056 千円／3,168 千円 

補 助 対 象 範 囲 防災設備の保守点検，修理等に要した経費 

補 助 交 付 先 ３０ 補助対象先 所有者等 

所 管 課 管理部文化財課 
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補 助 金 名 ④小中学校規模適正化支援事業 創設年度 平成 19 年度

補 助 金 の 目 的 
小中学校の規模の適正化に計画的に取り組む市町教育委員会を支援す

る。 

補 助 要 件 平成 19 年度から平成 23 年度までの間に統合した学校 

補 助 率 定額 予算／実績 27,816 千円／9,571 千円

補 助 対 象 範 囲 
遠距離通学児童生徒のために運行するスクールバス等の購入経費，市

町が負担する遠距離通学児童生徒の通学費補助に要した経費 

補 助 交 付 先 ９ 補助対象先 市町 

所 管 課 教育部学校経営課 

 

補 助 金 名 ⑤自主教育研究活動支援事業 創設年度 平成 12 年度

補 助 金 の 目 的 
教育研究団体や教育指導上の課題を実践的に研究する教員のグループ

への支援を通じて，本県教育の振興に資する。 

補 助 要 件 

①教育研究会：広島県教育委員会の指導のもと研究活動を進める全県

規模の団体であること など 

②教育研究グループ：県内の公立小中学校及び県立学校の教員で構成

する研究グループであること，研究グループは原則として複数校の

教員 10 人以上 20 人以下で構成するもの など 

補 助 率 

定額 

（上限額：①250 又は 55 千円

   ②70 千円） 

予算／実績 7,335 千円／7,195 千円 

補 助 対 象 範 囲 

①教育研究大会の開催経費（講師謝金，旅費，会場借上料，資料費，

印刷製本費等） 

②課題研究・発表会の開催経費（講師謝金，図書購入費，会場借上

料，印刷製本費等） 

補 助 交 付 先 ①4，②21 補助対象先 ①教育研究会，②教育研究グループ 

所 管 課 教育部指導第二課（指導第一課） 

意 見 
○申請書の提出から県の交付決定まで時間を要しているものがあっ

た。 
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補 助 金 名 ⑥芸術文化活動振興事業 創設年度 昭和 60 年度

補 助 金 の 目 的 

広島県高等学校総合文化祭を開催し，全国高等学校総合文化祭へ生徒

を派遣する広島県高等学校文化連盟への支援を通じ，高校生の文化芸

術活動の発展を図る。 

補 助 要 件 ― 

補 助 率 １０／１０ 予算／実績 1,687 千円／1,687 千円 

補 助 対 象 範 囲 

広島県高等学校総合文化祭の開催経費（審査員報償費，プログラム作

成費，作品運搬費，会場使用料等）及び全国高等学校総合文化祭への

生徒の派遣経費（旅費等） 

補 助 交 付 先 １ 補助対象先 広島県高等学校文化連盟 

所 管 課 教育部指導第二課 

意 見 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておら

ず，実績確認が十分ではなかった（連盟各部門によって記載方法に

違いもある。）。 

 

補 助 金 名 ⑦不登校対策重点校支援事業 創設年度 平成 21 年度

補 助 金 の 目 的 不登校対策重点校が行う生徒指導体制の充実に係る取組を支援する。

補 助 要 件 不登校対策重点校の指定（公立中学校） 

補 助 率 
１／２以内 

（上限額 321 千円） 
予算／実績 3,216 千円／934 千円 

補 助 対 象 範 囲 
家庭訪問指導等支援員による家庭訪問等の経費（報償費，旅費，訪問

記録の作成・連絡調整に必要な用紙代，消耗品費，通信費等） 

補 助 交 付 先 ４ 補助対象先 市町 

所 管 課 教育部指導第三課 

意 見 
○要綱では，年度中途で「状況報告」を提出することとなっている

が，事業期間が下半期のみであったため，提出させていなかった。

 

補 助 金 名 ⑧第 59 回全国学校保健研究大会補助金 創設年度 平成 21 年度

補 助 金 の 目 的 第 59 回全国学校保健研究大会の開催に対して助成する。 

補 助 要 件 ― 

補 助 率 １０／１０ 予算／実績 4,000 千円／2,361 千円 

補 助 対 象 範 囲 

大会の開催経費（講師謝金，参加者用物品，報告書等の印刷製本費，

会場使用料，会場設営委託料等），実行委員会の運営費（賃金，職員

旅費，コピー用紙等消耗品費等） 

補 助 交 付 先 １ 補助対象先 第 59 回全国学校保健研究大会広島県実行委員会 

所 管 課 教育部指導第三課 
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補 助 金 名 ⑨社会教育関係団体の事業に対する補助金 創設年度 昭和 54 年度

補 助 金 の 目 的 
社会教育関係団体が実施する事業の一部を補助し，社会教育活動の促

進を図る。 

補 助 要 件 広島県生涯学習審議会社会教育分科会への意見聴取 

補 助 率 定額 予算／実績 2,500 千円／2,500 千円 

補 助 対 象 範 囲 
県大会の開催経費（講師報償費，大会要綱の作成費，用紙等消耗品

費，会場使用料，会場設営費等） 

補 助 交 付 先 ３ 補助対象先
広島県ＰＴＡ連合会，広島県高等学校

ＰＴＡ連合会，広島県公民館連合会 

所 管 課 教育部生涯学習課 

指 摘 事 項 
○定められた申請期限を過ぎて申請書の提出を受けていたものがあっ

た。 

 

補 助 金 名 ⑩生涯スポーツ振興事業 創設年度 平成元年度

補 助 金 の 目 的 
全国スポーツ・レクリエーション祭への広島県選手団派遣経費を助成

する。 

補 助 要 件 広島県生涯学習審議会スポーツ振興分科会への意見聴取 

補 助 率 １／３（一部定額） 予算／実績 4,650 千円／3,349 千円 

補 助 対 象 範 囲 
選手団の派遣経費（旅費），ユニフォーム購入代，会場視察経費（自

動車借上料等） 

補 助 交 付 先 １ 補助対象先
全国スポーツ・レクリエーション祭広

島県選手団 

所 管 課 教育部スポーツ振興課 

 

補 助 金 名 ⑪競技スポーツ振興対策事業 創設年度 昭和 50 年度

補 助 金 の 目 的 
㈶広島県体育協会が行う国民体育大会県予選，広島県県民体育大会の

開催事業等への支援を通じて，幅広い競技大会の実施を促進する。 

補 助 要 件 広島県生涯学習審議会スポーツ振興分科会への意見聴取 

補 助 率 定額 予算／実績 2,215 千円／2,215 千円 

補 助 対 象 範 囲 
大会開催経費（プログラムの印刷製本費，通信運搬費，トロフィーの

購入費等），各種競技団体の運営費の助成金 など 

補 助 交 付 先 １ 補助対象先 ㈶広島県体育協会 

所 管 課 教育部スポーツ振興課 
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補 助 金 名 
⑫－１競技スポーツ振興対策事業（全国・ブ

ロック大会派遣費補助金）（中体連） 
創設年度 昭和 48 年度

補 助 金 の 目 的 
広島県中学校体育連盟を通じて，中国中学校選手権大会及び全国中学

校体育大会に広島県代表として参加する生徒の負担を軽減する。 

補 助 要 件 広島県生涯学習審議会スポーツ振興分科会への意見聴取 

補 助 率 １０／１０ 予算／実績 2,800 千円／2,800 千円 

補 助 対 象 範 囲 大会への参加経費（選手の旅費，弁当代，宿泊料） 

補 助 交 付 先 １ 補助対象先 広島県中学校体育連盟 

所 管 課 教育部スポーツ振興課 

指 摘 事 項 ○派遣者名簿の提出を受けていなかった。 

意 見 
○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておら

ず，実績確認が十分ではなかった。 

 

補 助 金 名 
⑫－２競技スポーツ振興対策事業（全国・ブ

ロック大会派遣費補助金）（高体連） ★ 
創設年度 昭和 48 年度

補 助 金 の 目 的 

広島県高等学校体育連盟を通じて，中国地区ブロック大会，全国高等

学校総合体育大会等に広島県代表として参加する生徒の負担を軽減す

る。 

補 助 要 件 広島県生涯学習審議会スポーツ振興分科会への意見聴取 

補 助 率 １０／１０ 予算／実績 8,800 千円／8,800 千円 

補 助 対 象 範 囲 大会への参加経費（選手の旅費，宿泊料） 

補 助 交 付 先 １ 補助対象先 広島県高等学校体育連盟 

所 管 課 教育部スポーツ振興課 

指 摘 事 項 ○派遣者名簿の提出を受けていなかった。 

意 見 
○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておら

ず，実績確認が十分ではなかった。 

 

補 助 金 名 
⑬スポーツイベント助成事業（第 15 回全国

都道府県対抗男子駅伝競走大会） 
創設年度 平成 7年度

補 助 金 の 目 的 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の開催経費等を助成する。 

補 助 要 件 広島県生涯学習審議会スポーツ振興分科会への意見聴取 

補 助 率 定額 予算／実績 9,000 千円／9,000 千円 

補 助 対 象 範 囲 

大会の開催経費（競技場使用料等施設費，開会式等式典費，記念品等

表彰費，選手輸送バスチャーター費等輸送費等），事務局の運営経費

（人件費，事務室賃借料，宣伝費，用器具の賃借料，印刷製本費等）

補 助 交 付 先 １ 補助対象先
天皇盃第 15 回全国都道府県対抗男子駅

伝競走大会組織委員会 

所 管 課 教育部スポーツ振興課 

意 見 
○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておら

ず，実績確認が十分ではなかった。 
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補 助 金 名 ⑭未来のトップアスリート育成事業 創設年度 平成 21 年度

補 助 金 の 目 的 

㈶広島県体育協会が行うスーパージュニア選手発掘支援事業及び特別

強化支援事業への支援を通じて，ジュニア選手の発掘・育成・強化の

充実を図る。 

補 助 要 件 広島県生涯学習審議会スポーツ振興分科会への意見聴取 

補 助 率 １０／１０ 予算／実績 28,850 千円／28,850 千円

補 助 対 象 範 囲 

①運動能力等の測定や各種スポーツの体験事業の開催経費，保護者へ

のサポート説明会開催経費（トレーナー謝金，会場・輸送バス等の

賃借料，献立レシピ等の印刷製本費，競技用具等の消耗品費等） 

②トップレベルチームとの集中合宿等の運営経費（謝金，旅費等） 

補 助 交 付 先 １ 補助対象先 ㈶広島県体育協会 

所 管 課 教育部スポーツ振興課 

 

補 助 金 名 
⑮魅力ある運動部活動づくり事業（外部指導

者派遣者事業） 
創設年度 平成 14 年度

補 助 金 の 目 的 
専門的な指導力を有する地域の外部指導者を運動部顧問等として活用

する事業への支援を通じて，運動部活動の活性化を図る。 

補 助 要 件 一運動部で年間 20 回程度の活用 など 

補 助 率 １／３以内 予算／実績 2,931 千円／2,931 千円 

補 助 対 象 範 囲 外部指導者の招へい経費（謝金，旅費，損害保険料） 

補 助 交 付 先 ６ 補助対象先 市町 

所 管 課 教育部スポーツ振興課 

指 摘 事 項 
○要綱第 4 条で定められた変更基準に該当する変更が行われていた

が，変更手続が行われていなかった（21.8％増）。 

意 見 
○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておら

ず，実績確認が十分ではなかった。 
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  【警察本部】 

補 助 金 名 広島県防犯連合会補助金 ★ 創設年度 昭和 49 年度

補 助 金 の 目 的 

㈳広島県防犯連合会が行う地域での安全活動，少年の健全育成活動の推

進事業等への支援を通じて，総合的な地域安全活動及び少年健全育成活

動を推進する。 

補 助 要 件 － 

補 助 率 

おおむね 1/2（予算の範囲

内で知事が定める額を加

算） 

予 算 ／ 実 績 1,160 千円/1,160 千円 

補 助 対 象 範 囲 

地域安全推進員の研修会の開催や活動支援経費（旅費，講師謝金，印刷

製本費），作文コンテスト等の実施経費（賞品購入代，筆耕料等），少

年補導指導協助員連絡協議会連合会へ助成（活動経費等） など 

補 助 団 体 数 １ 補助事業実施者 ㈳広島県防犯連合会 

所 管 課 生活安全部生活安全企画課 

○提出された実績報告額と支出証拠書類等との確認が行われておらず，

実績確認が十分ではなかった。 

意 見 ＜補助事業者＞ 

○特定の事業を補助対象事業として報告しているが，その他の事業にお

いても補助対象事業に該当するものがあった。 
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 ３ 広島県補助金等交付規則 

 

（目的） 

第一条 この規則は，法令，条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか，補助金

等の交付の申請，決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本

的事項を規定することにより，補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的

とする。 

（定義） 

第二条 この規則において「補助金等」とは，県が県以外の者に対して交付する次に掲

げるものをいう。 

一 補助金 

二 利子補給金 

三 負担金その他の相当の反対給付を受けない給付金であつて知事が定めるもの 

２ この規則において「補助事業等」とは，補助金等の交付の対象となる事務又は事業

をいう。 

３ この規則において「補助事業者等」とは，補助事業等を行う者をいう。 

４ この規則において「間接補助金等」とは，次に掲げるものをいう。 

一 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で，補助金等を直接又

は間接にその財源の全部又は一部とし，かつ，当該補助金等の交付の目的に従つ

て交付するもの 

二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が，その

交付の目的に従い，利子を軽減して融通する資金 

５ この規則において「間接補助事業等」とは，前項第一号の給付金の交付又は同項第

二号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。 

６ この規則において「間接補助事業者等」とは，間接補助事業等を行う者をいう。 

（補助金等の交付の申請） 

第三条 補助金等の交付の申請をしようとする者は，補助金等交付申請書に次に掲げる

書類を添えて，知事が定める日までに知事に提出しなければならない。 

一 事業計画書 

二 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類 

三 工事の施行にあつては，その実施設計書 

四 その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず，知事は，同項に規定する書類のうち必要がないと認める

ものについては，その添附を省略させることがある。 

（補助金等の交付の決定） 

第四条 知事は，補助金等の交付の申請があつたときは，当該申請に係る書類の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により，その内容を審査し，補助金等を交付すべきも

のと認めたときは，すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。 

２ 知事は，前項の場合において，適正な交付を行うため必要があるときは，補助金等

の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。 

（補助金等の交付の条件） 

第五条 知事は，補助金等の交付の決定をする場合において，補助金等の交付の目的を

達成するため必要があるときは，次に掲げる事項につき条件を附するものとする。 

一 補助事業等に要する経費の配分の変更（知事の定める軽微な変更を除く。）をす

る場合においては，知事の承認を受けるべきこと。 
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二 補助事業等の内容の変更（知事の定める軽微な変更を除く。）をする場合におい

ては，知事の承認を受けるべきこと。 

三 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費

の使用方法に関する事項 

四 補助事業等を中止し，又は廃止する場合においては，知事の承認を受けるべきこ

と。 

五 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつ

た場合においては，すみやかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。 

２ 知事は，補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認めら

れる場合においては，当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り，その交付し

た補助金等の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべき旨の条件を附することが

ある。 

３ 知事は，前二項に定めるもののほか，補助金等の交付の目的を達成するため必要な

条件を附することがある。 

４ 補助事業者等は，間接補助金等を交付する場合において，前三項の規定により知事

が補助金等の交付の決定に条件を附したときは，間接補助事業者等に対し，これを遵

守するために必要な条件を附さなければならない。 

（決定の通知） 

第六条 知事は，補助金等の交付の決定をしたときは，すみやかにその決定の内容及び

これに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するも

のとする。 

（申請の取下げ） 

第七条 補助金等の交付の申請をした者は，前条の規定による通知を受領した場合にお

いて，当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服が

あるときは，知事が定める期日までに申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあつたときは，当該申請に係る補助金等の交付の

決定は，なかつたものとみなす。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第八条 知事は，補助金等の交付の決定をした場合において，その後の事情の変更によ

り特別の必要が生じたときは，補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し，

又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。ただし，補助

事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については，この限りでない。 

２ 知事が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は，次

の各号の一に該当する場合とする。 

一 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により，補助事業等

の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合 

二 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行す

るため必要な土地その他の手段を使用することができないこと，補助事業等又は

間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によつてまかなわ

れる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業

等又は間接補助事業等を遂行することができない場合（補助事業者等又は間接補

助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。） 

３ 知事は，第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要とな

つた次に掲げる経費について補助金等を交付することがある。 

一 補助事業等に係る機械，器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 
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二 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要

する経費 

４ 第六条の規定は，第一項の場合について準用する。 

（補助事業等の遂行等） 

第九条 補助事業者等は，法令その他の規程（以下「法令等」という。）の定め並びに

補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令等に基づく知事の処分

に従い，善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず，いやしくも

補助金等の他の用途への使用（利子補給金にあつては，その交付の目的となつている

融資又は利子の軽減をしないことにより，補助金等の交付の目的に反してその交付を

受けたことになることをいう。以下同じ。）をしてはならない。 

２ 補助事業者等は，間接補助事業者等に対し，間接補助金等の交付又は融通の目的に

従い，善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等が行われるよう必要な措置を講じ

なければならない。 

（状況報告） 

第十条 補助事業者等は，知事の定めるところにより，補助事業等の遂行の状況に関し，

知事に報告しなければならない。ただし，知事が報告することを要しないと認めた場

合にあつては，この限りでない。 

（補助事業等の遂行等の命令） 

第十一条 知事は，補助事業者等が提出する報告等により，その者の補助事業等が補助

金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めると

きは，その者に対し，これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずるもの

とする。 

２ 知事は，補助事業者等が前項の命令に違反したときは，その者に対し，当該補助事

業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。 

（実績報告） 

第十二条 補助事業者等は，知事の定めるところにより，補助事業等が完了したとき

（補助事業等の廃止の承認を受けたときを合む。）は，補助事業等の成果を記載した

補助事業等実績報告書に知事の定める書類を添えて知事に報告しなければならない。

補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合も，また同様とする。 

（補助金等の額の確定等） 

第十三条 知事は，補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた

場合においては，当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により，

その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条

件に適合するものであるかどうかを調査し，適合すると認めたときは，交付すべき補

助金等の額を確定し，当該補助事業者等に通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第十四条 知事は，補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた

場合において，その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及び

これに附した条件に適合しないと認めるときは，当該補助事業等につき，これに適合

させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。 

２ 第十二条の規定は，前項の規定による命令に従つて行う補助事業等について準用す

る。 

（補助金等の交付） 

第十五条 知事は，第十三条の規定により補助金等の額を確定したときは，速やかに補

助事業者等に対し補助金等を交付するものとする。 
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（交付の特例） 

第十六条 知事は，補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは，

補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。 

２ 補助事業者等は，前項の規定により補助金等の概算払又は前金払を受けようとする

ときは，知事の定めるところにより，補助金等概算払（前金払）交付請求書を知事に

提出しなければならない。ただし，知事が提出することを要しないと認めた場合にあ

つては，この限りでない。 

（決定の取消し） 

第十七条 知事は，補助事業者等が，補助金等の他の用途への使用をし，その他補助事

業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等又はこ

れに基づく知事の処分に違反したときは，補助金等の交付の決定の全部又は一部を取

り消すことがある。 

２ 知事は，間接補助事業者等が，間接補助金等の他の用途への使用（利子の軽減を目

的とする第二条第四項第一号の給付金にあつては，その交付の目的となつている融資

又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受

けたことになることをいい，同項第二号の資金にあつては，その融通の目的に従つて

使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。）をし，そ

の他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは，補助事業者等に対し，当該間

接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

３ 前二項の規定は，補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後に

おいても適用があるものとする。 

４ 第六条の規定は，第一項又は第二項の規定による取消しをした場合について準用す

る。 

（補助金等の返還） 

第十八条 知事は，補助金等の交付の決定を取り消した場合において，補助事業等の当

該取消しに係る部分に関し，すでに補助金等が交付されているときは，期限を定めて，

その返還を命ずるものとする。 

２ 知事は，補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において，すでに

その額をこえる補助金等が交付されているときは，期限を定めて，その返還を命ずる

ものとする。 

３ 知事は，第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第二項の

規定によるものである場合において，やむを得ない事情があると認めるときは，当該

補助事業者等の申請により，返還の期限を延長し，又は返還の命令の全部若しくは一

部を取り消すことがある。 

（加算金及び延滞金） 

第十九条 補助事業者等は，第十七条第一項の規定に基づく取消しにより，補助金等の

返還を命ぜられたときは，その命令に係る補助金等の受領の日（補助金等が二回以上

に分けて交付されている場合においては， 後の受領の日とし，その日に受領した額

が返還すべき額に達しないときは，これに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領し

た日）から納付の日までの日数に応じ，当該返還を命ぜられた補助金等の額（その一

部を納付した場合におけるその後の期間については，すでに納付した額を控除した

額）につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければなら

ない。 

２ 補助事業者等は，補助金等の返還を命ぜられ，これを納期日までに納付しなかつた

ときは，納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ，その未納付額（その一部を納
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付した場合におけるその後の期間については，すでに納付した額を控除した額）につ

き年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

３ 知事は，前二項の場合において，やむを得ない事情があると認めるときは，当該補

助事業者等の申請により，加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。 

（他の補助金等の一時停止等） 

第二十条 知事は，補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ，当該補助金等，加算金

又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において，その者に対して，同種の事務

又は事業について交付すべき補助金等があるときは，相当の限度においてその交付を

一時停止し，又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。 

（帳簿等の備付け） 

第二十一条 補助事業者等は，当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え，これを知

事が定める期間保存しておかなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第二十二条 補助事業者等は，補助事業等により取得し，又は効用の増加した財産で次

に掲げるものを，知事の承認を受けないで，補助金等の交付の目的に反して使用し，

譲渡し，交換し，貸し付け，又は担保に供してはならない。ただし，補助事業者等が

第五条第二項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を県に納付し

た場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期

間を経過した場合は，この限りでない。 

一 不動産及びその従物 

二 機械及び重要な器具で，知事が定めるもの 

三 その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定め

るもの 

（立入検査等） 

第二十三条 知事は，補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは，

補助事業者等に対して報告をさせ，又は当該職員にその事務所，事業場等に立ち入り，

帳簿，書類その他の物件を検査させ，若しくは関係者に質問させることがある。 

２ 前項の職員は，その身分を示す証票を携帯し，関係者の要求があるときは，これを

提示しなければならない。 

（補助金等の交付手続の特例） 

第二十四条 知事は，別に定めるところにより，この規則の規定による手続の一部を併

合し，又は省略して補助金等を交付することがある。 

（雑則） 

第二十五条 この規則に定めるもののほか，補助金等の交付等に関し必要な事項は，知

事が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，昭和四十八年十二月一日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則は，この規則の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金等について適

用し，同日前に交付の決定のあつた補助金等については，なお従前の例による。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際現に提出されている補助金等の交付申請書は，第三条の規定に

より提出されたものとみなす。 

 


